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研究の進展と成果

本学 21 世紀 COE プログラム「『平和・安全・共生』研究教育の形成と展開」を総括するに当たっ

て、これまでの研究活動を振り返ることから始めることにしたい。この研究活動に取り組むに際して、

最初に立てられた目標の一つは、「世界に発信する、世界を巻き込む」ということであった。すなわち、

アカデミアの論文を生産することだけに満足してしまうのではなく、私たちが生きる世界とどのような

接点を持つのか、どのように社会に貢献できるのか、という問題意識である。それは事業を推進する教

員のみならず、若手研究者にも言えることであろう。レフェリード・ペーパーを書くことを通じてキャ

リアを積むことはもちろん重要だが、同時に、研究者ではない人々に対してもメッセージを発信してい

くこと、日本だけでなく世界に対しても、英語をはじめとする諸言語で発信していくことが期待されて

いた。現時点で振り返るならば、100%の達成とは言えないとしても、多くの成果を出すことができた

と考える。例えば、ここでは書籍に限って見るとしても、風行社から刊行の「ICU21 世紀 COE シリー

ズ」、ワシントン州立大学(WSU)との提携によって実現した英語による文献の数々、各グループが刊行

している数多の研究成果などを挙げることができる。

中間評価の際には、本学 COE の課題である「平和・安全・共生」のグランドセオリーを早急に形

成し、各グループがそれを共有した上で最終的な成果を出すことが望ましいとの見解が示された。この

点についても、創意工夫を重ねることにより、その実現に努めてきたつもりである。例えば、「グランド

セオリー・セミナー」を度々開催し、理論研究に重点を置く事業推進担当者を中心に、グランドセオ

リーの構築が試みられた。その過程に、事業推進担当者のみならず、各グループの研究協力者やCOE

共同研究室の若手研究者も参加し、活発な討議が展開された。更には、WSU との共同開催による国

際会議を通じて、海外の研究者諸氏もグランドセオリーの構築に積極的に関与したことは、国際的な

研究拠点作りを進めてきたことの具体的な成果であろう。もちろん、グランドセオリーとして提示され

るものと、各グループの個別の研究課題の間には、様々な緊張関係もあった。しかし、各グループの成

果も見据えながらグランドセオリーが構築されてきたという点で、ボトムアップ型の事例研究とグラン

ドセオリーとの相乗効果が得られたことは確かである。

このような過程を通じて認識の共有が進むと共に、グループ間での相互乗り入れが次第に実現してい

ったことも挙げておきたい。特に、本学社会科学研究所の協力によって毎年度刊行された『社会科学

ジャーナルCOE 特別号』には、毎回数多くの論文が掲載された。事業推進担当者や研究協力者だけ

でなく、大学院生も含む若手研究者が多数寄稿した。そこで提示された論文は、それぞれのグループで

どのような研究がなされてきたのかということを、具体的な形で共有する有効な手段となった。また、

それはグループ間だけでなく、グループ内で各々の論点を集約し相互理解を促す助けにもなったであろ

う。本学 COE の研究課題に則って開催された、本学社会科学研究所と上智大学社会正義研究所との

共催による国際シンポジウムも、認識の共有をCOE 全体で試みた一例である。こうして、多数の多様

な刊行物や会合を通じて、グループ内外での意思疎通を図ると共に、学内外へ定期的に研究成果を発

信することができた。

教育と社会貢献

教育面でも、本学 COE は大学院生や博士号取得済みの若手研究者に対して、様々な機会を提供し

てきた。その中心となったのが、毎年度実施した院生奨励金事業である。この事業を通じて、若手研

究者の「平和・安全・共生」に関する研究活動を支援することで、各々の問題意識を深める一助にな

ったはずである。もちろん、若手研究者たちが携わった研究は未だ途上にあり、今後の研究活動を通じ
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て更に開花していくことだろう。そのきっかけを、研究資金だけでなく、前述の『社会科学ジャーナル

COE 特別号』等の投稿媒体も含めて提供したことの意義は大きい。また、本学 COE のリサーチ・フ

ェローとリサーチ・アシスタントが在籍するCOE 共同研究室の活動も、ぜひ挙げておきたい。国際会

議、グランドセオリー・セミナー、その他各種会合等の計画、ロジスティック、実行に関わる中で、学

問の世界で必要となるコミュニケーション方法や各種のスキルを学ぶこととなったはずである。これら

は、研究者を育成していく上での不可欠な要素であり、日頃の研究活動を通じて体得できたのではな

いだろうか。その中にはすでにアカデミアやその他の機関で活発な活動を開始している人材もあること

は喜ばしい。

社会貢献という点では、「三鷹ネットワーク大学」の開催がその一例である。三鷹市との提携によっ

て開催されたこの企画には、研究者ではない多くの人々の参加があった。また、この活動をきっかけと

して、各種の市民講座が開催されるなど、「三鷹にある ICU」という、地域に根ざした大学としての研

究活動が展開されたことを、ここで強調しておきたい。講義形式の企画以外では、「白バラ展」にも多

数の来場者があった。この企画は、地域と世界をつなぐ回路を提供するものでもあったと考える。ヨー

ロッパにおける第二次世界大戦以降の平和の問題を考えることは、私たち自身の生活にも直結してい

ることを、多くの人々が実感する機会となったことだろう。その他、詳細はこの報告書をご覧頂きたい

が、各グループによる様々な企画を通じて、学習面でも実践面でも社会との接点を常に作りながら、貢

献の可能性が模索された。

今後の展望と課題

本学 COE の活動に携わった一人一人が、それぞれの研究から得られたものを、ICU での今後の教育

活動に反映していく責任を担っている。それは、COE の成果を基礎としつつ、大学院教育を更に充実

したものへと改善していくことも含む。本学大学院では以前から、平和研究をはじめとする独創的な研

究や、海外の研究拠点との多様なネットワークが存在してきた。COE の総括をきっかけとして、「広域

平和研究」として、更に展開されていくことが期待される。これまでを振り返るならば、当初は各々の

問題関心から出発しつつ、グランドセオリーの構築過程で認識が次第に共有され、「広域平和研究」へ

と収斂していった。そこで得られたものは、各々がこれまで持っていたフレーム、視野、対象領域より

も、更に広いものとなったはずである。このことは、本学が大学院における教育面での更なる充実と、

教員相互の乗り入れの可能性へとつながっていると思われる。

このような方向性は、現在本学に在籍している大学院生や、これから本学に入学してくる学生たち

への、一つの吸引力になるはずである。そうなることを目指し、強く信じて、これからの研究・教育活

動を展開していきたい。2008 年 1 月の最終総括を目的とした会合もその具体的実践であり、学外ば

かりでなく学内に対しても、私たちの研究成果を広く発信する試みとして位置づけた。もちろん、未だ

達成できていない点もあり、それは今後の課題である。例えば、本学 COE は「all ICU」ではなかった。

COE の活動に参与しなかった教員や大学院生に対しても、機会あるごとに様々な形で認識の共有を図

ってきたつもりではあるが、今後も一層の取り組みが必要であろう。本学は、リベラル・アーツに立脚

した、小規模かつ国際的な大学であるからこそ、研究・教育面での多様なコミュニケーションを、他大

学にも増して充実させていくことが可能なはずである。こうして、各々が自分たち自身の問題として研

究・教育活動を展開し、相互に討議を重ねることをより徹底させていくならば、広域平和研究の更な

る可能性も、自ずと見えてくるだろう。
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I. はじめに

国際基督教大学（ICU）は第二次世界大戦の敗戦による瓦礫と焼盡のただ中から、戦後日本の再生と世界平和のために希望

の灯をともすべく「明日の大学」として1949 年に創立された。その創立の目的の一つは戦争の惨禍を二度と繰り返してはなら

ないとの悲壮な決意の下に、平和に寄与する若者たちを育てることであった。ICU 献学（建学）の理念として、世界平和の創

造という理想があった事実は、忘れ去られてはならない事柄であろう。こうして学際的に広い意味での平和研究、すなわち「広

域平和研究」（comprehensive peace studies）は、本学の固有の使命、存在根拠として、創立以来、全学を挙げて取り組ん

できた課題であった。

上記の ICU 献学（建学）の理念に照らして、2003 年に「学際・複合・新領域」分野で採択され開始された本学の21 世紀

COE プログラムは、創立以来のこれまでの実績を基盤に、21 世紀の将来にむけて東アジアと世界にあって本学を、「広域平和

研究」の一翼を担える拠点として展開していく好機となった。最初の一年間は絹川正吉前学長、その後の四年間は鈴木典比古

現学長、ならびに村上陽一郎拠点リーダーのリーダーシップの下、事業推進担当者、研究協力者、事務スタッフ一同が、多く

の努力を傾けて奮闘してきたが、「広域平和研究」の形成と展開は少しずつ明確かつ具体的な形姿をとり始めており、数多くの

院生と若手研究者を育成支援し、また重要な成果を幾つか生み出してきた。

振り返ってみると、9.11 事件、アフガン戦争、イラク戦争を経て、21 世紀初頭の世界は、「戦争と革命の世紀」であった20

世紀の繰り返しであるかのような様相を呈し始めたのである。今日、戦争と平和の問題はますます複雑化の一途を辿っているよ

うにみえる。こうした時代にあって「広域平和研究」は、その理論的および実践的必要性をさらに増し加えており、学術的にも

政策的にも不可欠な課題となってきたように思われる。複雑化した戦争と平和の問題は、学際的および多分野的アプローチに

よる分析と考察によってのみ、十分な解明が可能となるであろう。

本学の21 世紀 COE プログラムは、常時、15 ～ 21 名程の事業推進担当者および30 ～ 40 名程の研究協力者を得て、大

学院行政学研究科を中心としてその研究教育の課題を担ってきた。このCOE プログラムは大きく三つのプロジェクトに分かれ

ており、それらは以下の通りである。プロジェクト1「平和・人権・ガヴァナンス」、プロジェクト2「安全・環境・サスティナ

ビリティ」、プロジェクト3「共生・教育・ジェンダー」。われわれはこの学際的および多分野的アプローチを、「広域平和研究」

と名づけたのである。この「広域平和研究」は一貫して次の二つの課題と取り組んできた。(1) 平和のグランドセオリーの模索、

(2) 「平和・安全・共生」にかかわる具体的政策の提言。本 COE プログラムの最終段階にあたる2006 年後半から2008 年に

向けて、上記の三つのプロジェクトおよび二つの課題のいずれかと取り組んだ研究成果として、全体的に英語と日本語とによっ

て25 冊程（論文を除く著書だけをとってみても）の著作が刊行される運びである。また、そのなかには日本語による「ICU 21

世紀 COE シリーズ」（全 9 巻、風行社刊行）が出版される計画であり、本報告書が刊行される2008 年 3 月末日までにはすで

にそのうち7 巻が出版され、他の2 巻も2008 年 6 月までには刊行の予定である。英語によるCOE 関連の著作も、イギリス

とアメリカの出版社、Edward Elgar Publishing Company、The University of Washington Press、Palgrave Macmillan

などから2008 年春季から夏季にかけて5 冊刊行されることになっている。

II. 「広域平和研究」拠点形成の進め方・プロセス・予算措置

まず組織面から拠点形成の進め方について説明するとすれば、学長が委員長を務めるCOE 運営委員会（構成員は学長、学

務副学長、大学院部長、拠点リーダー、拠点サブ・リーダー、各プロジェクト・リーダー、COE 事務室長［陪席］）を立ち上

げ、最終決定機関として具体的な事項について審議し決定を行ってきた。例えば、予算措置および研究経費の使用に関しては、

このCOE 運営委員会で厳密に査定し決定され、本学事務組織である総務部研究支援グループおよびCOE 事務室の運営の下

で執行されている。効率的かつ効果的な研究経費の使用に関しては、プロジェクト毎、グループ毎に、それぞれ工夫がなされて

きた。さらに各年、12 月までの予算消化状況を踏まえて、必要なプロジェクトには予算の再配分をなし、状況に即した現実的

で筋の通った研究経費使用を心がけてきた。各年度の各プロジェクトの予算配分は、前年度の研究費執行の実績と成果とに鑑

みて決定してきた経緯がある。

またCOE 運営委員会の他に、COE 事業推進委員会を組織した。村上陽一郎拠点リーダーを委員長として、15 ～ 21 名程

の事業推進担当者によって構成し、事業推進面での事柄について協議し情報交換し全体での調整を試みた。このCOE 事業推
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進委員会の課題と機能とは、後にグランドセオリー研究会（全体会議）によって代替された面がある。

大学院改革の結果として本学大学院の新たなプログラムが2010 年 4 月から開始されるが、そこでは大学院総合学術研究科

において「広域平和研究・国際関係専修」プログラムが発動することになる。これは、21 世紀 COE プログラムの具体的成果

が大学院カリキュラムのなかに明確な形姿をとどめることになる具体的な果実といえよう。本学は21 世紀 COE プログラムを基

盤としつつ、「広域平和研究」をさらに具現化していくために、グローバルCOE プログラムに繋げていくべく申請準備中である

が、上記の「広域平和研究・国際関係専修」プログラムは、その受け入れ基盤であると同時に、今後のさらなる展開の教育研

究拠点となる予定の大学院プログラムでもある。

III. 拠点形成のための具体的な重点支援の実施

(1) ロータリー平和プログラムの推進
創立以来の平和研究と平和教育の取り組みが認められ、本学は、ロータリー・インターナショナル本部より世界に7 つある

ロータリー平和センターの一拠点（アジアでは唯一）に選ばれた。各年、世界公募によって選抜されたロータリー世界平和フェ

ロー（70 名）のうち、世界各地（アジア、ヨーロッパ、北アメリカはもとより、アフリカやラテンアメリカの諸国を含む）から

8 ～ 12 名を大学院博士前期課程に受け入れている。さらに2005 年以降、大学院プログラムを見直し、2 年間の修士課程の

「平和研究プログラム」を修了したロータリー世界平和フェローには修士号の他、平和研究専修修了証書（サーティフィケート）

をも授与している。COE プログラムの展開は、大学院のロータリー平和プログラムを活性化し、その推進に役立ってきた。2005

年 3 月には、COE プログラムの協賛の下、当時の高橋一生ロータリーセンター長の指導の下に、7 つの世界のロータリー平和

プログラム拠点校のディレクターとロータリー平和フェローたち30 名程を東京青山の国連大学に招いて、世界平和を主題とし

た数日の国際会議を開催した。ここには研究者だけでなく、国連関係者、外務省関係者、実業界の人々など、100 名程が参加

し、報告と討議も充実したものとなり、参加者の事後の評価もすこぶるよかった。さらに本学が ワシントン州立大学（WSU）

と行った院生ヴィデオ・コンフェレンスには、幾人かの院生たちおよびロータリー平和フェローも積極的に参加し、2006 年 6

月にアメリカのワシントン州プルマンで開催された「太平洋岸アジア研究学会」（ASPAC）年次大会ではペーパーを報告した。

ロータリー平和プログラムの存在は、本学のCOE の課題である「広域平和研究」の世界的な研究教育拠点を形成する目的に

も実質的に多大な寄与をなしてくれている。

(2) EU コンソーシウム（EUIJ: EU Institute in Japan）の設置と推進
本学は一橋大、東京外大、津田塾大と共に2004 年にEU コンソーシウムを結成し、EU に関する研究教育の日本拠点（ア

ジアで最初）に選ばれたが、「広域平和研究」分野で欧州諸国と連携および共同研究を推進する上で貴重な制度的基盤となっ

た。本学からは植田隆子をディレクターとして、北原和夫、宮崎修行、青井明、木部尚志なども参加し、この研究教育プログ

ラムを精力的に支援し、数多くの共同研究や国際会議を主催した。とりわけ、2005 年 1 月には国際会議「EU の新しいフロン

ティア」を欧州大学院ビヒト副学長や欧州委員会教育文化総局プログラム・マネジャーら、欧州から数名の報告者を招いて開

催し、2007 年 6 月には共同研究成果本『EU スタディーズ1 対外関係』（勁草書房）出版記念国際シンポジウムも開き、成

果を広く公開した。

(3) 米国ワシントン州立大学（WSU）との制度的連携の推進
本学は研究教育の学長協定を結んでいるWSU（Washington State University）との間に、COE 共同研究事業を推進して

きたが、とりわけグランドセオリー構築、日米両国民の安全意識の比較調査、東アジアにおける安全保障に関する院生国際会

議およびヴィデオ・コンフェレンスなど、大学院教育および研究面で多大の成果を上げることができた。これらの5 年間の成果

の一部は、次の三つの英語の研究書の出版に結実している。Y. Murakami, N. Kawamura, and S. Chiba, eds., Toward a

Peaceable Future (Pullman: WSU Foley Institute, 2005). Y. Murakami, N. Kawamura, and S. Chiba, eds., Building the

New Pathways to Peace (Seattle: The University of Washington Press, 2008). Wilhelm Vosse and Andrew Appleton,

eds., Foreign Publics, Foreign Policies (New York: Palgrave, 2008). 
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(4) COE プログラム関連研究教育の支援措置
COE プログラムにかかわる研究者・若手研究者・院生の全面的支援措置として、具体的には以下の施策がとられた。本学

総務部総務グループによる事務支援、総務部研究支援室内におけるCOE 事務室（事務室長以下、5 名の事務体制）の創設、

COE 客員教授共同研究室およびRF/RA COE 共同研究室の設置、特別予算措置、研究室スペースおよび国際会議スペースの

充当、設備・器具面での充当など。大学院カリキュラムに関する新しい動きとしては、既述したように、大学院前期課程にお

ける「平和研究専修修了証書」（サーティフィケート）の設置（2005 年）を挙げることができ、さらには将来構想として大学院

前期課程および後期課程における「広域平和研究・国際関係専修」の設置（2010 年）にむけて動き出している。

IV. COE プログラム研究教育活動の成果

過去五年間にわたるCOE プログラムの遂行は、研究教育面、若手人材の育成面、一般市民への還元の面において多大な果

実を生み出している。

(1) 研究教育面での成果
A. 数多くの著作と論文の刊行

まず研究教育面であるが、本学社会科学研究所発行の『社会科学ジャーナル』に各年 3 月刊行の「COE 特別号」を刊行し、

2005 年 3 月から2008 年 3 月まで過去 4 年間にわたり、事業推進担当者および研究協力者、若手研究者および院生による論

文を多数刊行してきた。毎号 20 本前後の論文が刊行された計算になり、それぞれの専門分野から「平和・安全・共生」の主

題にアプローチした論文数は総計 80 本以上に及んだ。これは年長の研究者による「広域平和研究」の分野の発展のための貴重

な貢献であっただけでなく、若手研究者および院生たちにとっても自らの学問的研鑽の基礎を固める不可欠の媒体となったと思

われる。また、既述したように、本 COE プログラムの最終段階にあたる2006 年後半から2008 年にむけて、英語と日本語で

総計 25 冊程の著書が刊行される。これらの研究書には本プログラムに積極的にかかわってきた幾人かの若手研究者および院生

も論文を寄稿し、また翻訳を通じて貢献してくれている。

B.「広域平和研究」の世界拠点形成

既述したWSU との共同研究やロータリー平和プログラムの世界の7 つの拠点大学やドイツのミュンスター大学との連携の他

にも、この5 年間、3 つのプロジェクトおよび10 を超えるグループがそれぞれに東アジア、東南アジア、ヨーロッパ、北アメリ

カ、南太平洋の国々の大学や研究教育機関との多様かつ多彩な共同研究および大学院教育上の交流を継続してきた。本学が東

アジアおよび世界における「広域平和研究」ネットワークの重要な一翼を担うという本 COE プログラムの当初の目的はかなり

の程度、実現されてきている。以下はその幾つかの具体的事例である。EU 研究グループ（植田隆子ほか）は、ブラッセル自由

大学欧州研究所、ベルギー王立国際問題研究所、ルーヴァン・カトリック大学などとの共同研究を推進し、すでにその成果と

して2 冊の英文の研究書を刊行している。さらにアジア諸国における国際理解教育および共生教育の推進を目的としている教

育学グループ（藤田英典、千葉杲弘ほか）は、ソウル国立大学と定期的に「大学院生フォーラム」を開催してきただけでなく、

とくにユネスコのネットワーク（とくに韓国ソウルに本部がある「国際理解教育アジア太平洋センター」APCEIU）を駆使して、

韓国、フィリピン、ミャンマー、ネパール、アフガニスタン、中国などの大学や研究機関と定期的な共同の研究教育事業を展開

した。また本学ジェンダー研究センターはCOE プログラムとして「アジアにおける人間の安全保障とジェンダー」という主題の

下に毎年国際ワークショップを開催し、アジアにおけるジェンダー研究の拠点である韓国の梨花女子大学を始め、台湾、中国、

ベトナム、タイ、マレーシア、インド、インドネシア、フィリピン、バングラデシュ、香港などのジェンダー拠点大学との連携を

深めてきた。その成果は田中かず子編『アジアから視るジェンダー』（風行社、2008 年）として刊行されている。これらはほん

の幾つかの事例にすぎないが、東アジアおよび世界における「広域平和研究」の拠点形成の努力は順調に積み上げられてきたと

いえる。

(2) 若手人材の育成
A. リサーチ・フェロー（RF）制度、リサーチ・アシスタント（RA）制度、他のアルバイト助手制度
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2004 年 1 月から、COE 関連の若手研究者および若手専門実務家の育成のためにCOE ・ RF およびRA 制度を創設した。

採用されたRF およびRA は総計 14 名にのぼるが、COE 共同研究室にて「広域平和研究」の分野でそれぞれ研鑽を積む一方、

「グランドセオリー研究会」を立ち上げ、相互に裨益するところは大きかった。さらにこれらのRF およびRA は、事業推進担当

者たちを補助しながら、数多くの国際会議やシンポジウムなどを主催してきただけでなく、自ら報告やプレゼンテーションを行

った。また海外の共同研究を推進している米国のWSU からは、ヒラリー・エルメンドーフとクリストファー・ C ・スパークス

を、COE Guest RFs として2007 年 1 月から半年間招聘した。これらのRF やアルバイト助手のなかには岡部みどりやヒラリ

ー・エルメンドーフやクロード・ジーゲンターラーのようにそれぞれ上智大学とアメリカのパシフィック・ユニオン大学と法政大

学で専任教員として採用された若手研究者を始め、現在、非常勤講師や日本学術振興会特別研究員に採用された若手研究者

など、多数にのぼっている。またRA の萩原優騎や佐柳信男のように、博士論文を完成した若手研究者もいる。さらに他のCOE

アルバイト助手には、村上裕公のように、本学大学院で博士号を取得した後に、JICA から派遣されたスタッフとしてアフリカ

連合本部との共同プロジェクト（平和構築）に参加している若手専門実務家もいる。RF およびRA の幾人かは、森分大輔のよ

うに単行本の研究書（『ハンナ・アレント研究──〈始まり〉と社会契約』風行社、2007 年）を出版したり、『現代思想』のよ

うな月刊研究誌や大学紀要などに啓発的な論文を数多く刊行している。このようにCOE RF およびRA 制度は、若手研究者お

よび若手専門実務家の育成に少なからず貢献してきたといえるのではないかと考える。

B. 若手研究者研究奨励プログラムの実施

若手研究者および若手専門実務家の人材育成の第二の試みとして、2004 年度以降、4 年間にわたって比較的大規模な研究

奨励プログラムを実施してきた。各年、20 件から30 件の採択（公募による審査を経た選定）が行われ、大学院博士後期課程

およびOD の研究奨励に役立っている。彼らの幾人かは、毎年 3 月に刊行されている『社会科学ジャーナル』COE 特別号に論

文を寄稿し、また研究奨励プログラム報告会において報告をなしたりしてきた。この研究奨励プログラムに参加した大学院博士

後期課程の院生のうち、10 名程はすでに博士号を取得しており、大学の専任教員および非常勤教員他として活躍している。

C. 各プロジェクトの研究教育活動への積極的参加と学習

この5 年間の各プロジェクトの日常的な推進事業（研究会、セミナー、ワークショップ、講演会、シンポジウムなど）には、

院生を含む若手研究者の多くが常に参加し、報告やプレゼンテーションなどを行ってきた。またICU-WSU グループで日米両国

の院生たちは、「北東アジアにおける安全保障」の主題の下にヴィデオ・コンフェレンスにおいて報告したり、学会に参加しペー

パーを読み、積極的に参加した。教育学グループでは韓国のソウル国立大学の院生との間で毎年定期的な「大学院生フォーラ

ム」を行ってきており、また臨床心理学グループ（小谷英文ほか）はニューヨークのアデルファイ大学での共同研究会（2004

年）、台湾での環太平洋学会実験ワークショップ（2005 年）、ハワイでの国際ワークショップ（2007 年）などに、多くの院生

たちが参加し報告およびプレゼンテーションを行った。さらに平和構築グループ（高橋一生、毛利勝彦ほか）でも、国連大学、

国際開発センター、国際開発高等教育機構（FASID）との連携において「平和構築論国際ワークショップ」や「ケース・メソ

ッド・セミナー」に院生を初めとする若手研究者たちが参加し、研究と実務の両面で研鑽を積んだ。この関連で例えば毛利は、

「アクティヴ・ラーニング」という観点から、本学の院生たちおよび国内外の若手研究者・実務家たちを巻き込んで、国際開

発・紛争解決・平和構築などの実践的習得の課題と取り組んできた。さらにコミュニケーション・グループ（ワシレウスキーほ

か）は「ICU-COE 北東アジア・ダイアローグ」というプロジェクトを3 年にわたり展開したが、各年、中国（とくに旧満州地

域）、韓国、ロシア（とくにシベリア地域）の院生たちとの国際ワークショップに、本学の院生や留学生が多数参加し、報告や

プレゼンテーションを行った。これは「戦争の記憶、その克服、和解」を、"The Boundary Spanning Dialogue Approach"

というコミュニケーションの方法論を用いて達成しようとする意欲的なプロジェクトである。

(3) COE の成果の一般市民への還元
本学のCOE プログラムの「広域平和研究」の成果の一端を一般市民に還元していく試みとしては、2005 年秋季および2006

年春季にわたる「三鷹市民ネットワーク大学」における公開講座シリーズへの参加を挙げることができる。15 名程の事業推進

担当者および研究協力者が、自らの主題について一連の講義を行い、一般市民の方々との討議や意見交換を行った。さらにナ

チス・ドイツに抵抗したドイツの若者たちの市民的勇気を記念する「白バラ展示」を「ドイツ年」にあわせて本学の「湯浅八郎

記念館」で2006 年 5 月に行ったが、本学の学生以外にも、数多くの市民が訪れた。その他、COE プログラム関連の講演会や
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シンポジウムはつねに市民に開放されており、ヨハン・ガルトゥング、リチャード・フォーク、アンドレ・サピール、アリソン・

ベイルズ、マリオ・テロ、池明観、加藤周一、坂本義和、武者小路公秀、奥平康弘、上野千鶴子、ジュディス・バトラー、ジ

ョン・キーン、ジョン・ダン、姜尚中、岡本厚『世界』編集長、秋葉忠利広島市長、福島瑞穂社民党党首など、世界をリード

する著名な有識者や政治家の講演には数多くの市民が参加してくださった。

V. 新しい学術的知見：平和のグランドセオリー構築と具体的な政策提言

(1) 平和のグランドセオリー構築
本 COE プログラムは、中間評価において平和のグランドセオリーの構築を急ぐようにとの要請を受けた。その関連では学内

において定期的に「グランドセオリー・セミナー」を開催し、平和のグランドセオリーに関する知見を共有すると共に、グラン

ドセオリーのさらなる展開について議論を重ねた。これらの成果は、次のような書物に示されている。

1. Y. Murakami, N. Kawamura, and S. Chiba, eds., Toward a Peaceable Future: Redefining Peace, Security, and

Kyosei from a Multidisciplinary Perspective (Pullman, WA: The Thomas S. Foley Institute, Washington State

University, March 2005). 

2. 国際基督教大学社会科学研究所・上智大学社会正義研究所編『平和・安全・共生──新たなグランドセオリーを求め

て』有信堂、2005 年 3 月）。

3. 村上陽一郎『文明の死／文化の再生』（双書・時代のカルテ、岩波書店、2006 年 12 月）。

4. 植田隆子・町野溯編『平和のグランドセオリー序説』 (ICU 21 世紀 COE シリーズ第 1 巻、風行社、2007 年 6 月)。

5. 村上陽一郎編『近代化と寛容』(ICU 21 世紀 COE シリーズ第 2 巻、風行社、2007 年 9 月)。

6. 村上陽一郎編（仮題）『平和・安全・共生──グランドセオリー構築にむけて』（岩波書店、2008 年 6 月刊行予定）。

7. Yoichiro Murakami and Thomas Schoenbaum, eds., A Grand Design for Peace and Reconciliation: Achieving

Kyosei in East Asia (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Company, 2008).  *forthcoming

8. Y. Murakami, N. Kawamura, and S. Chiba, eds., Building New Pathways to Peace (Seattle: The University of

Washington Press, 2008). *forthcoming

ここで上記の書物でなされた詳細の議論や考察に踏み込む紙面上の余裕はないが、平和のグランドセオリーについてその一端

について、また幾つかの学術的知見について箇条書きに要約しておきたい。

A. メタ理論としての機能的寛容論（揺動的平衡論）

これは村上陽一郎が科学理論やその他の考察から導出している平和のメタ理論ないし基礎理論である。村上によれば、人間

の構造（個人の生および社会現象）においてはノモスとカオスが常に葛藤しせめぎ合っているが、カオスはノモスによって完全

に制御されたりカヴァーされたりすることは決してない。言い換えれば、カオスはノモスから常にはみ出す「余剰」の部分を抱え

ている。村上は、そのカオスの余剰部分に「機能的寛容」という言葉を当てている。それがなぜ「機能的寛容」であるのかとい

えば、このカオスの余剰部分こそ、「人間が特定の共同体のノモスに完全に束縛されることなく、他の可能性の存在に理解を示

し、あるいは自らのノモス以外のものへ自らを改革し、あるいは、そうした新たなノモスの創造・創出を試みることを、保証し

ているからである」（村上）。こうして村上は、人間の構造におけるカオスの余剰部分の尊重を骨子とした「機能的寛容」（揺動

的平衡論）が保証されていることが、人間の内面においても、共同体や社会のあり方においても、創造性を備えた平和を創造し

維持していく要諦であると考えている。われわれは、このような「揺動的平衡論」ないし「機能的寛容論」の有意性を、各分野

──理論物理学、臨床心理学、教育学、経済学、経営学、政治学、国際関係論を含む──において確認しつつある。この意味

で村上の「機能的寛容論」は、平和のグランドセオリーのメタ理論として、比喩を用いれば、オーケストラの演奏においてしば

しば鳴り響くBasso Ostinato（通奏低音、執拗低音）と理解されよう。これは現代世界における複雑化した平和、つまり、暴

力と紛争のなかに潜在的に埋め込まれている平和──「辛うじての平和」──を発見しキープしていくためのメタ理論であり、

われわれが常に心に留めつつ還帰すべき原点でもある。

B. 「大きな物語」としてのグランドセオリーへの懐疑

われわれは現代において学問的にも実践的にも可能かつ有意性をもつ平和のグランドセオリーは、どのような要件を満たすべ
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きなのかという問題に関して、意見を交わしてきた。とりわけ、人間本性と社会の本質を知悉しているかの知的装いをもつ教条

主義的なグランドセオリーに対して、警戒すべきことについて合意した。グランドセオリーは、往々にして単一因果論的な包括

的説明の理論としての装いをもつが、それはしばしば知の権力性やイデオロギー性について無自覚であることが多い。われわれ

が求めるグランドセオリーは、知や理論の傲岸性（ヒュブリス）から解放されたものでなければならないであろう。その限りで、

いわゆる「大きな物語」──とりわけ、民族至上主義の神話、啓蒙の物語、大文字の合理主義や主知主義の物語、歴史的進歩

の物語、労働者解放の物語など──には懐疑の視点をもっていなければならない。必要とされるのは、知ないし理論の保持する

批判性、創造性、豊穣性を深く自覚しつつも、同時に知ないし理論の不完全性や可謬性を十分に認識することであろう。

C. 危機の哲学（危機としての現代への批判的および建設的応答）としての規範理論の模索

今日、地球上に住む多くの人々や社会が、「平和・安全・共生」の不在に苦悩し喘いでいる現実がある。この危機的現実は、

21 世紀初頭というこの歴史的時点の世界にあって議論の余地のないものといえよう。従来の核戦争や地域戦争および内戦や内

乱の脅威、自然環境破壊とエコロジー危機、第三世界の貧困と飢餓問題に加えて、この十年間では地球大に拡散するテロリズ

ムと国家テロリズムの脅威、地球温暖化による生息地（ハビタート）喪失の脅威に曝されている島々や集団や住民、水不足と

食糧不足に悩む巨大な人口問題が浮上してきている。こうした危機の現実のなかで強く求められているのは、「平和・安全・共

生」の不在を分析する一連の理論的説明および理解の方式であり、さらにこの危機的現実に対処しつつ、それを克服していく

解決法の模索である。換言すれば、強く求められているのは、このような時代の「平和・安全・共生」への深刻なニーズと根強

い渇望に答えていく一連の理論的構成であるといえよう。その意味でグランドセオリーの望ましさは決して消滅していないだけ

でなく、そのニーズは増し加えられているともいえよう。ここでは前述の多層構造をなしている世界の危機の現実に応答する一

連の理論的構成をグランドセオリーと呼んでおきたい。

このように「平和・安全・共生」のグランドセオリーは、その理論的射程が、多次元における平和、すなわち、人間の内面の

次元、自然との関係の次元、社会および文化の次元、政治と行政の次元、宇宙論的次元における平和を網羅するという意味で、

その広範な拡がり（広域平和研究）においてグランドであるといえるかもしれない。同時にまた、「平和・安全・共生」のグラ

ンドセオリーは、現状の「批判的」ヴィジョン（理論）であるとともに、将来の世界における平和のありうべき姿を具現化しよ

うとする「想像的また建築学的」ヴィジョン（理論）でもあるという意味で、そのヴィジョンにおいてグランドであるという言い

方ができるであろう。

D. その他の留意事項（当為）

「平和・安全・共生」のグランドセオリーに関して、数多くの国際会議や研究会を通じて、さまざまな理解や知見が提出され

てきた。以下はそのなかの幾つかの留意事項（当為）である。

１　「平和」を目的概念として理解し、「安全」を有意性概念として理解し、また「共生」を変革を志向する実践概念とし

て理解する必要がある。

２　経験科学的な知識およびローカルかつ偶発的な知識を重視する現場の知の作業を重視し、そこからボトムアップの形で構

築していくグランドセオリーである必要がある。

３　多様な当事者たち──具体的な集団や組織、地域、政府、広域リージョン、世界──に具体的な政策提言をなしえるグ

ランドセオリーを模索する必要がある。

４　グランドセオリーではあるが、机上の空論に終わらせることなく、常によりよき世界を作り上げていく実践的かつ変革的

なものと理解していく必要がある。例えば、グランドセオリーは、現代世界の苛酷な現実──アフガニスタンやイラクの悲惨な

状況、極端な貧困に喘ぐアフリカやアジアの一部の地域、エイズの猛威に苦悩する地域、民族紛争に明け暮れる地域など──に

内在的に参与し、そうした苛酷な現実を実際に変革し改善していくものでなければならない。

５　勝者のグランドセオリーであってはならず、つねに脆弱な立場にある人々、犠牲者、被抑圧者の視点に立つグランドセオ

リーでなければない。

６　「消極的平和」（紛争や戦争の不在）から出発しつつ、「積極的平和」（社会正義、協働、共生など）の具現化を目指す

平和の理論を探究する必要がある。

７　「平和」の概念はつねに「正義」と結びつかねばならないことを自戒し認識する必要がある。

８　「安全」の概念は今日、「国家安全保障」を超えて「人間の安全保障」の面を組み入れていく必要を自覚し認識する必
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要がある。

９　「共生」の概念は単なる妥協や協力という意味合いだけでなく、個人の「自立」と「創造的緊張」を含意するものとし

て自覚し認識する必要がある。

10 「共生」の概念は、平和と安全の「手段」にとどまらず、それ自体、「目的そのもの」として理解する必要がある。

11 日本語の「共生」の概念により動態的かつ主体的な意味合いを付加するものとして、「相互承認の喜び」という含意をも

つ “conviviality”は重要である。

12 平和のグランドセオリー構築のための将来の課題としては、「地図作製」（cartography/mapping）の類比を用いるとす

れば、これまで専ら取り組んできた「概念上の地図作製」（conceptual mapping）の他に、「歴史的地図作製」（historical

mapping）、「哲学的地図作製」（philosophical mapping）、「制度的地図作製」（institutional mapping）が要請される。

(2) 具体的な政策提言
各プロジェクト、各グループがそれぞれの専門分野において具体的な政策提言をしている。詳細に関しては各プロジェクトな

いし各グループの報告を参照していただきたい。ここでは幾つかの事例のみを取り上げて紹介しておきたい。臨床心理学グルー

プ（小谷英文ほか）は集団精神療法のアジアにおける展開を模索してきたが、アジアの心のあり方を究明していく過程で、アジ

ア発の「心の安全空間理論」を日本政府と世界の政策担当者に発信していく作業にとりかかっている。その第一歩として2008

年 10 月に島根県の松江市にて日本と世界各地から800 人規模の専門家の参加者を得て、国際シンポジウムを開催する予定で

ある。共生企業ないし共生社会を模索している環境会計グループ（宮崎修行ほか）は、共生原理を基礎とした注目すべき「JE

PIX」（日本版環境政策優先度指標）を発案して企業社会に働きかけてきたが、現在、数多くの企業が「JEPIX」を採用し、比

較検証が可能な段階にまで到達している。また、共生社会の森林ガヴァナンスを研究している行政学・公共政策グループ（西

尾隆ほか）は、日本のウッドマイルが世界で最悪であることに鑑み、その解決策としてフィリピンなどの事例を参考にしながら

「地産地消」型林業および「地域立脚型森林管理」（CBFM）を提起している。

国際協力研究グループ（功刀達朗ほか）は、地球規模の問題群の解決策として政府、国連、民間企業、市民社会組織（CS

O）のパートナーシップの形成を課題として挙げ、最も効果的なシナジーを発動させるための政策構想と規範的価値項目を提示

している。欧州研究グループ（植田隆子ほか）は欧州モデルの東アジアへの適用可能性の問題を考究してきたが、実際の舵取り

を行っている欧州の実務家たちとの度重なる協議を通じて、連合体への主権の委譲を骨子とする欧州連合よりも、国家間の安

全保障協力を模索する欧州安全保障協力機構（OSCE）の方が、東アジアの現実にはより適合的であると提言している。日本

近海の島々をめぐる紛争解決を手がけてきたグループ（トマス・ショーエンバウムほか）は、中国との尖閣諸島、韓国との竹島、

ロシアとの北方四島の紛争解決について仔細に分析に解決策を模索してきたが、幾つかの貴重な政策提言を行っている。解決

法およびロードマップを割愛して結論のみを要約すれば、次のようになる。中国と日本とは尖閣諸島近辺の海底の石油とガスの

共同開発に合意する必要があり、中国は日本の尖閣諸島に対する領有権を承認し、日本はその地域の大陸棚への中国の部分的

権利を承認すべきである。日本は韓国の竹島領有を承認する代わりに、韓国はその近辺の海域への日本の権利を承認する必要

がある。ロシアと日本は、新たに平和条約ないし平和協定によって北方四島への共同主権を承認する。その場合、紛争解決の

鍵概念として「共生」が用いられている。（ショーエンバウムによる自由主義的な国際主義の立場に立つ平和主義志向の国際関

係論の基本的枠組みについては、以下を参照。Thomas J. Schoenbaum, International Relations: The Path Not Taken

[Cambridge; Cambridge University Press], 2006.）20 世紀の諸種の戦争によって引き裂かれた東アジアにおける戦争の記

憶・その克服・和解の実現という課題とコミュニケーション論によって取り組んでいるグループ（ワシレウスキーほか）は、「MIID

共同体」の構築を提言している。これはMulticentered, Interlinked, Inclusive, Discursive Communities（多中心的・相互

連関的・包括的・言説的共同体）の意味であるが、日本、韓国、北朝鮮、中国、ロシアの若者や少数民族が「地球規模のア

ゴラ（広場）」に集まり、継続的な「対話」をなし、故国や民族の過去の戦争や紛争、傷や痛みや苦難に関して率直に「物語」

を語り合うことで「和解」を成就し、将来の共生の歩みを確実なものとすべきであるとの提言である。

国際理解教育の推進および平和の文化の創成における「国境を越えた対話」と「共生」アプローチの意義を強調したのは、ワ

シレウスキーにとどまらず、千葉杲弘である。千葉杲弘は、東アジアの文脈においても、「対話」ならびに「コンヴィヴィアリテ

ィー」と結びついた「共生」が、各社会の教育のインフラを拡充し豊かなものとするために不可欠であること、さらに諸国間の

友好と国際理解を深めるために有益であることを、幾多の実践とワークショップを通じて明らかにしている。同様に言語と社会

紛争の問題を一貫して究明しようと試みたジェイムズ・トレフソンらのグループは、少数言語集団の言語権や文化権の尊重と擁
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護を骨子とする言語政策における「多元主義的民主主義」こそ、言語集団間の紛争と対立を克服し、諸集団間の「共生」を実

現し得る政策上の唯一の可能性であることを、理論的および実証的に論じている。（Amy B. M. Tsui and James W. Tollefson,

eds., Language Policy, Culture and Identity in Asian Contexts [Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates], 2007.）

さらに多様な意味合いを保持する「共生」の概念を基本的視座において、「ソーシャル・キャピタル」（ソフトな社会資本）とし

ての「信頼」、「規範」、「正義」、「ネットワーク」に着目したのは、藤田英典らの「共生と教育」グループである。こうした通常、

不可視でソフトな社会資本の充実こそ、各社会においても、社会間においても「安全・安心・平和・共生」の基盤となり得る

ことが示されている。ここでは「共生社会」の実現の提唱は、「信頼の絆によって結ばれたネットワークおよびコミュニティ」に

依拠している。

東アジアの文脈における帝国日本の「植民地法制史」研究と取り組んだ笹川紀勝グループは、過去の具体的な幾多の裁判過

程と判決と判例を究明していく中で植民地支配の暴力性を明らかにした。同じコロニアリズムの暴力性の問題は、アジア諸国の

今日のフェミニズムの見地から見た場合にはどうなるのか。田中かず子らのジェンダー研究グループが、アジアの女性の身体が

植民地支配の側の男性によって商品としてモノ化され、同時に女性もその方向づけを肯定する消費行動へと駆り立てられる傾

向に、コロニアリズムの侵略的構図そのものおよび過程そのものを確認していることは興味深い。東アジアにおける和解と平和

構築との関連でいえば、森本あんりは「和解の神学」の形成との脈略で、日本政府の戦争責任の履行における「謝罪」と「赦

し」の問題を理解する際に、J ・デリダやE ・モランなどの日本的「赦し」への容赦なき批判に応答する形で、「阿闍世コンプ

レックス」の概念を用いて、その東アジアの諸国民の認識のズレとすれ違いの問題に光をあてている。これは、「謝罪」、「赦し」、

「和解」といった一連の主題に関する比較宗教学的視点からの啓発的な考察であり、さまざまな宗教的伝統における「赦し」の

概念の微妙な差異に関する興味深い分析となっている。千葉眞は、森本とは少し異なった観点から戦争責任問題における東ア

ジア諸国の政府間の認識のズレとすれ違いの問題の要因を、基本的には戦後直後の東アジアの冷戦構造と戦後日本の政府の一

貫した戦争責任の履行における不十全性に認め、日本側の政治的アカウンタビリティーの欠如を批判的に問題視している。千

葉は、仏教と儒教という精神的伝統を共有する東アジア諸国において、はたして「和」と「共生」と「矯正的正義」の概念が、

この広域リージョンにおける和解と平和構築のためにどのような役割を果たし得るのかを考察している。さらに千葉は、日本国

憲法の徹底的平和主義の原理が東アジアにおける非戦型安全保障体制構築のための法制上の一つの基盤となり得るという前提

に立脚し、国内の憲法「改正」の動きに疑義を提出し、憲法平和主義の持続的意義と政策上の重要性を主張している。「正義」

の問題に関して最上敏樹、木部尚志らの平和研究所グループは、「国家的正義」の観点からではなく、むしろ一貫して「市民的

正義」の観点から紛争や対立の克服を模索し、包括と排除の機制の改変を追求してきた。この方法論的前提は、とりわけ今日

的状況では東アジアの文脈でも妥当し有効であろう。
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1．グランドセオリー

欧州地域、とくに欧州連合（EU）領域は、地球上で、｢平和・安

全・共生｣の達成度の極めて高い地域であるといえよう。EUは域

内で戦争を廃絶し、司法内務協力によって域内の安全をはかってい

る。民主主義を共通の価値基盤とするため、少数者の保護の徹底が

はかられ、文化・言語の面でも「多様性の中の統一unity in diversi-

ty」が図られている。域内で平和を達成したのみならず、その共通

外交安全保障政策や対外援助政策などによって、世界に安定を供給

することが目指されている。

欧州地域は多くの地域協力機構が並存しているところに特色があ

るが、欧州安全保障協力機構（OSCE、旧名称欧州安全保障協力会

議CSCE）は、冷戦期から政府間で加盟国間の安全保障協力を進め

てきた。近年は、OSCEが基礎とする諸原則を域外の隣接諸国でパ

ートナー関係が構築されている国々（日本を含む）が自主的に適用

することが勧奨されている。

本グループは、「平和・安全・共生」のグランドセオリー構築に

向けて、欧州地域から部分セオリーを抽出し、その欧州モデルのア

ジア地域への適用可能性を検討することを課題としてきた。

2．成果の総括

グループ内で事業推進担当者の植田隆子が欧州の実態および欧州

モデルの抽出を、リサーチ・アシスタントの福田保がアジアの地域

協力の実態解明を中心的に担当し、その成果をつきあわせる作業を

行なった。その成果として明らかになった諸点については、以下5

の政策提言に記載している。

植田は、成果として、「平和と共生の『欧州モデル』試論」を国

際基督教大学社会科学研究所・上智大学社会正義研究所共催国際シ

ンポジウム（以下、ICU－上智国際シンポジウムと略記）の成果本

である『平和・安全・共生』（有信堂刊、2005年）、植田編著『EU

スタディーズ1 対外関係』（勁草書房刊、2007年）、“Japan, EU

and OSCE”（R.Seidelmann and A.Vasilache, eds., European

Union and Asia：A Dialogue on Regionalism and Interregional

Cooperation, Nomos Publishing House刊, Baden-Baden, 近刊、印

刷中）などを刊行した。

福田保の研究成果については以下3に記載しているが、アジアの

国々の地域協力は、主権や経済発展といった近代化・国家建設に関

する価値が基盤となり、地域協力に対する期待や要求が欧州地域と

は大きく異なっていることが指摘されている。

本グループの研究成果については、北欧アジア研究所（NIAS:

Nordic Institute of Asian Studies）が組織した二つの会議（2007年

8月、デンマークで開催、① Inaugural Meeting of the Advisory

Board of the Thematic Network on Peace and Conflict Studies; ②

Inaugural Conference: Lessons of Peace Processes: Conference of

the ASEM（Asia-Europe Meeting）Education Hub Thematic

Network on Peace and Conflict Studies）で報告するように主催者

から要請があり、そこで意見交換も実施した。この会議では、イン

ドネシア・アチェ州の武装組織とインドネシア政府との和平を仲介

し、コソボの将来の地位に関する報告書もまとめた、アハティサー

リ・フィンランド元大統領が重要な役割を担っていた。

3．若手育成

ここでは、本グループの研究に直接参画した、COEリサーチ・

フェローおよびリサーチ・アシスタントについて言及する。

（１）岡部みどりは、初代リサーチ・フェローとして、EUの司法内

務協力（広い意味での域内の安全および移民問題）について研究し、

成果を国際基督教大学社会科学研究所紀要『社会科学ジャーナル』

や木畑洋一編『ヨーロッパ統合と国際関係』（日本経済評論社刊、

2005年）他に寄稿した。岡部は国連大学Academic Programme

Associate、ケンブリッジ大学客員研究員を経て、2007年に上智大学

法学部准教授に就任した。

（２）一政祐行は、2004年度のCOEリサーチ・アシスタントとし

て、EUの大量破壊兵器不拡散政策を課題とし、成果を『社会科学ジ

ャーナル』に発表したほか、博士学位論文「包括的核実験禁止条約

（CTBT）現地査察制度」によって2007年に大阪大学大学院より学

位を取得した。2005年4月より、日本国際問題研究所軍縮不拡散セ

ンターに勤務し、現在は同研究員である。

（３）齊藤淳は、COEリサーチ・アシスタントとして欧州の安全

保障およびEUとの関連で、オーストリアの中立政策を課題とし、

『社会科学ジャーナル』および所属大学院である東京大学の年報

『地域文化研究』に成果を発表した。2006年9月からウィーン大学

大学院に留学し、博士学位論文を作成している。

（４）福田保はCOEリサーチ・アシスタントを勤めており、アジ

アの地域協力を研究し、アジアへの適用可能性をめぐり、貢献した。

2007年にはオーストラリア国立大学に博士学位論文 “A Liberal

Turn on Illiberal Regionalism: The Influence of State Development

in the Asia-Pacific” を提出し、審査中であるほか、『社会科学ジャ

ーナル』にも3本の成果を寄稿した。

4．海外との連携

（１）ブラッセル自由大学欧州研究所

ブラッセル自由大学欧州研究所と本学は、包括交流協定を締結し

ている。本グループの研究課題遂行上の一つの柱は、同研究所や欧

州統合研究のシンクタンクのネットワークであるTEPSA（Trans-

European Policy Studies Association）、ベルギー王立国際問題研究

所（EGMONT）、The GARNET Network of Excellence, Warwick

（Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of

the EU）、ルーヴァン・カトリック大学（KUL）などと共催して、

安定した国際システムのモデルとしての欧州研究

安定の動態的条件とアジアへの適用可能性
コーディネーター：植田隆子

PROJECT 1 平和・人権・ガヴァナンス

12



毎年 1回、ブラッセルで開催してきた日＝EU会議活動である。

2007年11月に開催した会議は登録者が約300名に及び、初日の基

調講演のセッションには、外交の実務家、研究者、大学院生、大学

生など約200名が参加した。

一連の会議の成果として、植田隆子とエリック・ルマックル編

Japan and Enlarged Europe: Partners in Global Governance

（P.I.E.-Peter Lang､Brussels刊、2005年、植田も1章分を執筆）を

刊行し、さらに、同社から続編を1冊、ベルギー王立国際問題研究所

から2007年の会議成果本を1冊刊行のため、目下、印刷中である。

ブラッセル自由大学欧州研究所のマリオ・テロ学長は、COE成

果発表企画である2006年 ICU－上智シンポジウムで報告し、その

成果本『平和のグランドセオリー序説』（ICU21世紀COEシリーズ

第1巻、風行社刊、2007年）に「EUの経験からの理論的な貢献―

欧州、多国間主義、平和構築」を寄稿された。エリック・ルマック

ル教授は2007年6月に訪日し、植田編『EUスタディーズ1 EUの

対外関係』出版記念会議で本グループの研究課題に密接に関係のあ

る「EUと人間の安全保障」について講演され、同講演は『社会科

学ジャーナル』に収録予定である。2005年1月に国際基督教大学

でEU INSTITUTE IN JAPAN TOKYO CONSORTIUMと共催した国

際会議にはEU経済の大家、アンドレ・サピール教授を招き報告を

お願いした。（会議報告書The New Frontier of the European Union

は2005年2月に国際基督教大学から発刊）

（２）その他の主要な機関

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）、欧州安全保障協力機

構研究センター（CORE、所在地ハンブルグ）、ジュネーブ安全保

障政策センター（GCSP）、フィンランド国際問題研究所、オース

トリア国際問題研究所、スウェーデン国際問題研究所、欧州政策セ

ンター（EPC、所在地ブラッセル）、カレル大学欧州研究学部（所

在地プラハ）、北欧アジア研究所、ドイツ・グローバル・地域研究所

（GIGA）、オーストラリア国立大学などと協議・交流を行なった。

SIPRIからは本研究課題関連問題の権威、アリソン・ベイルズ所

長を2004年の ICU－上智国際シンポジウムに基調講演者として招

聘し、「21世紀における権力・安全・市民社会」を『平和・安全・

共生』（有信堂刊、2005年）に収録した。GCSPからはパル・デュ

ナイ教授（欧州安全保障）、ルーバン・カトリック大学からはファ

ン・デ・プール教授（欧州統合）、EPCからはフレーザー・カメロ

ン上級研究員（欧州連合の安全保障）、オーストリア国際問題研究

所からはポール・ルイフ上級研究員（欧州連合の司法内務協力）、

カレル大学からはイヴォ・シュロサルチーク教授（EUの東方拡大

など）を、GIGAからはディルク・ナーべス上級研究員（アジア、

欧州の地域協力）を招き、意見交換を行い、国際基督教大学で学生

向け講演も実施した。

5．政策提言

（１）実務家との交流

現実に履行可能な政策提言を作成する上では、実務家との意見交

換は不可欠である。外国での調査時以外に、国内で外務省主管課な

どとの意見交換を実施したほか、外務省EU代表部の大使を務めら

れた木村崇之国際基督教大学客員教授には日常的に本グループの研

究活動にご貢献いただき、上記4－（1）の国際会議にもご参加いた

だいた。

実務家との交流としては、フレドリック・シラー欧州安全保障協

力機構紛争防止センター副所長（2003年 ICU－上智国際シンポジ

ウムで報告、両研究所編『人間の安全保障』サンパウロ刊、2004

年に報告を収録）、欧州連合欧州委員会対外政策総局紛争防止担当

官（2004年同上シンポジウムで報告、論文を『平和・安全・共生』

前出に収録）、ジョン・スタウファー欧州安全保障協力機構ボスニ

ア=ヘルツェゴヴィナ・ミッション人権部長（2005年同上シンポ

ジウムで報告、両研究所編『国際正義の促進』サンパウロ刊、

2007年に報告を収録）、ファブリッツィオ・スカルパ欧州安全保障

協力機構対外協力官（国際基督教大学での講演、研究会での意見交

換）に来日いただき、それぞれ、ご貢献いただいた。

（２）政策提言

このような交流の結果、以下が明らかとなった。

（A）欧州の経験の中で、共通の民主主義的価値を基盤とし、主

権を統合体に委譲する欧州連合よりも、体制の異なる国々を包摂し、

国家間で安全保障協力を組織する欧州安全保障協力機構（とくに、

その前身の冷戦期の欧州安全保障協力会議）が、全般的にアジアで

は参考になること、（B）ただし、欧州統合過程における歴史的和

解問題のハンドリングについては、日本において様々な誤解がある

が、それを正すと同時になおも参考になる諸点があること①出発点

の西ドイツとフランスの和解は、共通の民主主義的価値や同程度の

経済発展をもとに可能となり、北東アジアの現状に当てはまらない

こと、②欧州においては西ドイツ主導の第二次大戦の和解プロセス

は完結していないが、歴史問題を持ち出すことには批判があること。

たとえば、2007年前半に、新改革条約（リスボン条約として同年

12月に署名）交渉時にポーランドが｢ナチス・ドイツに殺害された

多数のポーランド人｣に言及し、政策決定における権限拡大を主張

したときに、将来の欧州統合を阻害する歴史問題を持ち出したとし

て、ドイツに侵略されたフランスやベネルクス諸国の不興を買った。

ドイツ=チェコ間の歴史問題も残存しているが、欧州連合という装

置自体が歴史的対立の克服に役立っており、地域協力の深化は過去

の対立の克服に有効であること。（C）欧州安全保障協力機構の広

範な活動の中で、アジアにおいて参考になる具体的措置については、

欧州とアジアの安全保障環境の実態の更なる比較研究と精査が必要

であり、今後、進めるべき研究課題であること。
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Summary of Major Findings

The purpose of this project is to research the state of the mar-

itime and territorial disputes between Japan and its closest neigh-

bors ─ China, Korea, and the Russian Federation and, bringing to

bear the “grand theory” of peace being developed by the COE lead-

ers, Professors Murakami and Chiba, putting forth new suggestions

for resolving these disputes.  In order to carry out this work, it was

necessary to consult with many people, including academics and

members of the government of Japan.  Research included historical

materials as well as legal materials.

The disputes in question involve longstanding differences over

the international status of relatively small islands in East Asia.  In

each case the islands themselves also involve the valuable sur-

rounding seas.  The disputes are as follows:

（１）The disputes with China involve legal title to the Senkaku

Islands and the maritime delimitation of the East China Sea.

An unrelated dispute with China involves the status of the

Japanese island of Okinotorishima in the Pacific Ocean.

（２）The disputes with South Korea involve legal tit le to

Takeshima and the maritime delimitation of the Japan Sea.

（３）The dispute with Russia involves legal title to four islands

north of Hokkaido known in Japan as the Northern

Territories.

My final conclusions will be published in book form in June

2008 by Edward Elgar Publishing Company.  The Table of

Contents of this book is as follows:

1．Executive Summary

2．The Political Context of the East China Sea Gas Dispute

3．The Legal Aspects of Japan’s Territorial and Maritime

Disputes with Neighboring States

4．Options for Dispute Settlement

5．Finding Solutions to the Disputes between China and Japan

6．Finding a Solution to the Takeshima/Dok Island Dispute

7．Solving the “Northern Territories” Problem and Concluding a

Peace Treaty between Russia and Japan

8．Security and Cooperation in East Asia

This book provides a comprehensive analysis of each of the

disputes in question.  In addition, the book will propose specific

methods to resolve each dispute as well as the outlines of a final

solution to each of the disputes.  Concrete solutions to each dispute

are as follows:

Summary of Policy Recommendations:

1．Negotiations between China and Japan culminating in an

agreement to jointly develop the oil and gas resources of the

East China Sea and to protect the marine environment.  Each

side should compromise as follows: China should recognize

Japan’s claim to the Senkaku islands; and Japan should rec-

ognize China’s right to a great share of the Continental Shelf

in this area.

2．Japan should recognize South Korea’s claim to Takeshima;

but South Korea should recognize Japan’s rights to the Japan

Sea.

3．Russia and Japan should agree to recognize each others’

joint sovereignty over the islands of the northern territories

and agree on a Treaty of Peace.

While the point of this book of essays is to grapple with some

of the concrete disputes in Northeast Asia and to propose methods

and substantive solutions for their resolution, ending disputes alone

is not enough to create real conditions for peace in this troubled

region of the world.  Ending these and other disputes will not estab-

lish a real peace.  We cannot ever, in fact, end all disputes once

and for all.  In our small world and in the crowded region of north-

east Asia, we can expect that there will always be international

points of controversy, just as in the domestic sphere in every coun-

try ─ indeed in every neighborhood ─ there are always ongoing

problems and differences of opinion.

Similarly, peace cannot be defined simply as an absence of

war or even an absence of interstate violence.  Rather peace is a

positive state of what is termed in Japanese as kyosei, sometimes

defined in English as “conviviality”, but positive harmony and con-

tinuing interaction between various individuals, communities and

groups.  The leaders of the ICU-COE Project, Murakami and Chiba,

identify four basic requirements of peace through kyosei:（１）

Plurality ─ the recognition of the existence of human variety and

the preciousness of distinct human cultures and identities.（２）

Toleration ─ the affirmation and respect for this variety and respect

for their existence and values:（３）Fairness ─ due recognition of

this plurality in terms of the necessity for just treatment of all peo-

ples; and（４）Conviviality ─ in the sense of shared commitment

and engagement for the betterment of conditions for other peoples.

This idea of kyosei may be termed a “grand theory” of the condi-

Peace in East Asia: Finding Solutions to Japan’s Maritime and
Territorial Disputes with China, the Koreas, and the Russian Federation

Ensuring Peaceful Relations
Coordinator：Thomas J. Schoenbaum
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tions for peace in the sense that positive values and engagement

are emphasized rather than simply a negative state of the absence

of war, conflict and violence.

In particular, this grand theory of positive peace does not rule

out conflicts and differences of opinion.  As we have seen, there will

always be conflicts and differences as long as there are human

beings on this earth.  To establish peace does not mean the elimi-

nation of conflict.  In fact, recognition of plurality in the world and in

northeast Asia in particular means that conflicts will not be ignored;

rather differences will be dealt with openly and fairly.  The question

is ─ how can this best be done?

In order to establish positive peace in northeast Asia, ongoing

institutions of cooperation and dispute settlement are necessary.

This area of the world, unlike Europe, another scene of great con-

flict and devastation in the twentieth century, has not created multi-

lateral institutions that are necessary to establish a positive peace.

For example, beginning in the early 1950s, six European states

including the former bitter enemies Germany and France, began to

set up multilateral institutions of cooperation, such as the European

Coal and Steel Community, EURATOM, and the European

Economic Community.  These three institutions in the economic

sphere paved the way for greater political cooperation, and in 1992

the Europeans established the European Union, a political and

monetary union that now has a membership of 27 European states,

many of which were at war with each other.  These and additional

pan-European institutions have contributed greatly to the present

friendly and peaceful relations between European countries that

fought numerous wars against each other in the recent past.

In contrast to the European situation, no multilateral institutions

exist specifically for northeast Asia.  Although some larger group-

ings have been established, such as APEC, the Asian-Pacific

Cooperation Forum with its 21 member states, no institution exists

in which the nations of northeast Asia can discuss and deal with

specifically northeast Asia concerns.  This is true despite the bur-

geoning trade and investment between Japan, China and South

Korea, and the growing interest on the part of the Russian

Federation in its Asian territories.

Accordingly, two new multilateral groupings should be created

in order to remedy this deficiency:（１）the Northeast Asia Forum

for Security and Development; and（２）the East Asian Economic

Community.

Relation with Grand Theory of Peace

In developing solutions to the territorial and maritime problems

mentioned above, I used the concept of kyosei, one of the central

concepts of the Grand Theory, as a guiding principle.  Accordingly,

I attempted to show how international problems can and must be

solved creatively without resort to violence.  I have accordingly

developed “win-win” solutions to each problem, so that neither side

can be considered to have suffered defeat and loss of face.  On the

contrary, both sides to the conflicts can claim aspects of victory.

My project also demonstrates that international law and multi-

lateral institutions ─ in these cases the law of the sea ─ can and

should be used to create “kyosei.” In each case my proposed solu-

tions are not “one off” matters whereby each side can say it will

take its share without further interaction with the other party.

Rather, the solutions consciously create in each case the necessity

of future cooperation.  The final proposal in fact is that the nations

of East Asia should create a multilateral institution to foster on a

permanent basis security and cooperation in East Asia.

The Training of Graduate Students

From 2003 to present I have incorporated into my Graduate-

level classes at ICU study units on dispute resolution and kyosei in

East Asia in relation to the three island disputes.  Not only

Japanese but also students from China, Korea and Southeast Asia

and North America have benefited from these studies.
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本グループでは、ジェイムズ・トレフソン教授とともに、国内外

の数多くの研究協力者の助力を得て、以下に掲げる3つの研究課題

を探究してきた。過去4年半にわたり、かなりの数にのぼる研究会、

講演会、シンポジウム等を開催し、そこから重要な知見や洞察を得

た。すべてを網羅的に記述することは不可能であるが、そのうちの

いくつかについて記してみたい。

研究課題1．

平和憲法を考える研究会

本研究課題においては、研究会、講演会、シンポジウム等を通じ

て、日本の戦後平和主義の歴史的意味、将来の日本と世界への日本

国憲法の意義と役割、21世紀における平和主義の理論と制度構想

を探究することを目的としてきた。数多くの憲法講演会、セミナー、

シンポジウム等を通じて、多数の新旧世代を代表する憲法学者、政

治学者、社会思想家たちをお招きして、憲法改定問題、日本国憲法

の現在と将来の意義について議論を重ねてきた。その共同研究の成

果は、千葉眞・小林正弥編『平和憲法と公共哲学』（晃洋書房、

2007年9月）として刊行された。さらに筆者としては新書版『立

憲主義と平和憲法』（2008年5月刊行予定）および数本の論文を通

じて、平和憲法の今日的意味を政治理論的に問う機会となった。ま

たこれらの一連の研究会は市民の団体「地球平和公共ネットワーク」

と連携して行ったこともあり、一般市民はじめ院生および若手の研

究者や実務家たちの積極的な参加を得て、共同に討議する貴重な機

会となった。

得られた知見と洞察

周知のごとく、今日、日本国憲法の改定問題が政府与党の重要課

題の一つと認識されているが、第二次世界大戦という壮絶な戦争体

験から生み出されたこの憲法平和主義は、21世紀の人類社会の将

来に対して希望の光をともすことのできる貴重な思想と制度構想を

宿していることが確認された。この関連で得られた知見のいくつか

を、箇条書きにしてみたい。

（１）戦争直後の制定当時の政治状況において、戦争と平和に関す

る一種のソフトパワー・リアリズムとしての一面を持ち得たこ

と。

（２）このリアリズムは支配権力への徹底した懐疑主義に依拠して

いたこと。

（３）憲法前文の「平和的生存権」は、まずもって自分の国の支配

権力と軍隊への透徹した懐疑主義に基礎づけられていたこと。

（４）平和憲法の前提とするソフトパワー・リアリズムと懐疑主義

は、当然、軍事力リアリズムとは別様な位相にあるが、20世

紀の日本は、軍事力リアリズムの無益性と虚偽性とを骨の髄ま

で知り尽くしたほとんど唯一の国であると言うこともできるこ

と。

（５）憲法平和主義は世界平和や国際協調といった普遍的理念に開

かれたナショナリズム（国民的自恃の気概）の要素を保持して

いること。

（６）平和主義と民主主義の緊密な結合という日本国憲法の公共哲

学は、軍事主権の自主的制限と平和的生存権の擁護を通じて、

従来の軍事的国家安全保障に取って替わる非軍事型の共通安全

保障および人間の安全保障への道を準備していること。

（７）21世紀の日本は、平和外交を通じて東アジアと世界に対して

平和主義のリアリズムを積極的に実践し伝えていく貴重な任務

を帯びていること。

研究課題2．

世界の平和思想と平和運動の比較研究（「平和・
安全・共生」のグランドセオリーの探究）

この関連では「9・11以降の平和運動と平和主義」というテー

マのもとで数多くの公開講演会、国際会議、研究セミナーを開催し

てきた。海外からはヨハン・ガルトゥング、リチャード・フォーク、

ジョン・キーン、Ｔ・Ｖ・リード、ノエル・スタージョンなどの著

名な研究者諸氏、国内からは坂本義和、武者小路公秀、鈴木則夫、

山岡龍一などの優れた研究者諸氏を招いて、公開講演会や報告会な

どを催した。これらの共同研究の成果は、例えば以下のような書物

として刊行されている。植田隆子・町野朔編『平和のグランドセオ

リー序説』（風行社、2007年6月）、千葉眞編『平和運動と平和主

義の現在』（風行社、2008年2月）、村上陽一郎編（仮題）『平和・

安全・共生──平和のグランドセオリーを求めて』（岩波書店、

2008年 6月刊行予定）、 Yoichiro Murakami and Thomas

Schoenbaum, eds., A Grand Design for Peace and Reconciliation:

Achieving Kyosei in East Asia（Northampton: Edward Elgar, June

2008）. Shin Chiba and Thomas Schoenbaum, eds., Peace

Movements and Pacifism after September 11（Northampton:

Edward Elgar, June 2008）. この平和運動と平和主義の共同研究の

プロジェクトに関しても、上記の「地球平和公共ネットワーク」と

連携して行ったこともあり、常時、院生、若手の研究者と実務家た

ちが、一般市民と共に積極的に参加した。

得られた知見と洞察

1．平和主義や平和運動には歴史的に多様なものがあり、宗教的

背景や歴史的背景の差異等で異なった思想形態、運動形態が見られ

ることを確認できた。第二次世界大戦後のガルトゥングらが創始し

た平和研究からは、具体的な紛争解決および平和構築を目指す「プ

ラグマティックな平和主義」──「平和的手段による平和」──と

いう新しい型の平和主義と平和実践が生まれてきた。さらに、

1999年のシアトル事件、2001年の9・11事件、2003年のイラク

戦争以降、世界平和を求める地球市民やNGOsを基盤とした「地球

平和運動と平和主義──思想と政策

平和憲法と平和主義の理論の可能性を問う
コーディネーター：千葉　眞　副コーディネーター：ジェイムズ・Ｗ．トレフソン
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規模の正義と平和運動」が大きく展開し、インターネット世代を中

心に「もう一つの平和的なスーパーパワー」としての影響力を行使

し始めていることも確認できた。これは「ネットワーク型平和主義」

と呼ぶことができる。また過去と現在の世界および日本国憲法に関

連していえば、従来の「反戦主義」、「非戦主義」、「無抵抗主義」、

「非暴力主義」、「非武装主義」、「厭戦主義」、「戦争廃絶主義」など

も、平和主義ないし平和運動の諸類型として考えることができよう。

2．「平和・安全・共生」のグランドセオリーの探究に関しては、

安全を「有意性概念」、共生を「実践概念」、平和を「目的概念」と

して理解することを一つの知見として得た。現代の社会と世界を特

徴づけている「安全のなさ」および「安心のなさ」が共生や平和の

ニーズへの理論的および実践的探究を促すという意味で、安全は

「有意性概念」としての特徴を強めている。共生は、一面、現状を

「積極的平和」に変革していく潜在性を帯びた概念として「実践概

念」としての役割と性質を帯びている。さらに平和は、「消極的平

和」の意味合いにおいても「積極的平和」の意味合いにおいても、

それ自体が課題であり目的であるという面を強く帯びた概念である

ことが確認された。さらにグランドセオリーが有意性をもつための

留意点としては、次のような視点と論点を念頭に置くべきことが確

認された。

（１）単一因果的な包括的説明様式としてのグランドセオリーへの

懐疑の視点

（２）いわゆる「大きな物語」への懐疑の視点

（３）知の権力性およびイデオロギー性についての深い認識

（４）知ないし理論の批判性、創造性、豊穣性の自覚、同時に知な

いし理論の不完全性、可謬性の自覚

（５）危機の哲学（危機としての現代への批判的および建設的応答）

としての規範理論

（６）ヴィジョン（記述的ヴィジョンおよび想像的かつ建築学的ヴ

ィジョン）という二重の性質を帯びた理論

（７）「叙事詩的理論」（主に思想を媒介にして、偉大で記憶にのこ

る行為を成しとげようとする希望によって、インスピレーショ

ンを賦与されている理論のタイプ──Ｓ・Ｓ・ウォリン）とし

ての性質を帯びた理論

（千葉　眞）

研究課題3．

言語と紛争　Language and Conflict

本研究課題は、トレフソンが担当し、「言語と紛争」という主題

に即して現代世界の平和問題に光をあててきた。

The main focus of our COE work has been language and con-

flict, specifically language policies that create, sustain, or reduce

social and political conflict among different ethnolinguistic groups.

In recent years, under the pressure of globalization, conflict

between different ethnolinguistic groups has increased.  As nation

states become less able to respond to local demands and less rele-

vant to the lives of their citizens, ethnolinguistic groups often try to

protect themselves by demanding autonomy and other forms of

ethnolinguistic nationalism.  Ethnolinguistic nationalism offers an

appealing alternative to globalization; it is a form of protection

against the consumer world of capitalism and mass culture.  The

list of multiethnic states with ethnolinguistic nationalist movements

includes Romania, Bulgaria, Spain, the United Kingdom, Slovakia,

Turkey, Iran, Iraq, Nigeria, Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia,

Pakistan, India, Indonesia, the Philippines, Mexico, and Guatemala.

The response of many governments has been to impose some

form of centralism, such as educational policies favoring the domi-

nant language（Australia and the United Kingdom）; official lan-

guage laws（the United States）; immigration restrictions（in

France, Germany, and Italy）; martial law（in Kosovo in the 1980s

and 1990s）; and military repression（of the Kurdish population in

Turkey）.  Yet, by responding with measures that restrict minority

languages, many states are pushing minorities further toward eth-

nolinguistic nationalism.

Pluralism offers a peaceful alternative to repression and an

effective counterforce to centralism and neo-fascism.  Language

policies in education are critical, because they can ensure that

minority communities gain the language abilities necessary for eco-

nomic opportunity and also they retain community languages,

which are essential to identity and belonging.  Failure to achieve

both of these goals can increase the chance of social and political

conflict based on language.

It is especially important to remember that political conflict

involving language and ethnicity is often created by powerful

groups trying to gain or retain political power.  Conflict over lan-

guage is neither “natural” nor inevitable.  It is perhaps a paradox

that in the face of globalization, centralist policies are increasingly

untenable, yet clearly the appeal of ethnic and linguistic identity

cannot be suppressed.  Pluralism requires a conception of citizen-

ship that acknowledges the important social function of ethnolin-

guistic identity but does not lead to the creation of classes of citi-

zens with unequal rights and privileges.  The challenge ahead for

policy makers is to develop progressive policies that ensure ethno-

linguistic rights within a realistic and workable democratic pluralism.

Please see also the following book: James W. Tollefson and Amy

B. Tsui, eds., Language Policy, Culture, and Identity in Asian

Contexts（Mahwah, N. J. and London: Lawrence Elbaum

Associates, Publishers, 2007）.

（James W. Tollefson）
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平和構築論とアクション・リサーチ

「平和と開発のアクティブ・ラーニング」の
拠点形成を目指して
コーディネーター：毛利勝彦
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1．グランドセオリーに基づいた教育プログラム
の整備

本事業は、2005年10月11日付け「21世紀COEプログラム」中

間評価結果で指摘された「これ（グランドセオリー）に基づいた教

育プログラムを整備し、若手研究者の育成を図ると同時に、紛争予

防、紛争解決、平和構築の現場で貢献できる若手実務者の育成を図

ることが強く望まれる」というコメントに対応した事業である。

2001年の対米同時多発テロ発生の背景に貧困問題が存在すること

は間違いなく、紛争予防、紛争解決、平和構築と国際開発の分野と

を統合的に視野に入れた教育プログラムの整備が重要となってい

る。

国際開発高等教育機構（FASID）では、国際開発分野の教育や研

修におけるケース・メソッド教授法の普及を目指して、1992年よ

り毎年ケース・メソッド・セミナーを実施している。1994年から

は、日本の国際協力の経験に基づいたケース教材を蓄積するため、

ケース・ライティング・ワークショップも実施している。事業推進

担当者は、1993年にFASIDケース・メソッド・セミナーに参加し、

1994年から同セミナーの研修講師を担当してきた。

2006年度および2007年度のFASIDケース・メソッド・セミナー

は、本COEプログラムとの共催で実施した。ケース・メソッド教

授法だけでなく、アクティブ・ラーニングの手法として政策ディベ

ートについての研修も実施した。

2．プロジェクト成果の総括

冷戦後世界のキーワードは、「民主化」と「持続可能な開発」だ

った。この二つのキーワードを重ねたのが「参加型開発」であり、

それが1990年代の国際開発コミュニティーをリードする戦略とな

った。それは国際開発学分野の教育研究においては、アクティブ・

ラーニングやアクション・リサーチとなって広がっていった。

アクティブ・ラーニングにはディベートやコーチングなど様々な

方法があるが、ケース・メソッド教授法は欧米のビジネススクール

やロースクールで普及したインタラクティブな学習法である。研究

者が分析した事例研究とは異なり、ケース教材には現実社会で生じ

た問題がストーリーとして再構成されている。これを事前に学習者

が予習し、教室では教員がファシリテーターとなって学習者が問題

発見や分析をしながら問題解決策を探る方法である。

従来の受信型「講義」における教員の役割は、知見を学習者に

「教授」することであった。これ対して、教員は「コーチ」の役割

に徹し、学習者による自発的な研究報告をする「演習」は発信型と

位置づけることができるだろう。アイデアを共有し、知識や知恵を

協調的に学習してゆくディベートやケース・メソッドのような方法

は、受信型「講義」と発信型「演習」を超えた、学習者と教員と教

材とが双方向にインタラクションを構成する交信型コンストラクテ

ィビズムの教育的実践である。そこでの教員の役割は、役者を演じ

る学習者の「振付師」的なファシリテーターの役割を負うと理解さ

れている。そこでは「演劇的な知」による知恵の構築が試みられ

る。

講義や演習と比較した場合、ケース・メソッド教授法は、どれほ

ど効率的で効果的だろうか。単位時間あたりにカバーできるコンテ

ンツの範囲は、講義の方が広いだろう。コンテンツを選ばない汎用

性の高いロールプレイやシミュレーションは、プロセス重視に効果

的であろう。ケース・メソッド教授法は、コンテンツとプロセスの

両方の獲得を同時に目指す。単位時間あたりに教授できる知識量は

講義よりも限られてしまうが、学習者が認識と行為とを内化したう

えでの持続性は講義よりも高いと期待されている。

3．グランドセオリーとの関連

開発や平和構築は結果や状態を示す目的論的な概念であると同時

に持続的なプロセスを示す実践論的概念である。だからこそ内容と

ともにプロセスを重視するアクティブ・ラーニングが重要となる。

また、その到達点やプロセスは唯一の正しい答えしかないという前

提ではなく、時間的、空間的、学際的に複数あることがケース・メ

ソッド教授法の実践を通じて認識されてきた。また、国際開発や平

和構築の現場で問題解決にあたる主体は、常に複雑なジレンマやト

リレンマを抱えており、それらから解放するためのアーツの養成が

ケース・メソッド教授法を通じてなされうる。そのアーツの淵源に

は村上陽一郎教授が「揺動的平衡」や「機能的寛容」と呼ぶものが

あり、それらを基礎として平和や開発のプロセスを協調的に構築し

てゆく学びが実現しうる。

ここでは、本事業での成果を含むFASIDケース・ライブラリー

に蓄積された日本発の開発や平和構築分野のケース教材をレビュー

することによって、どのような「揺動的平衡」が存在するのかを整

理してみたい。FASIDケース・ライブラリーでは、1995年から

2007年にかけて94件のケース教材が蓄積された。英語によるケー

ス教材が67件、日本語によるケース教材が27件である。ケース教

材の内容を対象地域で分類すると、アジア地域（日本を含む）が

64件（68％）と最も多く、次いでアフリカ地域が15件（16％）、

ラテンアメリカ地域（カリブ海諸国を含む）7件（7％）、その他

（特定地域ではないものを含む）8件（9％）となっている。

第1の特徴は、開発概念の揺らぎと収斂、開発概念と平和概念と

の統合が見られる。かつて日本では「経済協力」という言葉が使わ

れていたように、長らく日本の政府開発援助の中心は経済基盤への

円借款だった。そこでは日本やアジアの経済成長がモデルとされ政

府の役割が重視されていたが、1980年代以降の構造調整政策の文

脈のなかでは財政政策、金融政策、外国為替政策といったマクロ経

済政策における政府の限定的役割と市場の役割の重視を前提とした

持続的な経済成長モデルとの緊張関係が見られた。持続的経済成長

に焦点を当てたケース教材の開発がFAISDケース・ライブラリー
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では13件（14％）見られた。例えば、韓国における重化学工業化

戦略、ラテンアメリカにおける公共部門の民営化に伴う政府開発援

助の難しさ、ツー・ステップ・ローン供与の課題、アジア通貨危機

への対応などに関するケース教材がある。

これに対して、最も多く蓄積されたケース教材は、持続的な社会

開発・人間開発をテーマとするものであり、36件（38％）存在す

る。具体的には、保健分野と教育分野である。保健分野では、

HIV/AIDSやポリオなどの感染症をテーマとするケース教材が多く

開発され、FASID「HIV/AIDS対策プログラムの計画立案・運営コ

ース」などで活用された。また、琉球大学ではケース・メソッド・

セミナーの参加者がJICA沖縄センターと連携して、島嶼地域保健

行政に関わる一連のケース教材を開発した。教育分野においても文

部科学省やユネスコで勤務した教育開発スペシャリストがいくつか

のケース教材を開発した。これらは、東京工業大学などでのケー

ス・メソッド教授法による授業開発に結実している。

もう一つの分野として着実にケース教材を蓄積しているのが環境

分野である。92年のリオ・サミット以降、持続可能な開発の3本

柱として経済的側面、社会的側面、環境的側面が認識されてきた。

酸性雨や気候変動などの大気環境、森林などの陸環境、そして国際

河川や海洋などの水環境に関わるケース教材が9件（10％）ある。

東京大学、法政大学、東京海洋大学などにおいて環境と開発の分野

で教育研究に携わる教員の貢献によるところが大きい。

2003年に閣議決定された新ODA大綱において重点課題として平

和構築が掲げられた。FASIDケース・ライブラリーにおいては、

これに先行して2001年度から開発援助の枠組みにおける平和構築

に関するテーマのケース教材が登場し、東ティモールやアフリカに

関する平和構築分野のケース教材が 9件（10％）に達している。

国連難民高等弁務官（UNHCR）事務所などの国際機関や赤十字国

際委員会（ICRC）などの非政府組織の活動に関わったケース・ラ

イターによるケース教材開発がなされた。

これら以外の27件（29％）には、複数の課題がオーバーラップ

する地域開発プロジェクトなどのケース教材が含まれる。

第2の特徴は、公共空間と私的空間の揺らぎとガバナンス概念へ

の統合が見られる。伝統的な公共空間の認識として国家・政府があ

り、政府開発援助も政府対政府ベースが前提となっている。これに

対して、市場社会・企業や市民社会・NGOによる民間資金の途上

国への流れとしてプライベート・フローがある。しかし90年代以

降の潮流の中では、この二分法が揺らいでいる。途上国経済と移行

経済とは異なるものだが、双方において政府部門の規制緩和や民営

化による可能性と課題を扱った教材が見られる。例えば、上下水道

の民営化を部分的に実施したラテンアメリカの途上国への水質汚染

改善プロジェクトを調査するミッションを扱った教材では、公共部

門と民間部門のスコーピングが課題となっている。完全民営化を目

指さずに公共部門のオーナーシップを維持したまま市場的手法を採

用するニュー・パブリック・マネジメント（NPM）や、政府と企

業、政府とNGOなど官民パートナーシップ（PPP）などの手法に

ついてのトピックも重要になっている。

日本政府が開催してきたアフリカ開発会議では、「オーナーシッ

プとパートナーシップ」といった概念が提案され、国際開発コミュ

ニティーにおいて広く共有されるようになったが、援助供与国政府

と受け入れ国政府の関係は、国際機関や政府機関といった公務員の

役割、企業やNGOなどの民間セクターの役割に注目した課題など

の中で扱われ、公共セクターと民間セクターの新たなガバナンス関

係が模索されている。

第3の特徴は、人間開発と社会開発、人間の安全保障と国際安全

保障といった概念に見られるような個人レベルと集団レベルの間の

緊張のなかでの新たな自律性の獲得が重要であることが認識されて

いる。例えば、感染症に関するケース教材では、個人レベルの衛生

と地域社会全体の環境的衛生のどちらに政策的力点を置くかのジレ

ンマに遭遇する。保健分野や教育分野における対策は、個人レベル

に焦点を当てた「人間開発」と社会全体に焦点を当てた「社会開発」

の双方が充実しないと、持続性が高まらない。

4．若手育成

この事業は、国際開発や平和構築分野におけるケース・メソッド

教授法を中心とするアクティブ・ラーニングの手法を若手の教育研

究者や研修担当者に普及することを目的としたものである。大学に

おけるポストドクターフェロー、専任講師、准教授などのほか、政

府系および民間の国際協力機関における若手の研修担当者が多くこ

の事業に参加した。

5．海外との連携

2006年度のケース・メソッド・ワークショップは、ケース・メ

ソッド教授法の世界的拠点であるウェスタン・オンタリオ大学の

Associate Professor Jim Erskineの協力を得て実施した。また、

2007年度については、アジアでケース・メソッド教授法を普及し

ている南洋工科大学のAssociate Professor Wee Beng Geokの協力

を得た。

6．政策提言

本事業で蓄積したケース教材は、本学の教学改革によって改組さ

れた大学院行政学研究科「修士（平和研究）」、「修士（国際関係学）」

プログラムや、教養学部の新設メジャー「平和研究」、「開発研究」、

「グローバル研究」などで活用したい。また、広く内外の関係教育

機関にケース・メソッド教授法とともに普及してゆきたい。

グローバル化による光と影が際立つ今日の世界にあって、アクテ

ィブ・ラーニングやアクション・リサーチの重要性はますます高ま

っている。そうした中で、ICUはグランド・セオリーに基づいた平

和と開発のアクティブ・ラーニングの拠点形成を目指すべきである。



Ⅰ．目的

本グループの主目的は、ICUの平和・安全・共生プロジェクトの

一環として、一般理論形成のための材料提供を行うことにあった。

国際関係において独立した政治単位間の武力紛争という意味におけ

る「戦争」が過去のものになりつつある状況で、以下の2つの課題

が喫緊のテーマとして認識されるようになった。

（１）脆弱国家の内部における武力衝突とその状況からの秩序回復。

これがすなわち平和構築ということであるが、国際関係の主要

テーマになりつつある。

（２）上記の現象は新しいだけに、考え方に多くの混乱が見られる。

当該研究プロジェクトの目的は、平和構築の現場に視点を置い

た上で、平和構築論の概念整理をすることである。

この概念整理作業を進めるにあたり、研究会を形成し、そこに

若手の人材を参加させ、このプロジェクトを通じて若手研究者

と実務家の育成に貢献することも、重要な目的として理解され

た。さらに、この作業をベースに大学院において平和構築論が

講じられるようになるように工夫することも、このプロジェク

トの目的であった。担当教授が2007年3月定年退職予定であ

ったため、これらの目的を3年半で達成する計画が立てられた。

Ⅱ．成果

3年半という比較的短期のプロジェクトで、研究、若手人材育成、

教育システムの3つの面で一定の成果をあげることができた。

1．研究

研究面では主任の高橋執筆の著書、論文、国際会議発表及び教育

等に当該プロジェクトの成果がいろいろなかたちで反映され、また

参加者たちの著書、論文にも反映されているが、直接プロジェクト

成果が明示されているものは以下の通りである。（業績については

「イベント・業績報告」を参照。）

2．人材育成

1）当プロジェクトの助手を務めた2名は次の通りであるが、本

プロジェクトを通じて多くの知見と経験を積んで、現在は貴

重な仕事を展開している。

ｉ）村上裕公（ICU大学院行政学研究科博士後期課程）

―2004年6月博士号取得

―現在、JICAより派遣されエチオピアにてアフリカ連合本

部とJICAとの連携作業に取り組み中

ｉｉ）金井亨太（ICU大学院行政学博士前期課程）

―2004年3月修士号取得

―2004年4月経済産業省入省

エネルギー庁事務官を経て本省経済協力部事務官

2）他の若手参加者は次の通り

塚本俊也（国際開発センター、スタッフ）―現在、国際NGO

理事長、青井千由紀（国連大学アカデミックオフィサー）─現

在青山学院大学准教授、田中浩一郎（国際開発センター、スタ

ッフ）─現在中東情報センター主任研究員、上杉勇司（ICU卒、

沖縄NGOスタッフ）─現在広島大学准教授

3．教育

1）ICU大学院

ｉ）「国際協力論」を「開発・紛争・平和構築」へと変更：

2005年4月より（各年15名程、履修）

ｉｉ）ロータリー平和センター用のコア・コースを、平和研究専

修へと変更：2006年4月より（各年10名弱）

2）国連大学大学院共同講座（ICUもその一校として参加）

ｉ）紛争と平和コースを立ち上げる：2005年10月より（各年

20名強履修）

3）政策研究大学院大学

ｉ）「紛争と開発」を担当・2005年1月より平和構築論を中心

とする（各年20名強履修）

Ⅲ．主要な理論的貢献

主要な理論的貢献は以下のテーマに関するものである。

――　平和構築の類型化論　

――　アイデンティティー紛争の平和構築仮説

――　平和構築等を通じての国連の構造変動の“発見”

1．平和構築の類型化論

個々の紛争は、多分にそれぞれ固有の背景、原因、アクターを有

し、従ってその結果の平和構築も多分にそれぞれ固有の色彩を有す

る。平和構築は、個々のケースで異なる、ということが一般的にい

われている。他方、ある意味で、であるからこそ、具体的には、治

安、選挙、行政組織、司法組織、経済復興という順序で扱う、とい

うきわめて単純なワン・パターンの実施状況がある。このような背

景のもと、当該プロジェクトは、その両極端の中間に、ある程度の

類型化が可能なのではなかろうか、という仮説を立て、具体的なケ

ースを、現地調査を含め、分析した。その結果、次の4類型がある

ことが明確になった。

1）インドネシアのマルクで1999年に起こった大規模な武力衝

突の結果を受けて行なわれている平和構築のように、当事者

たちをインドネシア社会に再統合することを目的とするパタ

ーンがある。イスラム系、クリスチャン系の衝突であったが、

マイノリティーのクリスチャン系が自治を求めているわけで

はない。かつ、紛争前は友好的に共存していた。このような

場合は、平和構築の方向は、両者をもう一度インドネシア社

会全体に統合してゆくことが有効なのであろう。

2）旧ユーゴのコソボやインドネシアのアチェのように、紛争地

域に一定の自治権を与える方向で平和構築が行なわれる場合

平和構築論の新展開

現地からの平和構築論の発信
コーディネーター：高橋一生　副コーディネーター：功刀達朗

PROJECT 1 平和・人権・ガヴァナンス
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もある。一つの民族なりエスニック・グループがドミナント

になる地域があり、それが、国全体からみると少数派であり、

その地域が自治権の拡大や独立を目指して紛争が起こる場合

である。平和構築として一つの有効なアプローチは、当該地

域にある程度の自治権を与えるというパターンである。

3）同様の状況で、自治権を拡大するだけではおさまらず、その

地域を独立させることによって解決を企てる場合がある。東

チモールのような例である。この場合、平和構築の内容は国

家建設そのものになる。

4）もう一つのパターンは国家の体制変更である。20世紀前半ま

では革命のテーマであったものが、民主主義と市場経済が世

界をおおうイデオロギー化した21世紀になり、外から体制変

革を行う場合が出てきた。アフガニスタンやイラクのような

ケースである。この場合の平和構築は民主主義と市場経済を

中核とした作業になる。

この4つの類型が特定された。その4つに共通のものもあるし、

一つの類型の中にも、相互に異なる点があることも当然である。し

かし、その4つの類型の、それぞれの特徴の分析を通じて平和構築

論が、今後掘り下げられる部分が大きいものと思われる。国連の平

和構築委員会の作業が、ようやく始まったところであるが、この類

型化論は国連大学におけるシンポジウムなどを通して、国連本部に

伝えられている。今後、当プロジェクト発信の類型化論が、平和構

築委員会（現在の委員長国は日本）を通じて、国際社会に貢献する

ことが期待される。

2．アイデンティティー紛争の平和構築仮説

具体的な利益（領土、資源など）あるいは権力（覇権闘争など）

をめぐる武力紛争についての和平、ということについては国際社会

はかなり習熟してきた。しかし、宗教やエスニシティー等の、その

構成者たちにとって個人の心の問題が中心となる紛争は、妥協とい

う国際社会の問題解釈の常套手段になじまないものである。これを

アイデンティティー紛争というが、1990年代以後の武力紛争の多

くのものは、このような性質を多分にもったものである。国際社会

がてこずらざるをえないわけである。アイデンティティー紛争解決

の重要な鍵を、このプロジェクトを通して得られた仮説が与えるこ

とになる可能性が高い。

それは、インドネシアのマレク紛争後の平和構築の分析から作ら

れた仮説である。この平和構築には政府、地方自治体、多くの

NGO、国際機関等がかかわっている。いくつかの場所で平和構築

作業が成功しつつある。それらに共通するのは、モスレムとクリス

チャンが協力して植林する、という要素である。この点を分析し、

次のような仮説が得られた。

すなわち、宗教心の最も根元的なものは自然の巨大な力に対する

畏敬であるが、マレク地方の最も力にあふれた自然環境は熱帯林で

あろう。おそらく、イスラム教やキリスト教が伝播する以前に、熱

帯林に対する畏敬に根ざした宗教があったのであろう。協力して植

林することによって、モスレムとクリスチャンは、この同根の“宗

教心”を、無意識のうちに共有することになったのではなかろうか。

それが、融和の方向へ彼らを向かわせているのではなかろうか。

この仮説が実証されると、アイデンティティー・コンフリクトと

いう、手をつけがたい紛争に対して、水、土地、森林等の自然環境

が平和構築の鍵になりうる、という極めて重要な政策上の含意が得

られることになる。

3．平和構築などを通じての国連の構造変動

冷戦終結後、国際社会における国連の重要性が増してきた。同時

に、国連のかかえる問題の多さ、また大きさも国際社会の無視でき

ないものになってきた。とくに、1945年に国連が設立された時代

背景と21世紀の地球社会の現実との乖離の大きさは、国連に多く

の問題をつきつけつつある。従って、国連自体の改革が、大きな課

題になってきた。しかし、国連改革の主要テーマとして安全保障理

事会の常任理事国の構成という問題がとりあげられてきたが、これ

は1945年の発想にすぎない。当然のことながら、国連改革がにっ

ちもさっちもいかない状況が続いている。

平和構築論研究を通じて、この問題に重要な問題提起をすること

になった。すなわち、アフガニスタン、東チモール等の現地調査を

通じ、それまで数字でのみわかっていた、国連の中心がフィールド

（現地）に移ってきたということを明確に認識したことである。平

和構築のほぼすべてがフィールドで行なわれ、従って、そのオペレ

ーションの予算や人材もすべてフィールドが中心である。この分野

の予算は国連の通常予算のおよそ3倍に達している。この点が認識

されると、国連の他の分野を見る目も異なってくる。国連のもう一

つの大きな分野は開発であるが、この分野の予算、人材もともに

90％以上がフィールドである。国連全体としてみると90％近くの

予算、人材がフィールド用である。そこで、国連の性格を次のよう

に提示した。

すなわち、国連研究の第一人者のイニス・クロードが、1990年

代の中頃に、第一国連を国連事務局、第二国連を政府間委員会と性

格づけしたことにならい、現在は第一国連はフィールドのグローバ

ルなシステム、第二国連は事務局本部、第三国連は政府間委員会に

なった、と提示した。62年前、国連ができた時は、ほぼ政府間委

員会（安保理など）のみであった。1970年代頃になると事務局が、

あたかも、国家における行政府のごとく、重要さが増すようになっ

た。2000年代になり、はっきりとしてきたのが、その行政府機能

的なモノの内容が、各加盟国（とくに開発途上国）内部におけるオ

ペレーションである、という点である。この点が平和構築研究を通

して明確に認識された。

三重構造の国連という指摘を国連大学のシンポジウム等を通じて

発信することによって、少しずつ、この点の認識が国際社会で変わ

りはじめてきた。この新たな現実に基づいて国連改革論議が展開さ

れることになれば、1945年風の国連改革論とかなり異なったものに

なってくるはずである。現実的な、かつ、21世紀を見通した上での、

国連改革論が浮上してくることに、多少なりとも貢献しつつある。
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研究プロジェクトの背景と目的

人々の安全への新しい脅威とグローバル化の挑戦に対抗し、平和

と持続的開発を地球規模で推進していくためには、従来国際関係の

主役とされていた国家・政府に加え、市民社会組織、企業、自治体、

マスメディア、研究機関等の新しいアクターの社会的責任とシナジ

ー、すなわち相乗効果を持つ協働的パートナーシップが益々重要と

なってきた。そして近年来、主要アクター間のパートナーシップ構

築への多くの努力が国連システムその他の国際機構を中心に進展し

てきたことが注目される。最近に至っては、国連が平和と持続的開

発推進のために主導的役割を果すことへの期待は、2000年のミレ

ニアム総会の宣言や、2002年の持続的開発サミットの政治宣言、

2005年のサミット総会の宣言に明記されている。

このような趨勢を背景に、国際協力研究会（ In ternat ional

Cooperation Research Association - ICRA）との共同研究として進

められてきたこのプロジェクトは、第1に多様化するアクターによ

る社会的責任の分担とアクター間のシナジーを、理論と実践の両面

から政策思考的に研究することである。そして第2に、社会的責任

とシナジーを推進するために今後国連システムが果すリーダーシッ

プにつきグローバル公共政策の選択肢を模索することである。

ラーニング・プロセスとしての方法論

ラーニング・プロセスの効果と成果を最大にすること目指し、次

のような方法でプロジェクトは進められた。

●　4回のシンポジウムと総計58回の月例研究会（ワークショッ

プ）への参加は、関心のある研究者、実務家にすべてオープンとし

た。このため、学者、研究者、政治家、政策担当者、企業のCSR

（社会的責任）担当者、国連職員、ジャーナリスト、市民社会組織

（CSO）活動家、一般市民が参加し、多様な観点と知見からお互い

に学び問題への理解を深めることが出来た。また、共通の関心事に

ついてのネットワークを広げ、学んだことを参加者各自と所属組織

の行動に反映する契機となった。2003年8月に約10名の ICUの教

員と大学院生と国際協力研究会（ICRA）のメンバー数十名で始め

たが、参加希望者は徐々に増え現在では約220名が研究プロジェク

ト案内のリストに名を連ねている。

●　2004年、2005年、2006年、2007年の3月に計4回開催された

シンポジウムには夫々150名、210名、110名、110名が参加し、

多様な報告者とパネリストが参加し、フロアからの発言者も多かっ

た。2004年、2006年のシンポジウムは英語で行われ、海外から18

名の報告者が参加した。

●　ICUの学生を対象に、2005年度の「国際NGO論」講座では10

名のNGO活動家と国連職員を招いたところ、これらの特別講義に

は80名の履修生の他に毎回約25名の学生が聴講した。

●　様々な視点、展望をなるべく広く発信するために、シンポジウ

ムの報告書は毎回時を移さず出版し、シンポジウム参加者全員の他

に「国連と市民社会」の諸問題に関する研究者、外務省の政策担当

官、市民社会のリーダー、企業人と主要大学図書館に配布した。

●　月例研究会の記録（報告要旨、Q/Aと全体討論のサマリー）と

計4回のシンポジウムの報告書は、このプロジェクトのホームペー

ジ（http://subsite.icu.ac.jp/coe/icra.html）に、ダウンロード可能な

形で掲載され、しばしば教材や各種研究グループの集会で参考資料

として使用されている。

研究成果の一部を書籍として出版

月例研究会、シンポジウム、「国際NGO論」講座で報告されたも

のを基に書かれた30の論文は下記2冊の本に編集され出版された。

●　『国際NGOが世界を変える』功刀達朗・毛利勝彦　編著（東

信堂2006年7月刊、240頁）

●　『国連と地球市民社会の新しい地平』功刀達朗・内田孟男　編

著（東信堂2006年12月刊、340頁）

更に『社会的責任の時代 ― 企業、市民社会、国連の相互作用』

と題する本は2008年3月末に東信堂から刊行予定である。

上記既刊の2冊の本は数多くの大学図書館に収められ、各大学の

関連講座でテキストとして或いは参考書として使用されている。

研究成果の総括

研究の第１の目的（社会的責任とパートナーシップの政策思考的

研究）については、次の主要点につき共通の認識が得られ、今後の

課題が明らかとされた。

●　地球的課題に対処する最も重要な手立ては諸アクター間のパー

トナーシップであるが、その構築は必ずしも容易でない。ことに、

シナジー効果が公共領域において広範に共有されるためには、パー

トナーの選択、社会的責任と行動規範の受容、情報開示と結果に対

するアカウンタビリティ（すなわち説明責任と結果責任）が必要で

ある。パートナーシップの第3者による評価も重要である。

●　国連と市民社会組織（CSO）とのパートナーシップは、後者

が頻繁に現地活動の下請けとなり主体性を失わないように留意すべ

国連システムのリーダーシップと地球市民社会

グローバル公共政策の新領域
コーディネーター：功刀達朗　副コーディネーター：高橋一生

PROJECT 1 平和・人権・ガヴァナンス
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きであり、後者は国連活動の政策立案にも参加する機会が与えられ

ることが重要である。CSOの専門的知見、組織的行動力、アドボ

カシイ強化は、国際社会のグローバル公共政策実施のためのシナジ

ー増進に大きく寄与する。

●　2000年に始まった国連と民間セクターとのパートナーシップ

の試み、すなわちグローバル・コンパクト（GC）には、現在約

4000の企業が参加している。その重要性に鑑み更なる発展が期待

される。国連内の政府間プロセスと公共政策ネットワークへの民間

企業の参加には、国連の掲げる平和と安全保障を含む普遍的価値の

共有、情報開示、社会的責任モニターリングなどの点につき改善が

必要であり、対話を通じた努力が求められる。大企業の本業でなく

マージナルな部門でGCに協力し、主として「ブルーウォッシュ」

効果を狙う結果とならないよう留意すべきであろう。紛争防止に関

する項目を現在の人権、労働、環境、腐敗防止に関する計10項目

に加えることは極めて重要であり、われわれの研究プロジェクトか

ら具体的提案を準備中である。

●　CSOと民間企業とのパートナーシップの試みも最近数多く見

られているが、前者が結果重視主義的に妥協したり、後者が限られ

た情報を対話プロセスに利用するおそれも指摘され、相互活性化や

分業から得られるシナジーをもたらすよう一層の努力が求められ

る。国連と民間組織GRI（グローバル・リポーティング・イニシャ

ティブ）、TPI（トランスペアレンシィ・インターナショナル）、

AccountAbilityなどによる仲介的役割も有効である。

●　メディアは国家、政府、国連や大企業の動きを的確かつバラン

スをもって報道し、これらのアクターを公共性に対し応答的なもの

とする役割を担っている。メディアの必要とする独立性、中立性と

表現の自由を阻害しない方向で、メディアの巨大な影響力に伴う社

会的責任に関する項目をGCに追加することも今後の課題である。

研究の第２の目的、すなわち国連と地球市民社会の共進化の鍵を

握るリーダーシップの発揚は、2007年を通じての主要研究課題で

あり、その成果の一部は2008年3月末に上梓予定の本に反映する

予定である。

●　地球的問題群に関心と利害をもつステークホールダーとしての

アクターが多様化し、平和・安全・共生にかかわる諸問題が複雑に

相互連関している状況において、現代社会で求められている新しい

リーダーシップの類型と、コンテクストに応じたリーダーシップの

ダイナミズムをまず考究し、ついで国連システムが世界における公

共性の形成に果す特別な機能を明らかにすることとなろう。その研

究過程で、政府間機構である国連と地球的規模で台頭する市民社会

が夫々果すリーダーシップは、相即的に国連と地球市民社会の共進

化を導くことも指摘され、また、人類共同体としての地球市民社会

は、企業組織を包含するものとして再定義する必要も論じられるだ

ろう。

●　階層的構造をトップダウンに管理・統制する国家と巨大な産業

組織が、社会において支配的役割を果していた時代には、傑出した

「特殊人物リーダーシップ論」が有用性を持っていた。しかし今日

では地球的課題のガヴァナンスに当事者意識を持って参画し、他の

アクターと共にシナジーを推進する「万人リーダーシップ論」への

発想転換が求められる。1995年のグローバル・ガヴァナンス委員

会が重視した「分散した民主的（dispersed and democratic）リー

ダーシップ」が必要であり、それは国家からと同様に社会から、権

威よりも連帯から、大きな力を引き出し、説得と総意によって機能

することとなるであろう。今後の世界においては、多数の利害保持

者（マルチ・ステークホルダー）の協働がグローバル・ガヴァナン

スの中核的プロセスとなる。

●　国連は、主として階層原理に基づく世界政治の中で、分権的利

害追求と領域限定的主権原理で動く国家によるコントロールの構造

から脱却し、CSO、企業その他の非国家アクターとのパートナー

シップ強化を通じて、今後のグローバル・ガヴァナンスの形成と運

営プロセスにおいて中枢的リーダーシップを果すように、自らを変

革することが期待される。このような中長期的展望とその道程に予

想される問題への対処に関するわれわれの研究は、海外における先

進的国連研究、特に国連システム学術評議会（Academic Council

on the UN System－ACUNS）と国連大学の学術ネットワークと連

携して進められてきた。中長期展望を主眼とする研究は、今日既に

必要かつ実行可能な国連改革を排除するものではない。殊に急務を

要する方途は国連の運営の民主化であり、自ら守備範囲を広げ権力

が集中しがちな寡頭政治的安保理との均衡をはかるために、総会と

経社理の潜在的権能の実現、第2国連総会（非国家アクターで構成）

の設立も憲章改正なしに可能である。これらの措置は、軍事大国の

力の過大評価と国連内の優位を退け、中小国の知的貢献と国連運営

への建設的参加をより積極的に評価し、人類の80％が住む途上国

と、黎明期を迎えた地球市民社会の期待に応えることとなるであろ

う。

グランドセオリーとの連関

「広域平和研究」の一部としてプロジェクトを立ち上げるに際し、

ICU教員数名と共同研究のパートナーとなった国際協力研究会

（ICRA）の企画運営委員会メンバーの間で、平和のグランドセオリ

ーとの関係につき討議を行った。この討議に参加した十数名の大部

分は、国連その他の国際機構で長年に亘り実践に携わった経験を持

ち、平和のグランドセオリーの意義そのもの、あるいはそれを有意

義なものとして構築する可能性につきかなり懐疑的であった。
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平和・安全・共生というグローバル公共財を供給し、いかにそれ

を管理・運営するかは、流動から動乱へと傾斜する現代世界の喫緊

なグローバル公共政策の課題である。それは第1義的にはmodus

operandiの問題であり、attitudinal dimensionにかかわるmodus

vivendiのレリヴァンスは限られているのではないか。例えば

UNEPの第4次地球環境報告（GEO 4）によれば、現在進行中の地

球環境の変化により、人類の生存そのものが危機に瀕している。し

かし現状を変える技術的、社会的な力はあるが、政治的、経済的リ

ーダーシップが不足しているため、その力を動員し臨界点に迫る温

暖化や資源の枯渇への圧力を食い止めることは困難である。このよ

うな差し迫った問題が求める協働的実践を、果してグランドセオリ

ーは導くことは出来るのだろうか。

このような現状認識から、現代社会の主要アクターによる社会的

責任の分担、シナジーの推進、新しいタイプのリーダーシップの3

点に焦点を当てたグローバル公共政策のアプローチが、平和のグラ

ンドセオリー構築に寄与するか否かにつき、このプロジェクト参加

者の間にコンセンサスはない。しかし、プロジェクトのコーディネ

ーターを務める筆者の論文「平和・安全・共生のガバナンスとリー

ダーシップ」『新たなグランドセオリーを求めて ― 平和・安全・

共生』（有信堂2005年3月）と、“Redressing Security Deficits in a

Fragmented World－UN Perspectives and Beyond,” Toward a

Peaceable Future（Wash. State Univ. March 2005）は、このプロ

ジェクト参加者、ことに研究会における多数の報告者の基本的考え

を反映している、あるいはそれに反するものではないことを付記し

たい。

海外との連携

1991年に設立以来、ICRA（国際協力研究会）は国連システムを

中心とする国際協力を研究し、各分野の政策間の総合性を求め、多

角的国際協力を強化・改善することを目指してきた。1987年に北

米を中心に設立されて以来、国連システムの問題の分析と解決に建

設的な影響力をとみに高めてきたACUNS（Academic Council on

the UN System 国連システム学術評議会）及び国連大学と、ICRA

はシンポジウム、セミナー、人事交流などを通じ共同研究を度々行

ってきた。この関連で、ICUのCOEと ICRAの共同研究プロジェク

トにはACUNSから幾度も報告者を招くことは容易であったし、ま

たこのプロジェクトからACUNSの年次研究大会には殆ど毎年報告

者として2、3名が参加してきた。一例を挙げるならば、2007年6

月には当プロジェクトからの幹事2名とACUNSの幹事2名で構成

するパネル・ディスカッションをニューヨーク市立大学ラルフ・バ

ンチ国連研究所で開催した。

また、当プロジェクトの主要メンバーのうち6名は国連大学の客

員教授を務めている関係で、国連大学の知的ネットワークと図書館

の利用、会議室の使用、人的交流は頻繁に行われてきた。

更に当プロジェクトのホームページを見た海外の人々から、プロ

ジェクトの研究内容、出版物等につき問い合わせも多く、また月例

研究会での報告者が海外で開かれる研究集会に招かれ研究発表を行

うことも毎年数回あった。

政策提言

プロジェクト参加者のうち市民社会組織の活動家は、プロジェク

ト参加者の有志の名前で、日本や米国の国連政策、憲法九条、軍縮、

環境、人権などの問題につき政策提言を行うことを示唆したことは

幾度かあったが、これは個人の責任で行うことを原則としてきた。

ただし、例外的に国連のグローバル・コンパクトに「紛争と企業の

社会的責任」に関する一項目を追加するよう提案すべく数名が目下

準備中である。多分海外のNGOか研究グループと共同で国連グロ

ーバル・コンパクト部に提案することとなるであろう。
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本グループでは、「市民的正義」を研究課題として、研究会、講

演会、国際シンポジウムを開催するとともに、メンバー各自が共通

課題のもとに独自の研究を進めることで、多面的な観点から課題を

探求して有意義な成果を挙げることができた。各々の課題は、最上

敏樹が「国際人権の思想」、ヴィルヘルム・フォッセが「日本にお

けるグローバル・シヴィル・ソサイエティ」、木部尚志が「グロー

バルな正義論の批判的検討」、御巫由美子が「ジェンダーと対外政

策」、那須敬が「『宗教的寛容・非寛容の西洋史』再考：共和制期の

イングランドにおける宗教複数主義の諸問題」、そして高澤紀恵が

「近世フランスにおける主権と統治」であった。国家の利害関心や

権力関係から考察される正義の観点ではなく、市民の側から提起さ

れ、また市民相互の関係の相のもとで考察される正義の観点から、

ジェンダーと国際関係、市民のセキュリティー観、近代国家の歴史

的成立過程、近世における寛容論、現代シティズンシップ論といっ

た多様なテーマを追求した。

講演会および国際シンポジウムでは、池明観氏（翰林大学日本学

研究所長）、坂本義和氏（東京大学名誉教授）、岡本厚氏（岩波書店

『世界』編集長）、加藤周一氏（文芸評論家）を招いて、講演と報告

を頂いただけでなく、研究者および院生、学部学生を交えた活発な

質疑応答をおこなった。平和研究所グループに属するメンバーによ

る研究会では、相互に研究成果を発表し、活発な討議をおこない、

さらなる課題について考え、知見を深めることを目指した。

以上の研究活動を通じて得られた知見は、要約して言えば以下の

ように表現できるだろう。社会生活の様々な局面に適用されるべき

正義の原理を市民の観点から構築しようとする場合、出発点となる

べき「市民」観がきわめて重要な役割を演じることになる。別言す

るならば、追求されるべき正義は、想定される「市民」像に大きく

依存する。とりわけ考慮されるべき点として、ジェンダー的バイア

スの有無（男性性の作用如何）、政治的行為者としての位置づけ

（臣民か主権者か）、支配的文化の共有者か否か（正統か異端か）と

いった観点が挙げられる。

こうした「市民」観がはらむ多面的な緊張関係は、現代のシティ

ズンシップ論に典型的な仕方において端的に反映している。これま

でのシティズンシップ論は、国籍との不可分性、民族的・文化的同

一性の想定、市民と非市民の二者択一を特質とする一元的なシティ

ズンシップ概念に基づくものであった。これにたいして現代社会に

おいて顕著となりつつある特徴のひとつは、シティズンシップの差

異化である。すなわちこのシティズンシップは、国籍からの分離、

文化的多元主義、市民と非市民のあいだの中間的形態の承認を特質

としており、多元的で安定した社会に適合するシティズンシップの

考え方として影響力を獲得しつつある。

こうした「市民」観の変容は、集合的アイデンティティーの変容

をもたらす。歴史的には、集合的アイデンティティーの構成が社会

統合をはたしてきた。しかし、集合的アイデンティティーを構成す

る象徴や原理が特定の善の観念や価値観にむすびついたもので、そ

のことを通じてある一定の属性をもつ人々を疎外し劣位に貶めるも

のであることが認識されることを通じて、かかる象徴にたいして変

更や再解釈を求める異議申し立てがなされる。そうした異議申し立

てを通じての象徴の意味もしくは象徴自体の変更は、集合的アイデ

ンティティーの内実を更新してゆくことになる。これに応じて集合

的アイデンティティーに込められた「包括－排除」の機制は、変化

する。「包括－排除」をめぐるアイデンティティーの問題は、ある

特定のアイデンティティーを保持する者の範囲に関わり、いわば外

延の問題であるが、しかし問題の核心は内包の次元にある。内包─

─「市民」と認められるための要件──が変化することで、正義に

とっても重要な問題である「包括－排除」の機制が変容する。この

機制の可変性は、現代シティズンシップ論のみならず、ジェンダー

と国際関係、市民のセキュリティー観、近代国家の歴史的成立過程、

近世における寛容論にとってきわめて根本的な意義をもたざるをえ

ない。
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「韓国保護条約の歴史学的国際法学的再検討」プロ
ジェクト

1．日本と韓国の間でもっとも深い亀裂は、おそらく、いわゆる

1905年の韓国保護条約の締結をめぐって起きている。第1に、こ

の条約は日本では「韓国保護条約」、「保護条約」、「第二次日韓協約」

といわれるのに対し、韓国では「乙巳
ウルサ

条約」、「乙巳五条約」、「乙巳

勒約
ロクヤク

」といわれる。なお、「乙巳」とは干支の年号で1905年を意味

し、「勒約」とは力ずくで結んだ約束、強制した約束を意味するら

しい。このように両国で共通した呼び名がない。というのは、そも

そもこの条約には名称がなく、事後に名称がそれぞれで付けられた

からである。第2に、この保護条約に基づいて韓国は外交権を失っ

た。それゆえに、この保護条約は、日本による韓国の植民地化の起

点となる。いわばその仕上げが1910年の日韓併合条約である。

2．ときの皇帝高宗
コジョン

は、保護条約の締結直後から1907年のハー

グ万国平和会議に特使を派遣するまで、強迫による無効を主張して

条約無効化運動をした。しかしその効果はなかった。ところが、

1906年フランスの国際法学者フランシス・レイは韓国保護条約を

国際法上無効であるという論文を発表した。他方、日本の国際法学

者有賀長雄は、7ヶ月後ただちにレイに反論して、日本が「拘禁と

殺戮」という「肉体の強制」を加えて条約締結をしたわけではない

から国際法上無効ではないと主張した。このように、保護条約の有

効無効の議論はその締結直後から存在した。

国際法に則してこの議論を検討してみよう。すなわち、韓国保護

条約は第一次大戦（1914-1918）以前の伝統的国際法で判断される。

そして、この伝統的国際法は、条約締結にかかわって、国家に対す

る強制を有効とし、国家代表者に対する強制を無効とした。

国家に対する強制についていえば、戦争の勝者たる国家が敗者た

る国家に講和条約を強制してもその条約は有効であった。さもなけ

れば、果てしなく殺戮が行われるに違いないからであった。

次に、国家代表者に対する強制についていえば、当事者の一方が、

相手方である条約締結権を有する個人（主権者、主権者から権限を

委託された大臣など）に強制して条約を締結したならば、その条約

は無効であった。なぜ、国家代表者に強制された条約は無効となっ

たのか。その大きな理由は、個人の意思の自由・合意の自由の尊重

にあった。

18世紀後半から19世紀前半のG. F.マルテンスにならうように、

今日絶対的な暴力(vis absoluta)と強迫的な暴力(vis compulsiva)を

区別する考え方が展開されている。言い換えるなら、精神の錯乱や

極端な泥酔の場合と同じく身体に暴力を加える絶対的な暴力には、

いっさいの意思・合意は存在しなく、その法的行為は無効である。

それに対して、強迫的な暴力では、前提として身体的な暴力は起き

ていなく、あくまで強迫が行われているのであり、無効となる法的

行為は、形式的には有効に成立しているように見えても、実質的に

衡平(aequitas)が欠如しているつまり意思の瑕疵・合意の欠如が問

われる。こうしてみると、有賀は、国家代表者に対する強制の判断

基準を明らかに狭く解している。

それゆえに、歴史的にいうなら、韓国保護条約の場合、日本国家

の代表者である伊藤博文は、日本軍を王宮内外に配置させかつ司令

官長谷川好道と軍人を交渉の部屋にも同席させたから、高宗と大臣

たちには意思の自由が欠如した。さらに、伊藤は、高宗と大臣たち

に絶対的な暴力と強迫的な暴力を加えたので、条約締結は無効であ

った。それゆえに、伊藤の行為の中に、保護条約無効を確信する韓

国人の抵抗の生まれる根拠があったと考える。

３．高宗の国権回復の努力はやがて韓国民の日本への抵抗運動

（抗日運動）に継承される。すなわち、1919年１月日本に廃位させ

られた高宗が毒殺されたという噂が広まった。そして、3月1日彼

の国葬の日に朝鮮全土から京城に人々が集まった場をとらえて日本

への独立宣言がなされ、朝鮮全土にわたって独立万歳の運動が広が

った。その結果、現役軍人の朝鮮総督長谷川好道の武断統治は破綻

し、日本政府は現役軍人ではない斎藤実
マコト

に総督を交替した。しかし、

日本の弾圧は激しく、それから逃れた独立運動家は上海に大韓民国

臨時政府を4月に樹立し、日本の敗戦後今日の韓国国家となる土台

を造った。また満州地域の北間島では独立軍が日本と交戦して500

名の将兵を殺害した。

４．日韓の新たな関係の構築には、もっとも深いところの問題を

直視する必要がある。そして、複雑な論争点を解明する試みを本プ

ロジェクトは行い、確かな基盤にまで達し得たと思う。それは、日

本の韓国併合の合法性の主張には問題があるということであり、反

対に韓国のその違法性の主張には確かな根拠があるというものであ

る。

「植民地法制の研究」プロジェクト

1．法学の研究領域は時代ごとに変化する。例えば、日本は戦前

いわゆる「外地」をいくつか持っていて、外地に関する法制度が存

在した。この法制度の研究は当時は現行法の領域に属したが今日で

は法制史の領域に属する。ところが、日本の敗戦後、外地であった

ところではいわばその後遺症は現在の課題になる。それゆえに、外

地を、つねに過去と現在の接点にある領域の問題として研究する必

要があるといわなければならない。

そして、日本政府は、外地を植民地とは呼ばなかった。なぜなら、

欧米の植民地は搾取をするところであったが、日本の外地はそうで

はないと主張したからである。しかし、それは権力をもってそうい

い続けただけのことであり、外地は学問的には植民地にほかならな

かった。そして、外地に適用される法は、植民地に適用される法に

ほかならなかった。それゆえに、外地法を植民地法と呼び、体系性

をもっているという意味から植民地法制と呼ぶことにする。

2．日本の敗戦まで存続した外地の成り立ちを簡単に述べてみよ

う。

「外地」とは、日本本土で適用される法とは異なった体系を持つ

戦前日本の東アジア諸国に与えた影響の学際的共同研究

朝鮮半島における日本帝国の植民地
支配の法学的考察──将来の和解と平和構築のために

コーディネーター：笹川紀勝
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法の適用を受けた地域であった。その地域とは、台湾、朝鮮、関東

州、南洋群島の4箇所であった。ところが、樺太は、日本本土の共

通法が適用されたから外地ではなかった。もっとも、当時、外地と

は、法制度とは別に日常用語として、日本本土を意味する「内地」

に対する言葉であった。しかし、日本本土の中でも、本州が北海道

や沖縄からは内地と呼ばれ、この内地の言い方には多分に差別的・

コンプレックス的なニューアンスがあった。今日外地・内地という

言葉は死語である。

台湾は、1895年日清戦争後下関条約によって日本に割譲された。

その行政機関として台湾総督府が台北に置かれた。朝鮮は、日本が

1905年日露戦争後保護国とし1910年併合した地域であった。その

行政機関として朝鮮総督府が京城(現在のソウル)に置かれた。関東

州は、中国の地名であり日本の関東とは関係はない。1905年日露

戦争後のポーツマス条約により、日本がロシアから遼東半島南部の

旅順・大連の租借権を受け継いだ。関東州の統治はその後満州を含

むほど拡大された。その行政機関として関東庁が奉天省(現在の遼

寧省)の遼陽(現在の瀋陽の近く)に置かれた。南洋群島は、マリアナ、

マーシャル、カロリンの3諸島をさした。第１次大戦後のヴェルサ

イユ条約で日本の国際連盟委任統治領となった。その行政機関とし

て南洋庁がカロリン諸島に属するパラオ諸島に置かれた。そして、

樺太は、1905年日露戦争後のポーツマス条約（日露講和条約）締

結により、樺太島（南樺太）がロシアより日本へ割譲されることに

よって日本の領土となった。これらはすべて日本の敗戦に伴って日

本の領土ではなくなった。

以下述べるところにかかわるが、これら5箇所に置かれた行政機

関が立法にたずさわり(樺太は別）、独自に裁判所が置かれた。

3．朝鮮の裁判所に即して述べてみよう。

朝鮮総督府は、本土の裁判所から独立した高等法院を最高裁判所

とし、覆審法院、地方法院を設けた。裁判官には多数の日本人と少

数の韓国人がいた。判決はすべて日本語で書かれた。さて、1919

年3月1日高宗の国葬の日に、民族指導者33人が、穏やかに日本か

ら独立するという趣旨の独立宣言文を発表した。その宣言文は京城

市内で熱烈に受け入れられ、独立万歳を叫ぶ示威運動が自然発生的

に起きた。そして、あらかじめひそかに朝鮮各地に頒布されていた

同宣言文は朗読され複写され、独立万歳を叫ぶ運動がまたたく間に

展開された。しかし、日本の軍隊と警察によって弾圧され、7500

人が殺害され、4.7万人が逮捕され全道の裁判所で裁判にかけられ

た（朴殷植
パクウンシク

『朝鮮独立運動の血史』、183頁）。およそ裁判は2年く

らい続き、今日確認できる関係の判決総数はおよそ3500件に及ぶ。

判決は貴重な歴史的資料である。

一つの例を紹介する。被告呉翼均
オ・イクキュン

（青山学院生徒）と安聖鎬
アン・ソンホエ

（青

山学院生徒）は、東京在学中朝鮮人学生らと独立運動を行い、

1919年 2月郷里に帰り、以前から同じ思想を抱いていた玄錫七
ヒョン・ソクチル

（牧師）、金寛会
キム・クァンホエ

（永明学校教師）などと1919年3月24日午後9時

頃公州
コンジュ

面大和町のミッションスクール永明
エイミョン

学校の一室に会合して、

朝鮮各地ですでに朝鮮独立の示威運動があったので、公州でもこれ

を行うべきだと協議し、生徒の煽動、朝鮮独立宣言書の印刷頒布、

地方人の勧誘煽動などの役割を分担した。そして、4月1日午後公

州市場の開市を利用して示威運動を行うことを誓った。

被告金寛会
キム・クァンホエ

は被告金洙
キム・ス

チョル（永明学校助手）に前記謀議の内容

を伝え、独立宣言書の印刷費用として10円を交付した。金洙
キム・ス

チョ

ルは、被告柳俊錫
リュ・ジュンソク

等と一緒に、31日午後3時頃永明学校所有の謄

写版を使って、被告尹鳳均
ユン・ボンキュン

が先に国葬見物のため京城に行った折り

取得した朝鮮独立宣言書により、1000枚ばかり謄写した。

被告金洙
キム・ス

チョルは、29日、被告李圭南
イ・キュナム

方に来て、4月1日公州市

場において朝鮮独立の示威運動の際使用する太極旗を作ってくれと

依頼した。被告李圭南
イ・キュナム

はこれを承諾し、旗材を受取り自宅において

旗4本を作った。

4月1日午後2時頃、被告金洙
キム・ス

チョル等は、太極旗一本ずつを携

え、被告廬明愚
ノ・ミョンウ

等は独立宣言書100枚ばかりを携え、公州市場に来

て、群衆中に混じて朝鮮独立万歳を絶叫し、同時に携えた宣言書を

散布した。

被告朴婁以士
パク・ ル イ サ

（京城梨花学堂生徒）は、前述の示威運動に参加す

べく、同日午後2時頃被告金賢敬
キム・ヒョンギョン

（永明女学校教師）の家に集合し、

永明女学校生徒6、7名に対し、すでに運動開始の時期も迫ってき

たので各自買い物をなすような風を装い、市場に行き、十分独立万

歳を叫ぶように励ました。被告金賢敬
キム・ヒョンギョン

は、被告李圭尚
イ・キュサン

から被告

李圭南
イ・キュナム

の作った太極旗一本を貰いこれをもち、前述の女生徒らと逐

次公州市場に入り込み他の被告らと共に朝鮮独立万歳を絶叫した。

公州地方法院予審は、以上の事実に基づいて被告らに、保安法、

1919年制令第7号「政治に関する犯罪処罰の件」に該当する治安

妨害を認定し、宣言書の印刷と頒布に関しては出版法の治安妨害を

認定し、公州地方法院の裁判に付す終結決定を行った。そして、同

地方法院は8月29日に、ほぼ同様に事実を認定して被告8名に懲役

1年から懲役4ヶ月を科し、10名を無罪とした。

４．この例のように、判決は、皮肉にも植民地支配者が残した韓

国人の独立を求める生の声の記録である。他方、高等法院の判決は、

三・一独立運動を全体的には非暴力による独立を求める運動である

という認識を示し、裁判官の法治主義も見せる。日韓の新たな関係

の構築にとってかかる判決は一つの有意義な展望を見せていると思

う。こうして、圧倒的に暴力的な植民地支配の中で、植民地支配と

法という世界史の問題を考えることが可能になる。

27



PROJECT 2 安全・環境・サステイナビリティ

28

1．グランドセオリー

グランドセオリーの「平和・安全・共生」の理念は、時代と地域

を超越した、基本的に人類に普遍的な固有概念であり、努力目標で

あり、そして価値存在である。その意味内容は、つねに新たな、こ

れまで未知のコンフリクトとリスクに見舞われており、日々新たな

格差・差別が発生しつつある今日の激動し、グローバル化する国際

社会において、ますます重要性と多様性を増大させている。

その本質の探求に、種々の学問分野の研究者や実務家が、それぞ

れの特殊な専門知識を活用して斬新なアプローチによって取り組む

所以であるとともに、分野を超えた国際的・学際的な観点からのホ

ーリスティックな探究が重要となる所以でもある。

宮崎グループでは、この普遍的「平和・安全・共生」理念を、と

くに「共生」理念に注目して、経済（企業経営）のフィールドにお

いて追求した。すなわち、国連ブルントラント宣言（1989年）で

提唱されたサステイナブル・ディベロップメント（持続可能な開発）

理念を活用しつつ、「エコノミーとエコロジーの調和」の問題を、

理論面と実践面の両方において「国際産官学共同研究」によって追

求した。

2．各プロジェクトの成果の総括

平和・安全・共生の原理がますます重要性を増大させつつある、

不安な今日の世界において、経済活動のミクロ的担い手としての企

業の、「共生」実現のために果たすべき役割は大きい。とりわけ、

社会的不安の最大原因の一つである、温暖化、酸性雨、オゾン層破

壊などに代表されるグローバルな地球環境問題の最大の原因者であ

る企業は、その「不安」を除去ないしは解消すべき、倫理的・道徳

的責任をもつ。

しかしながら、ミクロ的経済活動の担い手である個別企業にとっ

て、（１）「共生の原理」に依拠しつつ（２）倫理的責任を遂行し、

（３）環境アカウンタビリティを果たし、そして（４）マクロ的なサ

ステイナブル・ディベロップメントを推進することは、必ずしも容

易な途ではない。

それは個別企業が、これまで（１）「競争の原理」に依拠しつつ、

（２）投資家への経済的成果分配責任を遂行し、（３）財務的アカウ

ンタビリティを果たし、そして（４）量的経済成長を推進してきた

からであり、このような「競争原理」を、その対極にある「共生原

理」に転換することは、一般的に言って相当に困難だからである。

さて、共生原理への転換の「困難性」を詳細かつ具体的に考察す

ると、問題が「原理の転換」（＝パラダイム転換）という＜根本的

困難性＞ばかりにあるのではないことが認識できる。

すなわち、これまでの「競争の原理」には、歴史的に見て数千年

に渡る、会計的測定技術・ツール・表現手段の開発があった。貸借

対照表や損益計算書などは、実に資本主義を裏付ける大事なツール

であり、精神的な面におけるプロテスタンティズムのエートスとと

もに、近代資本主義を生み出した、重要なファクターであったので

ある。

これに対して、新たに生まれた＜「共生の原理」に相応しい会計

的評価・測定の技術・ツール・表現手段＞は、いまだ極めて不十分

な状態にある。そこで、本研究においては、これらのうち主とし

て＜環境領域の企業パフォーマンスを測定する尺度＞を探求し、具

体的にはそのための「理論と手法」を開発し、さらにその実用化を

進めるため必要な数々の「評価分析ツール」を考案してきた。

これらのうち、環境領域の企業成果である環境パフォーマンス測

定尺度として、科学技術振興事業団（JST）委託、環境経営学会／

環境格付機構受託の環境格付研究プロジェクトの一貫として、日本、

スイス、ドイツ、アメリカ共同研究として、すでに J E P I X

（Environmental Policy Priorities Index for Japan：環境政策優先度

指数、日本版）が開発されているので、これをベースとして、その

手法を本21世紀COEプログラムにおいてさらに洗練・充実させつ

つ、JEPIX本格実用化に向けて、わが国環境先進企業によるベンチ

マークプロジェクト（ケーススタディ）を実施してきた。

最初の2年間においては、JEPIXデータのいっそうの洗練と現代

化による、環境影響評価システム全体のさらなるアップデイトと充

実・拡充が図られた。それとともに、キャノン、東京電力など10

社によるベンチマークを実施し、JEPIXの現実的有効性が検証され、

その結果を理論形成にフィードバックした。そして、＜特記すべき

こと＞として、＜新たな学術上の知見＞としての、5年間の実用試

行期間の中で精緻化されたJEPIXは、REGIS、SimaProなど著名

な国際的LCAソフトへ搭載されるようになり、アカデミックな高

い水準が社会へ積極的に還元されることになった。

さらに、前述のキャノン、東京電力などわが国の1部上場大企業

30社が、この新発明 JEPIXを経営に採用し、年次環境報告書、

CSRレポート、サステイナビリティ報告書などにより、インター

ネットで結果を社会に公開していることも重要である（ICU/COE

研究の名を掲載、各社ホームページ参照）。

今後、さらにJEPIXの実用化を進め、営利企業のみならず、自

治体、大学、病院など、社会の広い層に簡便に利用できるようにし

て、政治、経済の国際化に伴い、広くグローバルに利用できるツー

ルとするよう、いっそうの国際化に対応すべく、鋭意努力を重ねた

い。

企業活動による環境負荷の合理的測定のための手法開発と実用化の研究

共生原理に依拠する企業活動の推進のために
コーディネーター：宮崎修行　研究協力者：Ｔ．ショーエンバウム、吉野照雄、Ｗ．フォッセ
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3．グランドセオリーと各プロジェクト間の連関

宮崎グループでは、グランドセオリーの「平和・安全・共生」の

理念追求が、けっして普遍的・抽象的レベルで終始していてよいも

のではなく、むしろ、個性的・具体的レベルでも探求されねばなら

ないことに着目する。

そして、この普遍的「平和・安全・共生」理念を、とくに「共生」

理念に注目して、経済（企業経営）のフィールドにおいて追求する

ことを目標とした。

企業マネジメントにおいては、グランドセオリーの「共生」の理

念は、GRI（Global Reporting Initiative）の提唱するトリプルボト

ムライン（経済、環境、社会責任の3つの方向からの企業成果）に

代表されるような、サステイナブル・ディベロップメント（持続可

能な開発）ないしはサステイナビリティ（持続可能性）として語ら

れることが多い。

宮崎グループでは、このうち、定量的に把握可能な「経済（エコ

ノミー）と環境（エコロジー）」の領域に限定して、「エコノミーと

エコロジーの調和」の問題を、理論面と実践面の両方において追求

するものである。このことは、グランドセオリーにおける「平和・

安全・共生」の達成のための、経済・産業面における基礎となるこ

とが期待される。

4．若手研究者の育成

宮崎グループでは、若手研究者の育成にとりわけ重点をおき、

ICU専任教員および他大学等研究機関の協力者のほか、以下の大学

院生等より当初から積極的なCOE研究へのコミットを受けている。

共同研究は、これらの大学院生の研究を奨励する面で効果があるほ

か、ベテラン研究者から若手研究者が研究上のノウハウを直接的に

継受するうえで、具体的かつ明瞭に大きな効果と意味があったとい

える。

（１）東健太郎：一橋大学大学院博士課程在籍、マンハイム大学

（ドイツ）講師、ドイツ政府学術交流奨学金（DAAD）受領、

2007年マンハイム大学よりPh.D.を取得。

（２）中村レミ：ザンクトガレン大学（スイス）大学院修士課程

修了、中島平和財団奨学金受領、環境マネジメントで修士号

取得。

（３）山添真喜子：アメリカ公認会計士USCPA、コロンビア大学

大学院で、環境マネジメントで修士号取得。

（４）蠣崎博之：法政大学大学院修士課程修了、環境マネジメン

トで修士号取得。

（５）クロード＝パトリック＝ジーゲンターラー：法政大学人間

環境学部准教授、ICU、SSRIリサーチフェロー、ザンク

ト・ガレン大学より環境マネジメントでPh.D. 取得（2006

年度最優秀賞）。

5．海外との連携

JEPIX開発プロジェクトは、1995年より宮崎（ICU）とC. ジー

ゲンターラー（法政大学）が中心となって開始されたが、さらに本

研究完成に必須な、国際環境政策・環境法解釈の面において、T.

ショーエンバウム教授（現在 ICU）の協力を受け、またドイツのブ

ッパタール研究所（K. U. v. ワイツゼッカー所長）およびスイスの

環境庁（BUWAL）および国立材料試験研究所（EMPA）からのマ

テリアル関係の評価に関する情報支援なども得て、さらにまたベル

リン・サイエンスセンター（WZB）、ザンクトガレン大学経済エコ

ロジー研究所（IOwB－HSG）、リューネブルク大学サステイナブ

ル・マネジメント・センター（SMC）、アウグスブルク大学環境マ

ネジメント研究所（IMU）など、環境経営関連の著名有力機関の支

援・協力を得ている。

6．政策提言

21世紀は環境の世紀といわれる。最近公表された IPCC（気候変

動に関する政府間パネル）第4次レポートによれば、従来100年で

進行すると思われた地球温暖化が30年程度で進行するとされる。

このような状況は、これまでの人類の生存の基盤を極めて短期間の

うちに脅かす脅威が、もう目の前に迫っていることを示している。

それにもかかわらず、環境破壊という「平和・安全・共生」の基

盤を脅かす脅威に対して、各国の歩みは遅く十分とは言えない状況

である。とりわけ、ヨーロッパ諸国とわが国のように比較的環境マ

ネジメントが早期に導入された国々と、アメリカ、アジアのような

環境マネジメント導入が遅れた、環境に対して後ろ向きの国の間の

差異は著しくなっており、このような政策上、社会上の差異をいか

にして現実的に打破するのかが、今後の大きな課題である。

COEプログラムで開発されたJEPIXはわが国の領域のみで有効

な「一般的環境指標」であるが、今後このような手法を世界全体に

広めて、グローバルな規模で＜JEPIXと同等の正確性と有効性＞

をもつ環境影響評価手法を開発・普及する努力が行われることが非

常に重要と考えるものである。
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1．研究概要

本グループの主要な研究課題は、「安全」とは何か、それを実現

するためには何が必要となるのかということである。日本語の「安

全」が英語の《safety》と《security》の双方を含意することから

も分かるように、「安全」は多義的な概念であり、「安心」の意味も

含まれていることもある。このような広い意味での「安全」につい

て、本グループでは二つのプロジェクトを設置した。

一つは、日本語で「科学技術と社会」あるいは「科学技術社会論」

と表記される、STS（Science, Technology and Society）の方法論

を中心とした、安全を実現するための制度や技術に関する研究であ

る。2004年度には、「日本予防医学リスクマネージメント学会」と

の提携により、シンポジウム「医療と安全」を開催した。村上陽一

郎は、上記学会の他、NPO「医療の質」研究会、製薬企業団体、

徳島大学薬学部、NSネットをはじめとする諸組織と提携して、医

療、交通、原子力政策等におけるリスクマネージメントの問題を中

心に研究活動を行った。この活動を通じて、問題群に取り組むため

の手法の開発に取り組むと共に、現状において改善されるべき点が

どのようなものであるのかということを示した。萩原優騎（本学

COEリサーチ・フェロー）は、ミクロネシア・ヤップ州や利根川

水系・吾妻川等の事例研究を通じて、地域社会における安全設計の

ための制度や技術の在り方を検討した。また、安全をめぐる意思決

定の過程で、当事者が参照するための理論的枠組みを整備するとい

う課題にも取り組んだ。

もう一つは、グループ内に組織した「再帰性とアイデンティティ」

を主題とする研究会の活動である。研究会を原則として毎月開催

し、2005年度には、「個の可能性研究会」との提携により、ワーク

ショップ「グローバル化と科学――個の可能性」を開催した。この

研究会の課題は、「安心」という人々の精神的な側面に関わる「安

全」の問題を検討することと、「安全」についての意思決定に関わ

る個人や社会の構造を分析することである。現代社会の特徴の一つ

はグローバル化であるが、従来は当該地域に存在しなかった諸要素

が急速かつ頻繁に押し寄せるに伴い、多くの人々が不安を抱え、ア

イデンティティ・クライシスに陥っていると言われる。そうした中

で、従来の伝統や社会秩序及び人間関係が自明ではなくなることで

反省の対象となり、社会制度や個人の認識の自己言及性が増大する

ようになる。これが、「再帰化」の進行と呼ばれる状況の特徴であ

る。上記研究会では、科学論、社会学、人類学、精神分析等を学際

的に研究し、このような危機的状況を分析すると共に、それを克服

するための方途についての探究を試みた。

この二つの課題は、相互に不可分なものとして位置づけられてい

る。現代において人々が直面している問題には、従来の方法や経験

的なデータの使用だけでは解決の見通しが必ずしも立たないという

ものが多い。不確実性が高い状況での意思決定では、制度や技術に

よって安全が達成された結果として安心が充足されればよいとは、

単純には言えない。そこでの安全の達成や安心の充足が何を意味す

るのか、人々にとって望ましいものとなっているのかといったこと

が、各々の場面に応じて検討されなければならない。また、安全と

安心のいずれか一方の実現を課題とすることで、もう一方について

の考慮や対応が軽視されるならば、それもまた問題であろう。安全

が達成され安心が充足された時に、安全は崩壊し始めるという性質

を、常に念頭に置いておくことも必要である。

そうであるならば、安全をめぐる意思決定過程と決定内容の実行

過程においては、そこに関与する人々の認識の在り方をも問題にし

なければならないことになる。しかも、社会の意思決定を支えてい

た秩序の安定性や、そこに生きる人々の信頼が損なわれているとい

う点でも、これまでと同様の意思決定手法の有効性は失われつつあ

る。それゆえ、人々が現状において陥っている困難の所在や問題点

を、自ら批判的に分析し対象化する過程を、意思決定に組み込む必

要がある。それにより、問題解決のために何を選択するのか、その

ために何を犠牲にするのかといったことを、一つ一つ検討していく

ことが可能になる。この作業を遂行するためには、制度や技術を分

析し、あるべき方向性や目標を指し示す枠組みと共に、自己批判的

な認識がどのように可能になるのかという問いも必要になる。両者

のうち一方が欠けていても、問題解決に寄与し得る有効な意思決定

の実現は困難であろう。このように、「安全」をキーワードとして

意思決定の問題を捉え多角的に研究を積み重ねたことで、STSの

今後の課題と新たな可能性を示すことができたと考える。

2．グランドセオリーとの関連性

2007年に、本グループを中心として、ワークショップ「近代化

と寛容」を開催し、その成果を後に同題の書物として刊行した。こ

こでの論点は、上述の「再帰性」という概念である。再帰的近代化

が進む社会状況とそこに生きる人々の認識について、学外の研究者

諸氏と共に討議した。個人や社会の再帰化現象の進行は、既存の伝

安全な生活環境とSTS（科学技術と社会）

不確実な社会での意志決定とその条件を考える
コーディネーター：村上陽一郎



統や秩序が揺らいでいる現代社会の特徴の一つである。「平和」、

「安全」、「共生」といった諸理念がこれほど希求されているという

ことは、それらが実現できていない、あるいは実現が困難な状況に

あるということでもある。したがって、その実現可能性を考えるた

めには、現状における問題の所在と、それを成立させている構造を

明らかにしなければならないと考える。再帰化が進む現状では、従

来の手法や制度をそのまま適用するだけでは問題解決が困難であ

り、このような作業は必須の課題であると言えよう。

ワークショップでは、その作業を理論研究と事例研究の両面から

行うと共に、一つの処方箋として、「寛容」という概念を提唱した。

それは、倫理学や政治学で提唱されてきた、道徳的あるいは宗教的

な価値、異質な人々が共存するための作法や制度といったものでは

ない。ここでは詳述できないが、個人や社会には、安定性へと向か

うベクトルと、その反対へと向かうベクトルが存在し、いわば両者

が綱引しているような状態にある。前者をノモス、後者をカオスと

呼ぶとすれば、日常の安定性が維持されている状態の個人や社会で

は、ノモスが支配的であるということになる。一方、ノモスの支配

が揺らぐというカオス的な契機は、個人や社会の変革の可能性とし

て捉えることができる。そのような契機に対して個人や社会が開か

れているという許容度を示す機能的な概念として、「寛容」を定義

した。

もちろん、個人や社会が単に揺らげばよいというわけではない。

個人の認識の場合、日常の自明性が揺らいだ状態で、直ちに自己批

判的な認識が獲得されるわけではないだろう。それは社会について

も言えることであり、秩序の不安定化が問題解決に寄与するどころ

か、更なる混迷を招くという事例は多々存在する。むしろ、そのよ

うな不安定な状況では、個人の認識や社会制度は硬直化し、問題解

決能力を失ってしまうこともあるだろう。それは、既存のノモスが

揺らいだ状態で、カオスが全面的に支配する状況を回避するために、

代替的なノモスを形成する行為として捉えることもできる。精神分

析では精神病者の認識をそのようなものとして捉え、社会学ではパ

ニックを一つの社会結合と見なしていることは、その例である。機

能的な「寛容」という概念が意味するものは、そうした状況とは異

なる。安定した状況であれ不安定な状況であれ、現時点でノモスの

下で選択されているものが唯一絶対ではないことが自覚され、他の

選択肢に対して開かれているということを、この概念は示している。

機能的に寛容であることは、平和、安全、共生の実現に向けて、そ

れらの諸理論が意思決定の場面で有効に機能するための条件となる

はずである。

3．教育と研究者育成

以上の研究活動は、教育や若手研究者の育成という本学COEの

重要課題にも貢献するものであったと考える。村上は、本学教養学

部一般教育科目の「科学・技術と社会」、人文科学科の「哲学の諸

問題Ⅱ」、大学院理学研究科の「科学論特別研究」で、STSと安全

を主題とした講義を行った。その他、他大学や各種研究機関等でも

同様の問題について講義し、専門家でない人々を対象とした講演等

も多くの機会に行った。それにより、本グループでの研究成果が専

門家の間でだけ共有されるものではなく、諸問題に直面する社会の

様々な場面で活用される可能性を模索した。萩原は、本学教養学部

にて「科学・技術と社会：特別研究Ⅲ（セミナー）」の講師を担当

し、STSや安全に関する本グループの研究成果を提示した。石原

明子（日本医科大学医療管理教室　長寿科学振興財団リサーチ・レ

ジデント）は、国立保健医療科学院にて、医療安全教育指導者研修

講師を担当し、現場での具体的な実践につながる教育活動を展開し

た。

研究者の育成に関しては、「再帰性とアイデンティティ」研究会

を2004年度より、ほぼ毎月実施してきたことを特に強調したい。

研究会発足時は本学大学院比較文化研究科博士後期課程に在籍して

いた萩原と森葉月（本学アジア文化研究所研究員）は、本グループ

での研究課題に関連した内容で博士論文を執筆し、2006年に博士

号を取得した。また、本プログラム終了後に予定されている各々の

研究活動においても、ここでの研究課題を更に進展させた内容に取

り組むとのことである。その意味で、本グループでの研究活動は、

若手研究者のこれからの研究の基礎となるものを提供できたと言え

るだろう。
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はじめに

本グループでは、日本およびアジアの森林・林業・山村問題にフ

ォーカスをあて、人間と自然の多元的な「共生」バランスの回復へ

の道筋を示す。背後にある問題意識は、人と森林、都市と山村、中

心と周辺、商工業と農林業、日本と途上国との間のバランスが戦後

崩れ始め、次第に深刻度を増し、現在まで有効な政策的対応がとら

れていない、というものである。これらバランスの喪失は、地域社

会や人々の生活上のリスクを増大させ、地域・日本・世界の社会シ

ステムを「持続不可能」なものにしかねない。森林問題はそうした

構造を見渡すためのいわば一つの窓である。具体的には、広島・群

馬など日本の地域、およびフィリピンの森林・林業の現状を経済・

社会・行政システムの観点から分析し、再生の方策を探る。この個

別政策分野の検討から、持続可能で安全な共生社会の可能性を考え

たい。

本調査研究の特色の一つは、実証を重んじつつも、具体的な政策

対応の道筋を問う点にある。すなわち森林問題を客観的に「解説」

し「説明」するだけでなく、これに主体的に「対処」し「解決」を

試みる。科学思考が「因果関係」を抽出し、「分析的」「実証的」に

論ずるのに対し、政策型思考は「手段論理」を導き、「構想的」「規

範的」に提案する。科学者が「条件純化」に基づき、「客観性」と

「一義性」を志向するのとは逆に、本グループは「条件複合」を所

与とし、社会の「合意性」と「選択性」を追究していく。これまで

日本では、政策の立案は総じて官僚の領域に属し、研究者はそれを

外から批判的に解説してきた。だが森林問題への本グループのアプ

ローチは、実務と研究のクレバスを架橋し、両者の思考バイアスを

相互補完することにより、政策研究の新しい可能性を拓こうとする

ものである。

日本とアジアの森林問題

本研究の出発点にあるのは、日本の森林荒廃と林業の衰退、フィ

リピンの森林破壊、および両者のリンクである。その事実を端的に

示すのが、次の三つのデータである。

一つ目は日本の木材自給率の変化である。高度経済成長の起点に

あたる1955年、日本の用材自給率は95％だった。だが、急増する

木材需要に供給が追いつかず、アジア・北米等からの輸入が急増し、

1980年には自給率32％にまで低下した。以後も低下傾向は止まら

ず、今や2割を切っている。自給割合だけでなく、国産材産出の絶

対量も減少し続け、1965年の約5千万m3をピークに、現在はその

3分の1の1.6千万m3にまで落ち込んだ。ところが森林蓄積はむし

ろ充実の方向にあり、特に人工林蓄積は1965年の4倍にまで急増

中である。問題は森林資源の枯渇ではなく、国産材価格の低迷によ

り、逆に増大中の木材の産出・流通・消費の社会経済システムが崩

壊しつつある構造矛盾にある。

次に、フィリピンの森林のデータをみると、天然林面積は、

1970年に1090万haあったものが、2001年には540万haに半減し、

天然林消滅は毎年18万ha（茨城県の森林面積に相当）にのぼる。

これに伴い林業も壊滅状態となり、GDPに占める森林セクターの

割合は、1970年の12％が、2000年には0.1％にまで激減した。こ

の変化は、無秩序な乱伐、違法伐採、農業開発、焼畑農業などに基

づくものであるが、日本の商社等による伐採や日本への木材輸入も

大きくかかわってきた。

もう一つ、日本のウッドマイルを示しておきたい。ウッドマイル

とは、「フードマイレージ」の木材版で、「国内で消費する木材の

量×運搬距離」（単位m3・km）のことである。数値は木材輸送エ

ネルギーの消費量を示し、地球環境への負荷の指標として数値が大

きいほど「地球にやさしくない」国ということになる。日本のウッ

ドマイルは3,844億m3・kmで、2位米国の842億m3・kmを5倍近

く引き離し、断トツの世界1位である（米国の輸入量は日本と変わ

らないが、大半がカナダ材で輸送距離が短い）。ただし、日本のウ

ッドマイル縮小策がないわけではなく、仮に外材の代わりに、建設

現場から50km以内の国産材を使えば、ウッドマイルは現在の100

分の1になると言われている。

日本とフィリピンの対照は、社会経済のグローバル化をあぶり出

している。日本の山村は過疎化が進み、林業の担い手が高齢化・減

少し、間伐も行われず、森林蓄積が増えているにもかかわらず、経

済林が放置林・放棄林化しつつある。安価な外材に依存することで、

国内の森林も林業も、日本人の都市型生活様式から切り離された。

他方、フィリピンでは人口増加が続く反面、農地の拡大が望めない

ために森林地帯への住民の移住が起こり、違法伐採や焼畑により森

林破壊が進んでいる。フィリピンの森林は無計画な伐採と木材輸出

で経済林の大部分は消滅したが、依然農村型生活の基盤であり続け

ている。過疎と過密化、未利用と過大利用のコントラストは、グロ

ーバル経済のアイロニーというしかない。日本の外材輸入もフィリ

ピンの過伐も、人為的かつ「政策的」になされた以上、失われたバ

ランスを回復するために、地域レベルで新たな政策対応が求められ

ている。
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「地産地消」型林業とCBFM

以上のアイロニカルな問題は観念上のものではなく、両国とも社

会的なリスクを高めている。森林の荒廃は治山治水、水源涵養など

の公益的機能を低下させ、林業の衰退は将来予想される国際的な木

材需給・貿易の変動への吸収・対応力を弱める。世界全体での木材

輸出量の増加が今後どう推移するかにもよるが、木材自給率の低下

は、日本人の安全保障にとって大きな不安材料となっている。また

外材と共に入り込むアリや細菌のリスク、それを駆除するための薬

剤の危険も指摘される。一方フィリピンでは、森林セクターの雇用

機会が失われ、外貨獲得手段としてもほぼ無と化した。農山村の生

活基盤である森林を、住民に利用させつつ資源としていかに再生す

るか、ジレンマ以外の何ものでもない。

だが、両国とも1990年代から進み始めた地方分権の流れの中で、

草の根から新しい取組みが生まれ、困難に直面しながらも新しい共

生のシステムを構築しつつある。

まず日本各地で、住宅建設にできるだけ国産材、地元材を使おう

という「産直住宅」の動きがみられる。戦後日本の経済発展は外材

依存にシフトしたため、素材生産から、流通、消費のフローは港と

都市部を直接結ぶことになり、河川の上流から下流にかけて形成さ

れてきた木材供給の社会経済システムが崩壊の危機に追い込まれて

いる。この失われたリンクを回復させようとするのが「地産地消」

型林業の考え方であり、そのためには素材生産者、森林組合、材木

店、建築家、工務店、消費者（施主）を結びつけることが必要であ

る。これまでの林政は主として生産者側に目を向け、非効率的な助

成を続けてきたが、地産地消型林業ではむしろ消費者に焦点をあて、

地域の運動として地元材住宅のよさを浸透させ、利子補給等の形で

県産材の消費拡大を図っている。都市住民を、環境保全の理想に生

きる全く利他的な聖人に変えることはできないが、他方、全く受動

的で操作される無責任な消費者と見るべきでもない。適切な情報と

場を提供し、地域づくりの一環として、森林ボランティアを含めた

地産地消型林業をめぐる「自治」と「協働」のシステム構築が目指

されている。

フィリピンでは、1995年の大統領命令により「地域立脚型森林

管理 Community-based forest management（CBFM）」が林政の新

たな方向として打ち出された。これは国有林を地域住民に開放して

その利用を許可する一方、住民による森林の維持管理を促そうとす

る事業である。国と住民組織の契約により、持続可能な開発と社会

的正義を実現しようとしており、日本のJICAも技術協力を行って

いる。まだ萌芽的なこの事業を大きな大木に育てるために、真の意

味で、内外から地域の「自立支援」策が必要であろう。

「平和・安全・共生」の理論に向けて

さて、本グループの研究は「平和・安全・共生」の理論にどのよ

うな貢献をなしうるであろうか。本研究では、「共生」の類型論を

適用し、そこから得られた知見のフィードバックを試みたい。「共

生」概念を、Ｍ・ダグラスのGrid（社会規範）とGroup（集団圧力）

を軸とする「文化理論」の視点から見ると、あらゆる政策・制度・

現象は「ヒエラルヒー」「相互性」「競争」「運命論」の4タイプに

分けることができる。これは、双利共生・片利共生など6類型を含

むロトカ・ヴォルテラ公式とも一部重なる。その組み合わせと変化

が社会と歴史を構成している、といっても過言ではなく、いわば社

会システムの基本元素がこの類型の中にある。結論的にいえば、グ

ローバル化の中での持続可能なシステムは、人と自然、都市と農村、

開発と保全などの「多文化共生」型であり、欠落しているプロトタ

イプ（元素）をいかに既存の政策・制度とかけ合わせ、混合型式を

形成するか（hybridization）がキーとなろう。

ダグラスの文化理論は、リスクに関する理論でもある。そしてリ

スクは確率の問題という以上に主観の問題であり、社会関係により、

また伝統的な自然観により、人々の感じる不安感も変化する。英米

型「ガバナンス」のパタンがグローバルな流れとして押し寄せる中、

日本やアジアの中でリスクはどう変化し、これに政策的にどう対処

すべきか、比較文化的な考察も避けては通れない。

そもそも緑は、ドイツの政党Die Grünenがそうであるように、

平和と環境保全のシンボルである。被爆地広島の復興と密接に関係

する住宅建設と林業を事例にとり上げたことにも、象徴的な意義が

見出せる。木を植え、その材で住宅を建て、人々が生活するその営

みを持続可能なものとすることこそ、平和の創造と考えられるから

である。
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目的

家庭、学校、地域、組織、社会における種々の衝突、葛藤、に拠

る揺らぎが、個人の精神の安定を大きく揺るがす事件が多々起きて

いる。災害におけるPTSD、企業の買収、倒産にかかわる組織崩壊

と関係者の鬱病の発症、あるいは家庭基盤の脆弱化、家庭の崩壊に

拠る子どもの自傷行為、人格障害反応など枚挙に遑なしである。ま

た逆に、子どもの引きこもり、不登校、あるいは社員の無力感、不

祥事が、家庭、学校、組織を揺らし、葛藤を作っていくこともある。

しかし、子どもや、社員の揺れを、家庭や組織は大きく包むことが

出来る。即ち、ミクロレベルのシステムで抱えきれない揺れも、マ

クロレベルになると十分抱えることができ（contain）、マクロレベ

ルの微妙な揺れをミクロレベルではいち早くキャッチすることが出

来る。研究プロジェクト全体で構成している揺動的平衡理論

（Theory of Oscillating Equilibrium）である。

システム連鎖の中にある現代グローバル社会において、個人レベル

から世界レベルまでの様ざまな揺れが平和を乱している。そこに揺動

的平衡原理を仮定するなら、個人の安定が世界の平和・安全の基盤と

なり、世界の揺れは個人の安定の新たな秩序を求めるものとして対処

を要求するものとみなされる。われわれは、この個人と世界を繋ぐシ

ステム論的力学を捉えるために、フロイト、ハルトマン、ジェイコブ

ソン、カーンバーグによる自我心理学を基軸とした精神分析学とシス

テム連鎖の力学を読み解く一般システムズ理論を統合した精神分析

的システムズ理論（Psychoanalytic Systems Theory）を基盤として、

個人－集団－組織－グローバル社会の連鎖にある平和と安全の鍵変

数を明らかにすることを目的として、研究プロジェクトを展開した。

研究展開

グランドセオリーに向けての基本仮説

人間は生物としての身体的存在であり、組織、社会を形成し個人

の能力を遥かに超えた自然とも対峙する社会的存在であり、かつ自

身の中に宇宙を有する精神的存在でもある。身体の脅威にも、社会

の脅威にも、自らの内なる宇宙に秘めた力をもってこれに対峙する

ことができる存在である。20世紀初頭のウイーンにおいて、心の

宇宙にエントロピィが高まることに拠って生じた身体の機能障害、

思考と行動の偏り（不安ヒステリー、強迫神経症）を、精神機能の

再編に拠って治療できることが示された。S. フロイトによる画期

的な心の治療法、精神分析である。

その実践学としての精神分析は、20世紀末、心の変調による精

神身体的苦痛に対して、あるいは人格の歪みや崩れに対して、投薬

治療を軸とする精神医療を超え、心の構造的再編に拠る治療技法と

理論の体系化の頂点に達した（Kotani, 2003, 2005）。それは個人の

心の宇宙すなわち精神内世界を構成する人格構造の機能的混乱を再

編する処方であり、それに拠って社会生活における精神の安定を得

るという力学的展開を助けるものであった。

他方、20世紀初頭、不治の病であった結核の罹患による絶望感か

ら「うつ」になってしまう人々への救済に効果が見出された集団精神

療法が、やはり20世紀の終わりに大きな到達点に達した。長く不治

の病とみなされていた先天性の統合失調症、加えて発達過程で極めて

破壊的人格の形成に至った境界性人格障害（小谷, 1990）に対しても

集団精神療法の高度の発展に拠って治療可能性が大きく展開した。

即ち個人の安全が身体的にも精神的にも脅かされて絶望の淵にあり、

一人ひとりではその破壊への揺れをコントロールできない個人を、

集団がその個々の大きな揺れを調整吸収するダイナミズムによって

治療を可能にしたのである。揺動的平衡論であるが、われわれはこ

れを精神分析的システムズ理論に拠って治療技法の体系化を進めて

いた（小谷, 1998）。この個人と集団の関係は、個人と組織、さらに大

きくはグローバル社会へと拡大できるのではないか、すべきではない

かとの発想が、われわれのグランドセオリーの起点仮説となった。

世界の騒乱を国際関係論や国際政治学のみに頼るのではなく、そ

れらのマクロ的アプローチを支えるミクロ的アプローチとしての個

人の安全感、しかもそれは物理的安全感を超えて心的安全空間（小

谷, 2005）の追究が必要であろうとする仮説を置いた（小谷, 2003）。

心の宇宙が十分安定すれば、身体的、社会的脅威を克服する道筋が

見えてくるであろうと考えたのである。その仮説を踏まえ、精神分析

的システムズ理論におけるアイソモルフィック・ダイナミズム（同

時並行力学）の原理を頼りに、心的安全空間生成のミクロ的アプロ

ーチとマクロ的アプローチの統合的展開力動がシステムの揺動的平

衡原理に拠って説明できる理論的視座を確立した。われわれの多元

統合集団精神療法における治療原理の一般原理への展開仮説である。

即ち、個人の心的安全空間が世界の安全空間の基礎となる。世界

の安全空間は、揺動的過程の中で個人の心的安全空間の揺動的平衡

を生む。また個人の心的安全空間も、個人の揺れをなくしてしまう

のではなく、むしろ積極的に揺れの中に個人を置き、絶え間ない変

化の過程を保持することに拠って保たれるものである。われわれの

グランドセオリーであり、そのダイナミズムを保持するための介入

刺激の変数原理の追究を研究課題とした。

展開

マクロとミクロのシステムにはあるアイソモルフィックな連鎖が

ある。一般システムズ理論の原理である。世界のマクロは宇宙、物

質の化学的性質を持っている最少単位が分子であることから、ミク

ロは分子であろうか。この間に、人間がありその人間の集合が構成

する組織がある。個人は生命体としての独立したシステム（living

system）であり、組織はその個人が一定の規範のもとに活動やも

のを介して構成されている社会システム（social system）である。

個々に異なった生命システムとその集合活動によって構成される社

会システムの連続性を維持するためには、必要条件として一定の階

層システム構造を確認する必要がある。但しそれが果たして十分条

心的安全空間の臨床心理学的・心理教育的研究

グローバル社会を支える心の宇宙
コーディネーター：小谷英文
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件であるかに関しては、まだ確かめられてはいない。必要条件が満

たされているものとして、そのシステム連鎖に仮定されるミクロか

らマクロ──個人から組織、マクロからミクロ──組織から個人へ

の同時・連続的関係力学を追究し、それを傍証、実証していく研究

の流れが精神分析的システムズ理論である。

目下の所、個人をシステム論的に見る精神分析原理は、組織行動

理論への応用が可能であり、組織をシステム論的に見る社会システ

ム理論が個人の行動理論に応用できることから、両者の縦軸の連鎖

は緩やかに認められるものとして運用できる成果をあげつつある。

その臨床理論と技法を、実践研究に拠って確認し、実証的にそれら

の体系を描き出し、原理と技法の実証へ向けた変数の整理を進める

ことにおいて、研究は、国際連携、若手研究者養成の展開によって

拠点形成を進めその裾野を広げつつある。

若手育成・海外連携事業及び活動

1．2004年ニューヨーク国際研究会議「Psychoanalytic Theory and

Practice: Creating a Safe Space for Individuals and Groups」

2．2004年　東京国際研究会議「An Experiment and Theoretical

Review: Creating a Safe Space in the Individual, Group and

Community」

3．2005年　東京国際カンファレンス「思春期・青年期の心的安全

空間生成過程と現代的課題」

4．2005年　日本集団精神療法学会　於、札幌　理論研究発表「集

団精神療法における安全空間力動」

5．2005年　台湾実験ワークショップ（7th Pacific Rim Regional

Congress of Group Psychotherapy, 4th Asia Pacific Conference

on Psychotherapy にて行われた）「An Experimental Group

Workshop for Safe Space in Human Mind Beyond Culture」

6．2006年　東京ワークショップ「Basics of Psychoanalysis」Dr.

Harold Stern, Founder of Center for Modern Psychoanalytic

Studies

7．2005年　広島実験ワークショップ「個人、学級集団、学校組織

に於ける安全空間の創生：教師による教師のための学びの協同

作業空間の生成」

8．2006年　広島実験ワークショップ「教職者の教育的対話力の復

活に向けて：徹底現場主義によるスキルアップ

9．2007年 国際実験ワークショップ「安全空間と共生の道を探る

国際ワークショップ」於、ハワイ島

10．2008年　国内実験ワークショップ「撤退から前進へ、怒りを

愛に」於、沖縄

個人集団精神療法による精神内変化の兆しを、集団による小宇宙

で大きく安全に受け変化を促進安定させる「個人－集団コンバイン

ドセラピィ（individual-group combined therapy）」によって、青年

期に激しい揺れを示す人格障害患者の心理治療成功例をベースにし

た治療機序理論を、ニューヨークにおいてアメリカ精神分析学会、

アメリカ精神医学会及びアメリカ集団精神療法学会の重鎮をコメン

テーターに招き、若手研究者の発表をもとに検討することを全ての

プロジェクトの出発点とした。そこで明確化された治療機序と治療

的要因を検討した結果、それらの中核媒介変数を『心的安全空間

（psychologically safe space）』と、同定した。西洋文化の個人と社

会のあり方を繋ぐ所に育まれた文化の治療法とも言える精神分析と

集団精神療法は、興味深いことに「安全」の概念を置いて来なかっ

たことが改めて認識された。土居健郎の功績に拠って西洋に知らし

められた「甘え理論」は、依存性を全て病理と看做しがちであった

従来の精神分析理論に、F.-F. ライヒマンをして「healthy AMAE」

もあると言わしめた大きなインパクトになっていた。しかし同時に

甘えは、主観体験の日本語に制約された日常用語であるために、事

象の取りだしとその心理力動の意味を一様にとらえることの困難な

面もあり、学術的には抽象的理解に留まる嫌いがあった。「安全空

間」の概念は、物理的に経験できる空間として同定が可能であり、

その心理学的体験が内在化されたものとしての「心的安全空間」は、

発達的変化を辿ることのできるものである。「甘え」は換言するな

ら、安全空間の体験の中の一様式である。安全空間概念の定位と提

唱に拠って、われわれはそれまでの西洋文化に於いて見過ごされが

ちであった心の安定力動の新たな局面を描くことを可能にした。「安

全空間」概念によって、精神の安定をこれまで攻撃－防衛のリニア

ーな力動に頼って見過ぎていた西洋精神分析学の弱点に対し、立体

的多元的な力動の視点を提供できる可能性を示唆することが出来た。

その理論を、より実践レベルで検討するために国際実験ワークシ

ョップを呼びかけ、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、台湾

の学会会長もしくは研究部長歴任の指導的精神療法家の参加を得て、

研究のための実験的「個人－集団コンバインドセラピィ」を実施し

た。そこで発達理論の再検討に拠る心的安全空間の生成原理から、

個々の人間関係、集団、組織における複雑な人間関係力動下におけ

る心的安全空間の創成技法の妥当性とその創成メカニズムが検討さ

れた。結果、鍵となる力動はシステムバウンダリーにあることが同

定された。バウンダリーの透過性あるいは開閉機能が、システム間

の情報とエネルギーの交換を調節し、それによって安全の操作もな

される。その安全操作がどうバランスよく保てるか、またそれはど

のようなエネルギーと情報に拠って可能になるか、自我心理学と自

己心理学を統合することに拠ってその力動が再構成された。この理

論を技法化することに拠って、心的安全空間の創成原理仮説の公式

化が可能になる。この公式に拠って変化変数を定め、晴海において

再度の研究会議を重ね、札幌で開かれた日本集団精神療法学会にお

いて、若手研究者を含めて学内研究員ほぼ全員で成果発表を行い、

続く台湾における国際学会においては成果発表に加えて、ワークシ

ョップによって研究成果をデモンストレーションによって紹介した。

それらの成果を踏まえ、若手心理臨床技術精練のワークショップ

や、その教育界への応用を現任教師ワークショップによって展開し、

ハワイ島にて、これまでの理論を国際的な研究者の連携によって総合



的に検討するための国際実験ワークショップを行った。それをさらに

今年国内においてワークショップを重ね、研究成果の検討を重ねる。

政策提言

1．2006年　マレーシア　世界心理療法研究会議（於、World

Congress of Psychotherapy in conjunction with 12th Malaysian

Conference on Psychological Medicine）「Symposium: Group

Psychotherapy」

2．2007年　松江研究会議「日本の神話に見る心的安全空間思想：

小泉八雲の視点と現代精神分析的視点から」

3．2007年　日本心理臨床学会第 26回大会　公式シンポジウム

『大きい臨床、小さい臨床：組織・集団・個人』―『学級崩壊

の歯止めと再生』の事例から―

4．2008年10月　国際学会を主催、第6回国際集団精神療法集団

過程学会環太平洋地域会議＆第16回国際力動的心理療法研究会

於、松江市　本研究プロジェクトをメインテーマとする

“Creating New Space beyond Internal and External Wars”

本プロジェクトによる学術的研究成果は、随時学会に於いて発表

を重ねてきたが、研究成果を政策として提言する機会も積極的に作

ってきた。津波災害の地マレーシアでは、研究代表者小谷が国際集

団精神療法集団過程学会の他の2理事と共にシンポジアムを組み、

災害支援に於いて最も強力な処方となる集団精神療法のアジアへの

普及を訴え、反響を得た。それが、2008年の松江に於ける国際学

会に結びついた。アジアの心のあり方と心的安全空間の関係を、日

本人心性の研究や神話研究からも紐解き（Parker, 2007）、イギリ

ス、オーストリア、イスラエル、アメリカの精神分析家とビデオカ

ンファレンス機器を用い研究討議を重ねている。アジア発の心的安

全空間理論のグローバル社会への貢献をテーマに、世界へ政策検討

を訴える予定である。国内的には、学会公式シンポジウムを公開し

市民に向けての提言を行う予定である。また2007 年の日本心理臨

床学会では、会場に1000人の参加者を得て、心の安全は個人と組織

に同時に働きかけるべきだとの提言をシンポジウムによって行った。

プロジェクトの成果の総括

心的安全空間を個人の精神内と集団、組織さらには社会に確保す

る上で鍵になる概念は、「バウンダリー」であることが確認された。

個々人が皆同じになってひとつになろうとすることではなく、互い

に異なることを認めそれを相互に保障し合うことによって、外的安

全が守られるだけでなく、それによって個々人のバウンダリーが尊

重され、人は自分自身の中に安全空間を持つことができるようにな

る。言うまでもなくそれは、受け身的に与えられる安全ではなく、

自らの人格を育て上げることによって獲得されるものである。われ

われは、人格の構造の中に安全空間を育て保持することの発達理論

とそれが損ねられた時の修復、治療の原理と技法を明瞭にした。そ

れはまたシステムズ理論と揺動的平衡論が説くように、システムが

常に生きている、動いている即ち揺れていることに最も基礎の原理

がある。個人も組織、社会も常に変化する存在でありシステムであ

る。その変化から逃げないで、揺れを怖れないで、むしろ揺れを個

人だけでなく組織や社会とともに共有しながらその平衡を保ってい

く道をわれわれは追究すべきである。その心理社会的、技法をわれ

われは提供できる。

世界の平和、安全、共生は、具体的にそれを構成する個人に出発

し、世界に達し、再び個人に還る連鎖の中で、個々人の、そして組

織社会の柔軟なしかし確固としたバウンダリーが侵されない相互作

用が展開する所にある。われわれの結論である。

個人の人格の発達、生きたシステム（living system）としての組

織の発達を同時に様々な方向において、すなわち同時異方向的に支

援するシステムを構築していかなければならない。その意味では、

世界的に重要な課題は、『教育』であり、しかもその教育は個々人

と集団、組織、社会を硬直化させない、いつも生きているシステム

として絶え間なく動き、相互のシステム間でエネルギーと情報の交

換を展開していくものでなければならない。単に知識の教育ではな

く、エネルギーの交換のある『教育』を、人類は再編しなければな

らない。グローバルな「生涯教育」こそが最も平和、安全の基盤と

なる政策である。
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はじめに

地球の構成員一人一人がかけがえのない存在であることを認める

民主的な社会を希求し「恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の

人々の最高の願望として」1948年「世界人権宣言」が採択された。

しかしながら、その理想はまだ実現していない。それどころか産業

革命以来の急激なエネルギー消費が地球の生存圏を脅かし始め、ま

た富や人口構成の不均衡など人的要素が、民主的社会の存在基盤を

揺るがせている。我々人類を含む生命が地球の大気圏という狭いと

ころで生き延びてきたという事実を知り、その生存を持続させるた

めの智慧をもつことの必要性が現代ほど意識される時代はなかった

のではないか。その人類の智の在り方を明確化できたことが本研究

の成果として挙げられる。

本研究が遂行された時期

本研究が開始された2003年は、私にとっては日本学術会議第19

期若者の科学力増進特別委員長として「科学と社会」の在り方につ

いて関わり始め、2004年4月20日声明「社会の対話に向けて」を

総会に提案し採択された。また、2004年6月16－18日マレーシア

で開催された「中等学校における理数科教育に関する国際会議」に

日本学術会議の代表団として参加した。2004年10月17－22日に

は、日本学術会議二国間学術交流の一環として、ICSU（パリ）、

EU本部「科学と社会」委員会（ブリュッセル）、王立協会（ロン

ドン）を訪問した。この訪問を契機として、2005年3月9－11日

「科学と社会フォーラム2005」（EU本部、ブリュッセル）に日本学

術会議代表として参加することとなり、後に本学にEU本部「科学

と社会」委員会顧問を招聘して、EUの科学技術政策を共同担当す

る契機となった。

2004年9月30日には、翌年の「世界物理年」に向けて関係学

会・機関に呼びかけて「世界物理年日本委員会」を結成し、2005

年4月23日「科学と技術、地球環境と人類の未来のための東京宣

言」を採択し、また2006年4月8日開催のシンポジウム「万民の

ための科学」までに様々な活動を行った。

2005年度、本学を中核機関として文科省科学技術振興調整費

「科学技術リテラシー構築のための調査研究」を発足させ、その代

表者をつとめた。その成果を受けて、2006－2007年度文科省・内

閣府科学技術振興調整費「日本人が身に付けるべき科学技術の基礎

的素養に関する調査研究」が発足し、その委員長を務めている。

学内においては、2005年に一橋大学、国際基督教大学、東京外

国語大学、津田塾大学がEUIJコンソーシアムを結成したことを受

けて、「EU統合と科学と社会の対話に向けた科学技術政策」を開

講し担当した。また、2006年度から理学研究科基礎科目「科学と

社会」を開講し担当している。2007年度には三鷹ネットワーク大

学における国際基督教大学企画として「サイエンス・リテラシー・

カフェ」を実施し、社会との対話を深めている。以上、本プロジェ

クトの開始は、ちょうど私自身が学内外における「アカデミアと社

会」との対話の活動を始めた時期と重なり、当初予期しなかった多

くの知見と成果を挙げることができた。

成果

1．学内における科学と社会に関わる教育を充実させることができ

た。先ず、2006年度から発足した理学研究科の授業「科学と社

会」において、国際特許に関わる弁理士を招聘して、科学技術

研究の社会的意義として特許制度についてその現実を話して頂

いた。さらに、科学技術基本計画の立案に関わった行政官に、

日本の科学技術政策について話して頂いた。学生たちは、科学

技術が使われまた企画される現場の様子を知ることができた。

2．本学におけるEUIJコンソーシアムの授業とCOEとを結びつけ

ることによって、EUIJの授業に日本の科学技術政策の側面を加

えて、より広い視点から欧州と日本の科学技術政策、また科学

者の平和運動への関与について理解を深めることができた。欧

州の科学技術政策担当の講師、日本の科学技術政策担当の行政

官、学生が一緒に議論をする、という状況が生まれた。また、

欧州の物理学者が取り組んでいるセサミ計画（中東に放射光施

設を建設して中東における国際的科学共同研究を推進すること

によって中東の平和に寄与しようとする運動）について、日本

側で支援している研究者に解説をして頂いた。

3．「科学技術リテラシー」プロジェクトと結びつけることにより、

日本学術会議とCOEとの共同企画として、サイエンスアゴラを

会場にして「科学技術リテラシーの効用～ライフコース構築の

観点から～」を開催した。これは、一般市民、科学者、技術者

が集まって将来の日本、世界の状況（気候変動、戦争、飢餓と

飽食、環境破壊など）に対して人類が養ってきた叡智を活かす

ことを議論する場として企画した。

4．「科学技術リテラシー」プロジェクトにおいて、科学技術につ

いての広報活動を行っている科学者による講演を共同で企画し

た。そこで、科学技術についての社会の共感と理解を増進する

ための戦略について様々な視点から検討することができ、今後

リテラシーを実装していくための参考となった。

グランドセオリーへの寄与

「平和・安全・共生」が確かである社会を創成するためには、

我々人類が大きな時間、空間の関係性の中でどのような位置にある

のかを理解して、その中での人類として地球史に対する責任性、倫

理性を確立することである。科学技術の知識が単に個々の事例につ

いての知見の蓄積であることを超えて、我々人類（個人、社会も含

めて）の存在の歴史的意味、他の生物種に対する責任、さらに全て

の構成員がかけがえのない存在であることの認識を、科学的方法と
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論理によって明確に把握することである。これによって、「科学技

術の知」から「科学技術の智」へ進化していくものと考える。すな

わち、21世紀を理想の姿とするために、先ず我々人間存在につい

ての知識を確かなものとしなければならない。我々はどこから来て

どこに進もうとしているのか？　そのために、断片化した知を再統

合することが必要である。

それでは、どのような智が、「持続可能な民主的社会」を実現さ

せるのであろうか？　現在の科学技術の知識は膨大なものであり、

また、個別に深く進化してきており、それを全て網羅したものを個

人が身に付けることは不可能である。しかしながら、それぞれ個別

分野で発展した科学技術は、それぞれが人間の行いである以上、そ

の根底においては人類全てが共有できる「サイエンス（知を求める

行為）」があるはずであり、それを共有することが、科学技術の最

先端の研究の現場同士を結びつけ、あるいは、最先端の専門家と社

会一般との間に共感を起こすのであり、職種、階層、年齢、学齢の

差を超えて、相互に理解しあって協同する基礎となる。つまり、科

学的知（Scientia）としてのサイエンスは、客観的普遍性を求める

行為であり、それを基礎に人類は知を共有し、協同できるのであ

る。

しかしながら、人類が進化の中で身に付けてきた知識の行為は、

客観性普遍性を求める知「科学的知」だけではなかった。自らの存

在自体の意味と他者との関わりの意味を問うことによって、客観的

普遍的知を協同して活かしていく知「倫理的知（Conscientia）」も

獲得してきたのである。後者は人類に倫理意識を育んできた。「科

学的知」も「倫理的知智」も、ともに真実を知ろうとする行為であ

り、この二つがともに働くことが、人間を人間とする「智」ではな

いか、と考える。特に、「技術」はこれら二つの「智」が出会う領

域として位置づけて、科学技術のありかたを考えていくべきであろ

う。

そのためには、我々の認識自体が、分析的ないしは還元主義的な

ロゴスの思考過程と直観的総合的なパトスとがあることも重要であ

る。つまり、分析的な科学技術の素養だけではなく、日常性に回帰

する認識をも重視する科学技術の素養も求められているのではない

か。「智」の構築のためには、我々がどこから来て、どこにいて、

どこに向かっているのか、という問いかけが重要である。その問い

かけのための知識の構造、認識の様式に関する素養を共有すること

が重要である。我々が人類として幾世代も継続してきたようにこれ

からも継承して行かなければならない。

科学技術を単に科学研究者、技術者だけが関わるものとしてでは

なく、人間の在り方を含めて、社会・経済・政治などの関係性のな

かで考えるべきものであり、社会の文化資産の継承として次世代の

育成の視点からも考えるべきものである。その中には、伝統的な文

化や宗教、習俗に根ざした自然観、感性の中に、智の可能性を探る

ことも重要となる。

〈北原和夫〉

Promoting Peace and Sustainability through
Scientific Cooperation

●●A summary of project’s findings:

In order to have peace in the world, the people of the world

must live in a relatively clean and supportive environment.  Our

environment has increasingly suffered a number of man induced

shocks which have negatively impacted the quality of our air and

the stability of our climate. In order for us to be able to determine

what damage has occurred and how we might possibly halt and/or

repair it, we first must have a way to accurately monitor our envi-

ronment.   Some nations and organizations are apposed to partic-

ipating in the Kyoto accord largely because they trust neither the

accuracy of the science nor the extent of the damage.  Here at ICU

we have been studying the atmosphere, weather patterns and the

climate via very new measurement techniques which can be classi-

fied as “Radiometric Meteorology”.  We have been using the natu-

rally occurring radioactive elements in the atmosphere as tracers or

a means for monitoring and understanding how our weather works.  

In addition this project has promoted peace directly by gathering

scientists from many countries (Japan, the Netherlands, United

States, New Zealand, Fiji and most recently Canada) in a collabora-

tive effort for the common good.  It is our belief that one of the best

ways to promote peace is to demonstrate how to work together

peacefully, and through our mutual efforts.

From a strictly technical point of view, here is the hard science

of what we have been doing: Measurement of the time dependent

ratio of the gamma radiation from the naturally occurring radon

progeny, 214Pb and 214Bi, concentrated from collected rainwater

enables the determination of the initial activity and the elapsed time

since that activity was removed from secular equilibrium. Positive

and negative ion exchange resins are used to extract 214Pb and 214Bi

ions from 10s of liters of collected rainwater, and gamma radiation

from these samples are measured in 5-10 min intervals with a

portable high-resolution gamma ray detector. The measured evolu-

tion of these two activities from secular equilibrium to transient

equilibrium has meteorological applications: 1. determination of the

initial absolute activity, 2. determination of the average elapsed

time between the formation of raindrops and the time they reach

the ground, 3. determination of rainfall rates from atmospheric

activity, 4. use as a tool for investigating excess radiation from light-

ning, and 5. use as a tool for understanding droplet and cloud for-

mation.



●Our project’s relation to the Grand Theory:

It is our premise that all theory must be validated via experi-

ment and demonstration.  The experiments we have performed

have been on two levels: technical and sociological.  The technical

aspects have the purpose of gaining a better understanding of our

atmosphere and our climate.  In order for the nations of the world to

live peacefully, they must have sufficient resources such they are

not warring against each other to protect or maximize the little that

they have.  This is especially true if these resources are diminishing

in quantity and quality.  In addition to the technical aspects this pro-

ject has promoted peace directly by gathering scientists from many

countries (Japan, the Netherlands, United States, New Zealand, Fiji

and most recently Canada) in a collaborative effort for common

good.  It is our belief that one of the best ways to promote peace is

to demonstrate how to work together peacefully.  

●Accomplishments in educating/training graduate
students:

Several graduate students have participated in this work, but

only one, Ms. Nahoko Itoh, was an ICU student.  She recently

(March 2007) received her Masters Degree in Physics and has now

taken a permanent post in San Diego, California.

●International Collaboration with researchers
and/or institutions based outside of Japan:

Some of the institutions directly involved in or hosting partici-

pants of this project:

Physics Department, University of Auckland, Auckland, New

Zealand; KVI, Rijksuniversiteit, Groningen, The Netherlands;

Medusa Explorations BV, Groningen, the Netherlands; Geology

Dept., Florida State University, Tallahassee, Florida; Meteorology

Dept., Florida State University; Physics Dept., Florida State

University; Physics Dept., Florida Institute of Technology; Physics

Dept. University of Florida; International Lightning Center, Starke,

Florida; Physics Dept., University of Victoria, BC, Canada; Physics

Department, University of South Pacific, Suva, Fiji.

●Policy recommendations:

It is recommended that this type of Radiometric Meteorological

research continue, and that all theoretical propositions about

peace, be tested experimentally in research labs and through the

interaction of peoples of different nations working harmoniously

towards a mutual goal.

〈M. B. Greenfield〉
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（1）CGSプロジェクト

CGSは、設立年である2004年から4年間、「アジアにおける人

間の安全保障とジェンダー」というタイトルで国際ワークショップ

を開催してきた。学際的なジェンダー研究という点を体現化するた

めに、国際ワークショップを次のように企画した：2004年度は社

会科学の視点から；2005年度は人文科学の視点から（副題、「アジ

アのジェンダー表象」）；2006年度は自然科学の視点から（副題、

「アジアにおける＜身体の知＞とジェンダー」）；そして、2007年度

は総まとめ、「アジアにおけるジェンダー：これまでとこれから」。

以上の国際ワークショップの成果は、『アジアから視るジェンダー』

に収録して刊行する。

プロジェクトの背景：

1993年からの約10年間、韓国の梨花女子大学が中心になって進

めてきた、アジアにおける女性学の可能性を探るワークショップに

参加してきた。そのとき、アジアの女性学ジェンダー研究関係の研

究者たちの研究室には、同じような英語圏の文献がそろっているこ

とに改めて気づき驚愕した。アジアの研究者は、英語圏の研究成果

に直接つながっているにもかかわらず、アジア近隣諸国のジェンダ

ー事情については、実はよく知らない。それ以上に、知っていない

ことに気づかないし、気づいても研究者として困るという感覚を持

ってもいない。そして、欧米においては「アジア」の情報は、分析

の対象となるデータではあっても、欧米の理論と同等の価値をもつ

「知」として取り上げられることがない。そこでこのプロジェクト

は、アジアにいる私たちが、ジェンダー研究の領域でも支配的な西

欧中心主義的な思考力学を意識化し、それに挑戦していくべきであ

るという認識から始まった。

このプロジェクトを担った ICUのジェンダー研究センター

（CGS）は、西欧中心主義的な思考方法から脱し、新しい知の地平

をアジアから拓くという壮大な目標を掲げて出発した。このプロジ

ェクトでは、まずはそのための土壌作りに着手し、「アジアにおけ

る人間の安全保障とジェンダー」と題する国際ワークショップで、

次のような成果をあげることができた。

（2）プロジェクトの成果

ジェンダー研究アジアネットワークの形成：

最大の成果は、日本だけでなくアジア諸国・地域のジェンダー研

究に関心のある研究者や活動家が問題意識を共有するネットワーク

を形成し、これからの活動の基盤をつくったことである。国際ワー

クショップには毎年アジアの7～9カ国・地域から参加者を招聘し

て議論をし、4年間で日本を含めて、大韓民国、台湾、ベトナム、

タイ、マレーシア、インド、インドネシア、中華人民共和国、フィ

リピン、バングラディッシュ、香港と12アジア諸国・地域という

地域的広がりをカバーする、ジェンダー研究に関心のある人たちの

つながりを形成することができた。

宗教的背景も、歴史的文化的背景も異なる、非常に多様な文化や

社会体制を背景にしたアジア諸国・地域にいる私たちが、直接顔の

見える場で話をし、それぞれの国や地域の情報を交換し議論する機

会をもてたこと、アジアの近隣諸国のことについて知らな過ぎる自

分たちについて自覚し、横につながることで新たな知の展開への可

能性を感じることができたこと、そしてさらに参加者の間のネット

ワークだけでなく、参加者がそれぞれの国や地域で活動しているネ

ットワークにも意識的につなげていくこと、そしてワークショップ

終了後も継続してネットワークを活性化していく意義を共有できた

ことなど、大きな成果である。この4年間に培ってきたネットワー

クは、これからのわれわれの活動の貴重なリソースとして重要な役

割を果たすことが期待されている。

新しい知のアジアからの発信を考える際、研究と活動、理論と実

践をブリッジするようなワークショップが必要であるという立場か

ら、積極的に研究者と活動家のコラボレーションを企画した。その

結果、研究者にとって現場の力をまざまざと感じることができた。

知の権力性が問われる昨今、それぞれの現場で人々の生活にかかわ

って活動してきている人たちの現実と実感を、研究者はもっと理解

し現場の当事者性を生かすように理論化していく必要がある。研究

者による現場の実態の理論化は、活動家にとって現場での活動をよ

り一般化抽象化させて理解を深める助けとなる。特に新しい知の発

信をアジアから考える際、活動家との協働は必須となる。今回のネ

ットワーク活動に、研究者だけでなく、活動家との協働を組み込ん

だことの成果は大きい。

近代化・産業化とジェンダーの視点：

近代化、産業化、西欧化がすすんだ方が、より優位でありより優

れているという、西欧中心的で単線的な進歩主義を脱することを意

識化し、多様な差異から学ぶ姿勢を共有した。そして、近年グロー

バル経済化が急速に進展する中で経済発展を経験しているアジア諸

国・地域において、経済的政治的文化的資源の不平等な分配が急速

にすすみ、そのしわ寄せが女性に来ている状況に関して認識を共有

することができた。リプロダクティブ・ライツ、出産・中絶、識字

率、教育へのアクセス、経済手段へのアクセス、貧困、国際移動、

ジェンダーの表象などさまざまな領域で、国家・地域間で、国家・

地域内で格差が拡大し、低い階級、少数民族など周縁化された人た

ちの中で、さらに女性にそのしわ寄せがいくというパターンがみら

れた。
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女性の身体とコロニアリズム：

日本の研究者や活動家がアジアの人たちと一緒に議論していく場

合、日本のアジアへの軍国的侵略や戦後の経済的侵略、最近の文化

的侵略など、日本の側がコロニアリズムの問題をきちんと取り上げ

ていく必要がある。今回のワークショップでも、日本のまた西欧に

よる植民地の経験をとりあげ、特に近年の文化的表象的な側面での

コロニアリズムについて議論した。特に、アジアの女性の身体が、

西欧の男性の視線から特異な意味をおびた商品としてモノ化される

一方で、女性自身も西欧化する身体を希求して消費行動へと駆り立

てられていくという、作られる女性の身体にコロニアリズムの過程

そのものがみられるという議論に発展した。西欧的な男女二元論が

近代化のプロセスで支配的になっていったタイの経験などからも、

西欧中心主義をずらしていく視点の重要性が認識された。

会議の言語としての英語：

二国間での会議を行う場合には、それぞれの言語での発表を互い

に通訳しながら行うことができるが、3カ国以上となると共通語と

して英語が使われる場合が多い。しかし、アジア諸国・地域におい

て英語を自由に使うことができる人たちは、エリート層に属する場

合が多い。つまり、英語をコミュニケーションの道具とするような

会議を開催すると、出席者はある特定の階層に属する人たちに限ら

れることになる。また、アジアのような文化的歴史的な背景が非常

に多様な地域の場合、英語では十分にニュアンスまで伝えることが

できないこともある。特に少数民族の言語は、モノ、カネ、情報、

ヒトが国境を越えて移動しやすくなったグローバル化時代におい

て、圧倒的な強さを持つ英語の優位性の前に、急速に消滅しつつあ

る。英語の使用に統一していくことは、これまで存在した多くの情

報の消失に加担することになるだろう。その多くの情報は、弱いも

のの視点を表す情報、「社会的弱者」をめぐる表現を多く含んでい

る可能性が高い。効率性だけで議論を進める危険性をもっと自覚し

ないといけないのではないか、と問題提起をし、今後の課題とし

た。

（3）本プロジェクトとグランドセオリーとの関連：

本プログラム「アジアにおける人間の安全保障とジェンダー」の

国際ワークショップでは、「誰のための」安全保障なのか、だれの

視点に立って論じているのか、という立ち位置の問題が共有化され

た。「人間の安全保障」を考えるとき、常に意識して「社会的弱者」

の立場に立つことが必要である。人の集団である社会では、常に力

関係が働いており、構造的にしわ寄せを引き受けさせられている者

の声は奪われている。「社会的弱者」の立場に立つということは、

強者が自分たちを安全な場において、弱者の問題として見るという

視線のあり方自体を批判的にとらえることである。ジェンダーの視

点からみれば、「女」と「男」の非対称な関係から女性が男性より

も不利益な立場に置かれることが往々にして起こるが、これは決し

て「女性の問題」なのではなく、それよりも「女性への不利益を引

き起こす」まさに「男性の問題」ということである。平和・安全・

共生のグランドセオリーを論じる際には、この立ち位置の問題が非

常に重要だと考える。

（4）海外との連携

今回のプロジェクトでは、アジアから新しい知の発信を行ってい

くために、まずはアジアでジェンダー研究に関心のある研究者や活

動家のネットワークを形成し、情報を共有していく必要があると位

置づけた。CGSと招聘者、招聘者間、そして、各招聘者がそれぞ

れに培ってきた地元のネットワークへと重層的につながるネットワ

ークの形成を手がけた。顔の見える関係を大切にしながら、近隣諸

国のジェンダー事情を理解し、情報の交流や研究活動の協働を自覚

的に行っていくことが重要となる。今回、CGSはジェンダー研究

関連の研究所との連携にも力を入れ、マレーシア国立大学のCGR、

韓国女性研究所、アジア女性学センター、フィリピン大学女性学研

究所と連携し、今後ジェンダー関連領域での共同研究をおこなうた

めの基盤づくりをおこなった。
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Summary of Project’s Findings

2005.  In February of 2005 the first ICU-COE North East Asian

Dialogue brought together Japanese, Chinese, Korean and

Russian students and civil society members.  Using the BDA/SDDP

“root cause mapping” software they identified 78 major obstacles to

intercultural communication in North East Asia. Eleven were

selected as being of most importance, and of those, three were of

particular importance: 1）there are few opportunities for Japanese,

Koreans, Chinese and Russians to get together all at the same time

for any reason, 2）there is not a functional language of wider com-

munication in North East Asia, and 3）there is the issue of contest-

ed history.  The latter was seen as the “root cause” or fundamental

obstacle.  If this obstacle could be addressed, it would positively

affect the ability to address all the other obstacles.

2006.  In 2006 a second Dialogue, Sharing Narratives, Mapping

History, using a Bohmian open-dialogue format（Bohm et al.,

1991）, enabled more than 30 Japanese, Chinese, Korean and

Russian students and civil society members（including various

minorities, e.g. Ainu, Okinawans, Evenki, Khanmigans and various

kinds of Koreans, both Chinese and Japanese, and various kinds of

Japanese “returnees” from Siberia, Manchuria and North Korea,

and of people left behind in all three areas）, to share and video-

tape 20 minute historical narratives that are being archived on a

website and translated into five languages to provide a basis for

future dialogues, even after government funding has ended, on the

interaction between national narratives, generational narratives,

indigenous narratives, hidden histories, etc., as we go about the

process of constructing an inclusive regional history.（Wasilewski,

2006 and Hays & Wasilewski, 2006）What was remarkable was

the quality of human relationships that emerged from the work of

videotaping each other’s narratives in the Dialogue Circles.  Real

listening was accomplished（only clarifying questions could be

asked）, and a small step was taken in the creation of a multi-focal

regional history.

2006-2007. Nurturing Transnational Non-State Actors

（TNNSAs）:  Various activities were supported that nurtured

TNNSAs, in the North East Asian region such as the TKU/ICU ACT

I & II Transboundary Environmental Conservation Activities, the

participation of ICU and TKU students in two North East Asian inte-

gration conferences in Seoul and Ulaanbaatar, the joint

ICU/Nanjing INP Project,  the Nanjing-Tokyo Academic Partnership

Conference, and the Growing Green Leadership Internship.  Such

transboundary civil society actors have been identified as key fac-

tors in the reconciliation of Germany with the rest of Europe in the

late 20th and early 21st centuries（Gardner-Feldman, 2006）.

The Hassan Ozbekhan Planetary Web Dialogue:  ICU and TUF

graduate students from eleven national backgrounds in East and

Central Asia and the Pacific Basin participated in a web-based dia-

logue, called Webscope, based on the BDA/SDDP, to begin to

design a global governance space, the 21st century version of the

Agora of ancient Athens.  This was a step in the use of computer-

assisted structured dialogue to enable effective dialogue and issue

management in a virtual environment.  This week-long dialogue

featured both synchronous and a-synchronous activity.  Fifty-six

descriptors of an ideal Global Agoras where public planetary dia-

logue could take place were generated.  These were sorted into 14

clusters, and five factors were seen to be of fundamental impor-

tance with  the issue, “language over passing cultural differences”

being the fundamental issue.  That is, “ideas must be ‘translated’

not only into different spoken or written world languages, but they

should be translated into language that would over pass cultural dif-

ferences and barriers of different thinking.”  If this can be done,

then “democratic participation in guiding the evolution of planetary

civlization can be optimized” and “participants can be trained in cul-

tural sensitivity” so that we can experience the Agora as “a place

where we can all be ourselves together” and finally create “less

GDP and more Happiness and Health.” 

Relationship Between Grand Theory and

Each Project

Boundaries as Opportunities.  As we continued our exploration

of boundaries, we began to see boundaries as opportunities.

Rather than being a line that divides, a boundary can be an inter-

face that connects us in a possibility for mutual discovery and learn-

ing.

The Keys - Three C’s.  However, there are three keys to explor-

ing boundaries, Three C’s:  Curiosity, Courage and Commitment

（Tagawa,  2005; Nakagawa,  1992a, b）. We need Curiosity to be

interested in the fact that there is a different point of view.  We need

Courage because the other point of view may profoundly challenge

our present reality.  We need Commitment because thoroughly

exploring the boundary always takes longer than we originally antic-

ipate.

A Global Discursive Ethic of Practice and Process.  Because in

COE Program from a Communication Approach 
- The Boundary Spanning Dialogue Approach -

The ICU-COE North-East Asian Dialogue
（NEAD）Project
Coordinator：Jacqueline Wasilewski

PROJECT 3 共生・教育・ジェンダー

42



a global society we all affect each other, we must forge a world of

practice, at least in the public sphere, which is acceptable to all.  To

do this, we must form new and creative forms of moral relation-

ship（in which we take reciprocal responsibility for each other）

and practice these new forms of relating daily.  But in order to cre-

ate this inclusive and mutual sphere of practice we must be able to

engage in what University of Sidney, Centre for Peace and Conflict

Studies, Associate Lecturer, Genevieve Souillac（2006）（now

teaching International Relations at ICU）, drawing on the work of

French political theorist, Etienne Balibar, calls “moral conversa-

tions” across “value groups” and across “barriers of suffering”.

Souillac further notes that “a self-reflexive dimension is a crucial

component in a globally conceived dialogue”.  “Intersubjectivity and

reciprocity” and the symbolic representation of “society as the col-

lective subject of emancipation” are necessary, if there are to be

“public sites of conscience and action” where, following the ideas of

Godamer, the moral universes of others become less strange, and

there is a kind of “fusion of horizons.”

One of the Japanese interpreters for the 2006 North East Asian

Dialogue, Yuu Tagawa, who also presented the Three Keys men-

tioned above at the opening of the Dialogue, also captured the

process dynamics of the 2006 Dialogue in a series of graphic facili-

tation images that conceive of the dialogue dynamics as transform-

ing the whole system of perception rather than as “breaking” exist-

ing boundaries.

These visuals suggest that Godamer’s “fusion of horizons” was

taking place.

In addition, in a note to Wasilewski after the 2006 Dialogue,

Russian participant, Andrey Krasilshikov, also indicated that per-

haps the 2006 Dialogue succeeded in enhancing the participants’

capacity for engaging in the “moral conversations” across “bound-

aries of suffering” mentioned above ...

I am just writing a quick mail to you to thank you for creating

and actualizing such a terrific event as this intercultural Dialogue.

I would go as far as to admit that these three days spent in ICU

were one of the best times I have had throughout the four years

of my stay in Japan.  Do watch the video shot in our group（２）,

and you will understand why I am feeling so euphoric.  Living in

the country where most people never crawl out of their shells and

then getting a chance to listen to all these sincere stories full of

mixed feelings about their homeland and its future turned around

many of my preconceptions about this country, or rather some of

its people ...

To return to the ideas discussed by Professor Souillac, perhaps

the 2006 North East Asian Dialogue, not only succeeded in

approximating Habermas’（1971）“ideal speech situation”,

where the power relationships of the external world are equalized,

or at least neutralized in the dialogue space, but it also  succeeded

in enacting a version of Balibar’s ideas of radical democracy

（referred to by Souillac, 2006）, a democracy based on nonvio-

lence, openness and social solidarity, in the enactment of a kind

of “discursive idealism” characterized by “civility as a communi-

cational ethics”.

MIID Communities.  So, the issue is how to create MIID

Communities, that is Multi-centered,  Interlinked, Inclusive,

Discursive Communities.  These emergent communities  formed

around the task of dealing with complex issues are a necessity.

Policy Recommendations

Basic Principles for the Co-Evolution of MIID Communities.

Out of all this conceptual and practical activity, some basic princi-

ples for the co-evolutionary construction of such MIID Communities

have been identified.  They include ...

1.  Everyone affected by a decision should be included in the deci-

sion-making process.

2.  The atmosphere in the decision-making circle should be one, as

a Cook Island Maori woman speaking at an environmental con-

ference in Vanuatu in 1991 said, “where the voice of a

Hummingbird is listened to with as much respect as the voice of

an Eagle.”

3.  If we have a goal of nurturing the most vulnerable members of

our societies ... children, women, the elderly, small cultures,

any endangered entity（including nature）..., we will have cre-

ated a system that is fairly nurturing of us all.

4.  The resulting arrangements should support maximum autono-

my, maximum choice, for the smallest entities within the com-

plex systems that surround us.

... and so the work continues ...

43



Main Outcome of the Project:

The project has been carried out mainly in cooperation with the

UNESCO affi l iated Asia-Pacif ic Center of Education for

International Understanding（APCEIU）in Seoul, Korea with which

were organized three joint research consultation meetings in 2004,

2005 and 2006. Another seminar/forum was organized in Cotabato

City in the Philippines in 2006 in cooperation with the Notre-Dame

Foundation for Charitable Activities INC, Women in Enterprise

Development（NDFCAI-WED）. All together nearly 100 researchers

and education experts（cumulative）from 9 Asian countries partic-

ipated in these research meetings, and the total of 43 case studies

have been presented on both the conceptual aspect of education

for conviviality and the situations of education in 12 Asian countries.

The Seminar/Forum in Cotabato City was held right on the site

of conflict and tension and ICU-COE was instrumental to bring both

academics in universities and NGOs together for the first time in

Mindanao.

The main conclusion is that education for conviviality is not

only valid but also much needed a concept in Asia today.

Furthermore it has been made clear that “kyosei” and “conviviality”

are not Japan’s unique concept, but a similar concept exists in such

other Asian countries as in India, Korea and the Philippines as well.

It is however most popular in East Asia, namely kyosei（共生）in

Japan and SangSaeng（相生）in Korea. It was pointed out that

SangSaeng is rooted in the Confucian-Taoist philosophy.

“Benevolence” is the most important Confucian value to main-

tain peaceful social relations, but the Chinese civilization in general

is more of centripetal nature, absorbing outside cultures into a

China-centered integral Greater Civilization. Therefore the concept

of kyosei or SangSaeng might have emerged from the peripheral

cultural zones facing the greater Chinese civilization so as to main-

tain a correct relationship with China, namely not to be absorbed

into a greater Chinese civilization but to safeguard the identity,

integrity and security of the minor countries by living together with

（共）or by facing directly（相）the great Chinese civilization. Thus,

it may well be a doctrine or an outcry of the vulnerable social and

cultural forces to secure their identity and security. China today

adopts the policy of harmonious society（和諧社会）adopted by

the 16th session of the Communist Party Congress in 2004.  The

ancient civilization in the Indian sub-continent consisted of several

Aryan ethnic groups migrated from Mesopotamia, each retaining its

identity. Brahmanism emerged as a dominant doctrine to reign over

several different ethnic-cultural states. Reg Veda written in these

periods（BC 1200）and perhaps the most ancient document in

human history stated clearly, all human beings should live together

with mutual cooperation... and should acquire knowledge having

common ideals of life. This Brahman concept seems much closer to

the concept of conviviality.

Conviviality is neither assimilation/subjugation to a major socio-

political force or culture nor a temporary or artificial state of peace

through political, diplomatic or legislative/administrative measures

such as ceasefire, armistice, international laws, etc. It is the co-

existence or co-habitation with mutual respect of diverse social, cul-

tural, political and religious entities in harmony respecting respec-

tive identities, and it is thus an animating spirit that helps to orga-

nize peoples into a community infused with an identity, purpose and

love. 

While kyosei is popular in Japan, a quick survey of the use of

the term in a Japanese newspaper reveals that the use of the term

has been phenomenally increased since 1990. It is used mostly in

relation to nature, enviroment, and local community. Furthermore it

is more of a domestic message with no vigor as a global message.

kyosei, unless backed by the elements of conviviality will remain as

a passive concept with no convincing effect as a global message.

As a Korean participant pointed out, unless the scars are

healed in the minds of the victims, there will be no real peace.

Peace is often a state of compromise often dictated by the term of

the winners or stronger forces, and the human rights of the vulnera-

ble are often neglected or even dispensed with in the interests of

the human rights of the power groups. It is clear that peace, human

rights, democracy or sustainable development would not be recog-

nized as universal values unless backed by the concept of convivi-

ality.

Strong winds of globalization are blowing currently from North

to South and from West to East under which various cultural identi-

ties are on the verge of disappearance or distortion, and education

based on the concept of conviviality is very much required today in

Asia in order to safeguard individual identity and at the same time

to ensure development and progress through effective human

development with competence in international competition and

cooperation.

Education for conviviality has its origin in UNESCO initiated

“education for international understanding”（1946）and the project
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briefly overviewed the historical evolution toward  “education for

conviviality,” and its link with various priorities of education in the

past 60 years such as universal primary education, functional litera-

cy, education for all, life-long education, education for sustainable

development, education for culture of peace and major agenda of

Millennium Development Goal（MDG）for the alleviation of pover-

ty.

Various dimensions in which education for conviviality may

operate were analyzed such as 1）education intervention in conflict

resolution such as in inter-country or inter-ethnic conflicts, internal

socio-cultural or political conflicts, 2）reconciliation and national

solidarity building, 3）remedial measures of social gaps and

divides, 4）in emergency and rehabilitation following major natural

and other disasters, 5）measures to evolve caring society, devoid

of crime, violence and discrimination, 6）interaction to safeguard

environment and natural resources and 7）education for culture of

peace in democratic civil society, including conscientization and

preventive measures . 

One often thinks of education in idealistic or neutral terms but

in reality, education, especially the public education system, is

linked very closely to politics. Governments’ political agenda, poli-

cies and strategies as well as opinions of dominant social forces

influence the nature of education. It acts often against the interest

of the minority cultures or the weak sectors. In conflict situations,

education often functions to aggravate the conflicts by giving agitat-

ing and negative information against the opposing parties or coun-

tries. It is hard to implement education of conviviality under the pub-

lic education system in the conflict situation such as North-South

Korea in the past or in India-Pakistan tension. In the cases of inter-

nal tensions and conflicts, this is equally true as the contents and

curriculum of the governments often reflect the interest and views

of the mainstream, while they are hardly acceptable by the oppos-

ing vulnerable or minority parties. This is the case of Mindanao,

Nepal or Sri Lanka. The ultimate solution rests with political settle-

ment as evidenced in Cambodia and Nepal. Preventive education

is also experimented in Indonesia through the quality teacher train-

ing on the assumption that the enhancement of teachers’ quality

and dedication to professional work will avoid inter-ethnic conflicts.

Under the conflict situation, non-formal education by conscien-

tious NGOs has proved effective.  For example, a variety of works

are being carried out through non-formal education by the

UNESCO National Commissions, the UNESCO Associated School

Project（ASP）and other NGOs, academic societies and associa-

tions to promote education for peace, human rights, international

understanding, sustainable development, etc., which are all parts

and parcels of education for conviviality.

Teacher Training has been the main area of action to promote

education for conviviality, shown in the case studies from India,

Korea, the Philippines, etc. However, a study revealed that teacher

training in Japan has much to be desired to improve its quality in

terms of relevance to conviviality.

Another domain of action is curriculum development. There is

a strong awareness in Southeast Asia to give new emphasis on val-

ues education, as the traditional moral or religious education has

become no longer effective, nor relevant to cope with globalization.

Conviviality is one of the key issues in the new values education.

Grand Theory:

Possible contributions of this research component to the grand

theory are given below:

1. Idealism and reality: kyosei or conviviality is neither a mere

paper-concept based on the existing theories and literatures nor

a pedantic academic exercise. It must have direct and valid rele-

vance to the existing cruel realit ies such as agonies in

Afghanistan and Iraq, poverty stricken villagers in remote rural

areas, illiterates, AIDS/HIV, ethnic conflicts in many parts of the

world, while retaining the lofty idealism for peace and conviviali-

ty.

2. It should not be the theory of the winners. It should rather stand

on the side of the vulnerable and oppressed.  In this connection

it must be stressed that education for conviviality requires a

strong foundation of education for all（EFA）and education for

sustainable development（ESD）.

3. Wider perspectives beyond domestic concern, beyond devel-

oped countries to include the third world, beyond bilateral US-

Japan concerns to multilateral and global concerns including the

work of UN and UNESCO.

4. The Grand Theory should serve as effective policy guide for

national governments and other stakeholders including NGOs

and other practitioners for their remedial and preventive actions.
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1．共生・信頼・正義・コミュニティ
：理論的視座

「共生」の時代
「共生」が流行語となって久しい。単語としてはもちろん、多民

族共生・多文化共生・男女共生や自然との共生など、さまざまな合

成語やフレーズとしても使われている。それは、生物学・生態学・

生理学、環境科学・都市工学・建築学、教育学・社会学・哲学・政

治学・経済学などの諸学問分野でも、また、社会政策・環境政策や

社会設計・環境設計・都市計画などの諸領域でもキーワードの一つ

になっている。共生的商品（エコロジカル商品・エコグッズ）や地

域との共生など企業経営においても重視されるようになっている。

このように、「共生」はいまや、これからの時代において実現され

るべき価値、人間関係・集団関係や社会とそこでの諸活動の在り方

を示す指導理念となっている。

「共生」に相当する英語表現としては、symbiosis（共生、共存、

相互依存）、conviviality（相互親和性、友好性、宴会）、coexis-

tence（共存）、cohabitation（共住・共棲）、living together（一緒

に住む、一緒に生活する、共に生きる）などがある。しかし、日本

語の「共生」は、それらの英語表現よりもはるかに広い意味で使わ

れている（Fujita 2005）。それだからこそ、本プロジェクトの最初

の英語版出版物（Y. Murakami, et al. 2005）の書名でも、共生を英

訳せず、 “Kyosei” とローマ字表記することになった。いずれにし

ても、この「共生」という語が含意・指示するのは、多様な（程度

の差はあれ異質な）人・モノ・文化・社会（集団を含む）が安全か

つ平和に共存（coexist）・共栄（co-progress）・共創（co-create）

していくことのできる諸関係（人間関係・集団関係、人とモノ・自

然との関係、多民族・多文化間の関係、国家間の関係）とそうした

関係に基づく生活スタイル・活動スタイル及び社会秩序・世界秩序

の在り方である。そうした共生的関係に基づく生活・活動のスタイ

ルや社会・世界の秩序をどうすれば実現していくことができるの

か、そのために教育はどのような在り方と貢献が期待されているの

か。この問について学校教育と社会との関係とその両者の在り方を

中心に検討・考察し、その指針と展望を切り拓くことが、「共生と

教育」グループの研究課題としてきたものである。

ソーシャル・キャピタルとしての「信頼」と「正義」
学校教育は1960年代まで、その正統性・自明性を確保してきた。

しかし、1970年代以降、その正統性・自明性が揺らぎ、学校教育

の機能と公共性が再審され、その制度・システムのラディカルな再

編が進められるようになった。とはいえ、その再審・再編の作業は、

学校教育の官僚制的支配・専門家支配への不信と新自由主義・市場

原理主義や企業経営的効率主義・査察主義の改革言説の圧倒的な影

響下で、教育の条理に根ざす理念・理論を十分に再構築しえないま

まに、したがってまた、教育の公共性・機能性・正統性を回復・再

構築しうるという展望を切り拓けないままに、政治主導による様々

のラディカルな改革が推し進められてきた。そうした理念的・理論

的・実践的な混迷状況のなかで、1980年代後半以降、「ソーシャ

ル・キャピタル（ソフトな社会資本）」をキー概念として、教育を

はじめとする社会的営み（公的セクターの諸事業）を捉え直し、そ

の意義・役割・機能と在り方の再定式化・再構築を図る学術的試み

が台頭し始め、2000年前後から社会科学諸分野でかなり多くの研

究が公表されるようになった（J. Coleman 1988；R. D. Putnam

2001：OECD 2001；S. Bowles & H. Gintis 2002；A. S. Bryk & B.

Schneider 2002；宮川・大守2004；稲葉2007など）。

古典的なソーシャル・キャピタル（ハードな社会資本）概念に対

して、この新しいソーシャル・キャピタル（ソフトな社会資本）概

念がその中核的要素として重視しているのは信頼・規範・ネットワ

ークである。ソーシャル・キャピタルは、公共財であり、公共の諸

活動はもちろん、企業活動をはじめとする様々の私的活動を含めて、

人びとの諸活動と生活の基盤となり、その持続的かつ平和的な展

開・発展を可能にするものである。道路・鉄道・港湾・上下水道・

電線網・通信網などの古典的な社会資本はもちろんだが、企業活

動・教育活動等も含めて人びとの日常の諸活動を枠付けている社会

の諸制度・諸規範も、信頼できるものとして充実していること、人

びとに承認・許容されていることが、社会生活及び諸活動の持続

的・平和的な展開・発展にとって不可欠である。

この「ソフトな社会資本」としての諸制度・諸規範とその枠組・

システムの下で人びとは日常生活を営み諸活動に従事しているが、

その持続的・平和的な展開が可能となるためには、それらの諸制度

（諸システム）が正義に適うものであること、そして、それらの諸

制度（特に議会制度・行財政制度・司法制度・教育制度・福祉制度

などの公共的営みを規定している諸制度）の機能及びその直接的な

担い手の集合的行為が信頼できるものであることが基本的に重要で

ある。そして、そのような正義に適う制度及び信頼されうるその機

能と集合的行為は、利害関心・思想信条・文化的諸特徴等を多少な

りとも異にする多様な人びと・集団・国家が平和的に共生してい

く、その基盤となるものである。そのような意味で、諸制度・諸シ

ステムとその機能及び担い手の集合的行為、及び、そこに実現・確

保されているべき正義と信頼は、ソーシャル・キャピタルであり、

その実現・確保は安全・安心・平和・共生の基盤となるものであ

る。

正義・信頼の揺らぎと低下
制度とは、社会において許容されうる／禁止される諸行為・諸活

動の形態、権利と義務を伴う職務や地位とその担い手の権限・責務

及び諸行為・諸活動の形態や、人びとが行使しうる権力と享受しう

る権利及び庇護される権利などについて定める「ルールの公共的体

系」（ロールズ1971＝1979）である。このような制度が正義にか

なうものであるためには、したがってまた、その正統性（人びとの

合意・承認）が確保されるためには、一定の基本的要件が満たされ

ている必要がある。

「平和・安全・共生」のための教育

共生と教育：平和・安全・共生の実現に向けて
コーディネーター：藤田英典
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この正義の基本的要件として、ロールズはその著『正義論』

（1971＝1979）で、いわゆる「自由原理」（第一原理）と「格差原

理」（第二原理）を提起した。自由原理は、人は誰でも他者の自由

を制約・侵害することがないかぎり（他者の自由と両立するかぎり）

基本的自由に対する最大限の平等の権利を有し保障されるというも

ので、一般に自由権と言われるものの平等な保障を基本とするもの

である。それに対して格差原理は、社会的・経済的不平等に関する

もので、経済的・社会的不平等は、「(a) 正義に適う貯蓄原理と矛盾

せずに、もっとも恵まれない人の便益を最大化すること、(b) 公正

な機会の均等という条件の下で、すべての人に開放されている職務

や地位に付随していること」という規準を満たす場合に正義に適う

と言えるものである（ロールズ1971、§46）。

ロールズ『正義論』が刊行されて以来、自由原理を絶対視するリ

バタリアニズムと格差原理を重視するコミュニタリアニズムを両極

として、種々の論争が展開されてきた（Nozick 1974；Dworkin

1977；Sandel 1982；Howe 1997=2004など）。その一方で、行

政・教育・福祉・公益事業や公共事業（公的セクターの諸事業）の

透明性・効率性・適切性などへの「信頼の低下」が喧伝され、その

企業経営効率主義的改革・民営化改革や新自由主義的・市場原理主

義的再編と評価主義・査察主義による管理・統制の強化が進められ

てきた。しかし、少なくとも我が国の場合、そうした改革・政策は、

は、いわゆる「格差社会」問題を深刻化し、諸制度が実現すべき

「正義のレベル低下」という問題を浮上させてきた。もう一方で、

少なくとも学校教育においては、それらの改革と評価主義・査察主

義的な管理・統制の強化策は、特に公立学校とその教師に対する

「信頼」を回復するどころか、「信頼の低下・喪失」を拡大・常態化

し、そうすることにより学校教育に対する人びとの私事的関心・構

え（プライバタイゼーション）を増幅し、義務教育段階からの学

校・教育機会の格差化・差別化と能力主義的・市場原理主義的競争

を容認し促進する傾向を強めている。こうした制度改革と構造変

化・意識変化の傾向が続くなら、「格差社会」問題の拡大・深刻化

と差別的な「社会的排除（social exclusion）」の顕在化を招き、正

義と信頼の低下を促進・深刻化し、豊かな「共生」社会の可能性を

縮小していくことになりかねない。

【「正義の二原理」に関する補論】ロールズは、正義の二原理、特

に格差原理について次のように述べている。これはきわめて重要な

指摘と考えられるが、多くの論者が必ずしも十分に考慮していない

ように見受けられる。「格差原理のもう一つの利点は、それが博愛

の原理に関する一つの解釈を提供してくれるということである。自

由や平等に比べて、友愛という観念は、民主主義論においてあまり

大きな位置を占めてこなかった。……だが、格差原理は、博愛の自

然な意味に対応するように思える。……われわれが確信をもって正

義に適うと考える制度や政策は、それが要求するものを満たしてい

るように思われる。少なくとも、それらによって許容される不平等

は、より恵まれていない人々の安寧に寄与するという意味で、そう

いえる。……それ故、この解釈にもとづけば、博愛の原理は、完全

に実行可能な標準である。一度、われわれがそれを受け入れれば、

自由、平等、博愛という伝統的な観念と、以下のような正義の二原

理の民主的解釈とを結びつけることができる。つまり、自由を第一

原理に対応させ、平等を公正な機会の均等と一緒になった第一原理

における平等の観念に対応させ、博愛を格差原理に対応させるので

ある。……以上の考察に照らしてみれば、明らかに二原理の民主的

解釈は、実力主義の社会に導くことはないように思われる。」（ロー

ルズ1979、80-81頁）。

コミュニティ：正義・信頼の回復・再構築と
「共生」社会の可能性
諸制度とその機能が信頼されうるものであるかどうかは、主とし

て、それらの諸制度とその機能が正義に適うものとなっているかど

うかに依存する。したがって、そのような正義に適う諸制度をデザ

インしていくこと、そのための指導理念と理論的根拠・展望を明ら

かにすることが重要な課題となる。他方、信頼は、必ずしも制度

（正義に適う制度）それ自体が保障するものではない。それは、制

度・システムとその機能及びその担い手の集合的行為にも依存する

が、もう一方で、それらの制度・システムが及ぶ範囲の社会（諸集

団・組織、地域社会、国民社会、国際社会）における諸個人・諸集

団・諸国家の行為・活動のありようや、人間関係や集団間・国家間

の関係のありようにも依存する。この諸行為・諸活動のありようや

諸関係のありようにおいて重要となるのが、信頼の絆によって結ば

れたネットワークでありコミュニティである。

ただし、ネットワークは線的結合を基本としているのに対して、

コミュニティは面的結合を基本としている。線的結合としてのネッ

トワークは、結合原理が任意的・選択的・部分的である。それだけ

に、ネットワークはしばしば排他的でもある。他方、面的結合とし

てのコミュニティは、結合原理が非任意的・包括的である。それゆ

えに、コミュニティ内の諸関係・諸活動への参加は開放的であるが、

同時に強制的でもある。そして、コミュニティは包括的・強制的で

あるがゆえに、ネットワークの場合よりも高い確率で、メンバーの

行為が閾値を越えて非同調的・非協力的・逸脱的・秩序破壊的であ

る場合には排除的に作動することにもなる。

とはいえ、理念型としてのネットワークもコミュニティも、特定

の利害・関心や価値・理念や文化的・社会的規範の共有とその共有

レベルでの正義の観念と相互信頼によって結びつけられ成立・持続

するものである。そして、そのようなネットワークないしコミュニ

ティは、その成員（メンバー）に、所定の正義に基づく行為・活動

の形態と相応の参加・協働を要請すると同時に、参加・協働の場と

存在論的意義・実存的安心と共存・共生の基盤を提供する。この一

連の基盤の提供は、コミュニティにおいて特に顕著である。

【コミュニティについての補論】Ｚ・バウマンはその著『コミュ

ニティ：不安定な社会における安全・安心の追求（Community:

Seeking Safety in an Insecure World）』（2001）において、コミュ

ニティについて次のように述べている。「もし誰かが道を踏み外す
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ようなことがあると、私たちはしばしば『悪い仲間（company）

と付き合っていたからだ』と言う。また、もし誰かが貧しく悲惨で

尊厳ある生活が不可能な状態にあり続けるなら、私たちは社会

（society）が悪いと糾弾する。……つまり、仲間も社会も悪であり

うる。しかし、コミュニティは違う。私たちは、コミュニティはい

つでもいいものだと思っている。……コミュニティでは、私たちは

リラックスでき、安全である。……誰もが互いによく知ってしてお

り、聞くことを信頼でき、たいてい安全で、驚き当惑するようなこ

ともほとんどない。お互いによそ者ではない。争うこともあるかも

しれないが、それは友好的な争いであり、私たちの連帯感・共同性

をそれまでよりもいいもの、より快適なものしようとするものであ

る。もちろん、自分たちの生活を一緒に改善していくという共通の

意思に導かれていても、どうすれば最善かという点で意見が分かれ

ることもあるだろう。しかし、誰もが、他者の不幸を願うのでなく、

周りのみんなの幸せを願っていると確信することができる。さらに

続ければ、コミュニティでは、お互いの善意をあてにすることがで

きる。……私たちの義務は純粋かつ単純にお互いに助け合うことで

あり、そして、私たちの権利もまた純粋かつ単純に必要な支援を期

待できることである。……このような『コミュニティ』は、残念な

がら、私たちが確保しえている類の世界ではない。しかし、それは、

私たちが心から住みたい、回復したいと願っている世界である。…

…『コミュニティ』は今日、失われたパラダイスの別名である。し

かし、それはまた、私たちが帰り着きたいと心から願っているもの

であり、それ故に私たちはそこに辿り着く道を熱烈なまでに求めて

いる。」（1-3頁）

以上のような正義・信頼・共生の構築・再構築はどのようにして

可能となるのか、そのような正義・信頼・共生の基盤として上記の

ようなコミュニティないしネットワークをどのようにして構築して

いくことができるのか、その構築と豊かな展開にとって必要な条件

はどのようなものか、そこで教育（特に学校教育）はどのような役

割を果たすことになるのか、こうした問について検討・考察するこ

とが、教育グループの課題としてきたものである。その一応の成

果・知見については、近刊の研究報告書及び単行本と、別添の研究

業績一覧を参照されたい（なお、以上は、下記「2の1）①の(a) の

藤田担当分・理論編の一部概要である）。
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2．教育グループの研究実施体制と具体的な作業
課題

1）3つのサブ・テーマと担当メンバー
以上のような理論的関心と基本的課題の下、教育グループでは、

以下のような体制で具体的な調査研究作業を進めてきた。

グループ・コーディネーター：藤田英典

サブ・テーマと担当メンバー：

①平和・安全・共生の構築と教育の課題：藤田英典、林明道、立川

明（以上、ＩＣＵ教育学科・教員）、清田夏代（南山大学准教授）、

森口和（ＩＣＵ教育学研究科・博士課程学生）

②多文化共生と教育：藤田英典、磯崎三喜年、栗山容子（以上、Ｉ

ＣＵ教育学科・教員）、張京華（ＩＣＵ教育研究所・客員研究員）、

Ｗ・Dawson、森口和、大森愛（以上、ＩＣＵ教育学研究科・博

士課程学生）

③国際教育開発と国際教育協力： Insung Jung、佐々木輝美、立川

明（以上、ＩＣＵ教育学科・教員）、小島文英（ＩＣＵ教育学研

究科・博士課程学生、COEリサーチ・アシスタント）

2）3つのサブ・テーマ研究の概要
下記の研究成果については、現在、報告書及び単行本を準備中で

ある。その他に、本報告書付録２の研究業績一覧を参照されたい。

①平和・安全・共生の構築と教育の課題

主に次の４つの調査研究を進めてきた。

(a) ソーシャル・キャピタルとしての平和・安全・共生・正義・

信頼（藤田・森口）：上記「１　共生・信頼・正義・コミュニテ

ィ：理論的視座」を踏まえ、それらの概念・系譜・射程・可能性等

について理論的に検討・考察してきた。

(b) 教育の公共性と教育改革の動向（藤田・立川）：近年の教育

改革の動向と影響及びその背景要因と理念・利害状況について、教

育の公共性をキー概念として政策科学的に検討・考察してきた。

(c) 市民性教育・道徳教育の展開と課題（藤田・林・清田）：道

徳教育・市民性教育の展開と課題について、大学院生や研究者・教

師・行政担当者の研究ネットワークを構築し、国内外の研究・政

策・実践の展開について調査・検討してきた。道徳教育については

主にアジア諸国における道徳教育の展開を日本との比較を通じて検

討し、市民性教育については1990年代以降の欧米諸国（特に英・

米・仏）における展開と日本における近年の実践・研究の動向を中

心に比較・考察してきた。

(d) アジア諸大学における思想教育と平和・共生教育の展開（立

川）：思想教育については、主にタイ、フィリピン、ベトナム、中

国の研究者との研究交流（国際会議参加、訪問・インタヴューなど）

を通じて資料収集及び現状・課題の検討を行い、平和・共生教育に

ついては、主にタイの大学研究者や実践家と頻繁に交流し（国際会

議、相互訪問など）、共同研究を進めてきた。

②多文化共生と教育

主に以下の３つの調査研究を進めてきた。

(a) 国際理解・異文化理解と多文化共生に関する研究（藤田・

張・森口）：「生徒の国際理解や異文化理解に関する調査」を実施

し（対象：埼玉・神奈川・愛知・兵庫の小学6年生～高校3年生、

有効回答1864名）、そのデータの分析、及び埼玉圏の小中学校での

観察・ヒアリング調査を行った。

(b) 大学生の価値観・価値意識に関する調査研究（栗山）：Ｉ大

学04年度入学生（有効回答518名、男192名、女326名）及びそ

の両親（有効回答 625名、父親 303名、母親 322名）を対象に、

Morris(1956)の開発した「13の生き方」質問紙の日本語版による調

査を実施し、合わせて、大学生の価値意識について記述調査を実施

し、それらのデータの分析を進めてきた。

(c) 共生の視点からの対人関係（自己評価・関係性維持の心理規

制）に関する調査研究（磯崎）：大学生を対象に、「きょうだい関

係に焦点化した自己評価・関係性維持の心理機制に関する調査研究

を小・中・高校生を対象にした質問紙調査に基づき分析・考察して

きた。

③国際教育開発・国際教育協力

ICTによる教員研修の開発研究とネットワークの構築（Jung＆

佐々木）：中国、インドネシア、韓国における教師教育システムと

教育改革の動向及び ICTによる教員研修システムの展開・国際協力

について、質問紙調査を含む調査研究を実施し、その諸資料・デー

タの分析を進めてきた。

3．若手育成プログラムとそのアジアにおける拠
点形成

教育学研究及び「平和・安全・共生と教育」研究の分野における

若手研究者の育成とそのアジアにおける拠点形成を目的として

「ICUと韓国・ソウル国立大学（SNU）の教育学研究科大学院生フ

ォーラム」（ICU/SNU Graduate School of Education Forum）を

2004年度より毎年、ＩＣＵ（東京）とＳＮＵ（ソウル）で交互に

開催してきた。毎回、両大学の大学院生20数名と教員10名程度が

参加し、ＩＣＵ・ＣＯＥ及び同教育グループのテーマや大学院生自

身の研究テーマで研究発表を行い、開催地大学の大学院生や教員も

多数参加して、活発な議論と交流・懇親が行われた。この大学院生

フォーラムは、ＩＣＵ・21世紀ＣＯＥプログラムの終了後も、引

き続き開催することになっている。



本プログラムは、米国のワシントン州立大学（WSU/Washington

State University, Pullman, WA）との間に両校の学長による学術協

定を結び、全学的な連携を視野に、双方の教員・研究者が共通テー

マ（平和研究、社会学的調査と統計、院生国際会議等）に関して、

共同の研究教育の課題を担ってきた。これまで4年半にわたって諸

種の活発な共同研究のワークショップ、セミナー、国際会議、シン

ポジウムなどを行ってきたが、以下に3つの研究課題に焦点をあて

て、それらの骨子概要を記しておきたい。

研究課題1．

「平和・安全・共生」グランドセオリーの探究

8回の会合（ワークショップ、研究会、国際会議等）を通じて、

「平和・安全・共生」という3つの概念に関する定義、再定義の問

題について報告がなされ討議がなされた。方法としては学際的およ

び多分野的総合アプローチを採用した。換言すれば、21世紀の初

頭の現在、平和研究、社会学、心理学、国際関係論、政治学、安全

学、ジェンダー研究、歴史学、哲学、神学といった各学問分野にお

いて、平和、安全、共生といった鍵概念に関して、いかなる定義な

いし再定義がなされつつあるのか、なされねばならないのか、を共

同研究という形で推進してきた。両大学から40名を越える参加者を

得て、数多くのペーパーが報告され、充実した共同研究となった。

これらの共同研究への本学からの主な参加者は以下の諸氏である

（敬称略）。村上陽一郎、功刀達朗、高橋一生、立川明、森本あんり、

藤田英典、デーヴィッド・ラッカム、ジャクリーヌ・ワシレウスキ

ー、ケネス・ロビンソン、染谷臣道、御巫由美子、木部尚志、クロ

ーディア・テーン・ハーヴ、千葉眞。この成果は、英文の二つの著

作および邦文の二つの著作（本学社会科学研究所との協力による）

の刊行という形で公表されることになる。Yoichiro Murakami, et.

al., eds., Toward a Peaceable Future: Redefining Peace, Security,

and Kyosei from a Multidisciplinary Perspective（Pullman, WA:

March 2005）. Yoichiro Murakami, et. al., eds., Building New

Pathways to Peace（Seattle: The University of Washington Press,

July 2008）.  国際基督教大学社会科学研究所・上智大学社会正義研

究所編『平和・安全・共生──新たなグランドセオリーを求めて』

（有信堂、2005年3月）。植田隆子・町野朔編『平和のグランドセ

オリー序説』（風行社、2007年6月）。

得られた知見と洞察

「平和」「安全」「共生」という3つの鍵概念が、各学問分野の過

去20-30年の研究の蓄積を経て、21世紀初頭の世界と社会の現実

に有意味な仕方で再定義され、われわれの眼前に具体的形姿をとっ

て甦ったという印象を禁じ得ない。詳細に関しては、上記の諸著作

をご参照いただければ幸いである。

グランドセオリーに関しては、人間の本性と社会に関する「体系

的かつ包括的な理論」および「大きな物語」への懐疑と批判の必要

性が再認識され、しかし世界の危機に批判的に応答する新しい危機

の哲学とヴィジョン（実践的な規範理論）の探究の必要性が再確認

された。さらにそれぞれの現場に根づいた実証研究やボトムアップ

の研究（アプローチ）とグランドセオリー構築との間に循環的批判

検証のメカニズムを設定する必要性が再確認され、さらにグランド

セオリー構築の試みの土台ないし執拗低音（basso ostinato）とし

て「機能的寛容」（揺動的平衡／村上陽一郎）の意義が認識された。

現代の複雑化した世界における平和と暴力に関する構造的かつ複合

的理解、構造的暴力や積極的平和の概念の深化、新しい学問分野と

しての安全学やリスク管理の知見の展開、「人間の安全保障」概念

の再検討、「心的安全空間」（小谷英文）の心理学的理解の深化、

「共生」概念の類型化論の提示等、注目すべき理論的かつ分析上の

展開がなされた。とりわけ、日本語の「共生」の概念が、今後の社

会諸科学および人文諸科学の分野で有望な概念であることを再認識

した。このことは、前述の英文の二著作において、「共生」をあえ

て英訳せず、Kyoseiというローマ字化した表記で示すことになっ

た事実にも示されている。

以下にその他の知見と洞察を箇条書きで記しておきたい。

（1）人間の本性および社会の性質をすべて知悉し説明可能である

とする包括的な体系的な知や理論としてのグランドセオリーは

警戒を要する。

（2）経験的な観察・分析・研究ならびにローカルかつ偶発的な知

見を出発点とする下から築き上げる形態のグランドセオリーを

追求する。

（3）最終的には具体的な政策提言につながるようなグランドセオ

リーを探求する。

（4）「消極的平和」の追求から出発しながらも、それを越えて、社

会正義であれ、協働であれ、共生であれ、和解であれ、平和構

築であれ、「積極的平和」の局面の具現化を目指すグランドセ

オリーを探究する。

（5）平和の概念はつねに正義と結合する必要がある。

（6）安全の概念は、今日、国家的安全保障の概念を越えて、人間

の安全保障の局面を具現化する必要がある。

（7）共生の概念は単なる協働や馴れ合いや妥協を越えて、個人の

独立ないし自立ならびに共同体との創造的緊張を保持する必要

がある。

（8）共生の概念はユートピア的な要素を備えているが、それは平

和の目的であると共に、平和の手段でもあるという二重の意味

合いを帯びている。

（9）グランドセオリーがグランド（壮大＝枢要）である理由は、

それが関連する局面において、平和・安全・共生の精神的およ

び人格的次元だけでなく、その社会的文化的および政治的次元、

さらには宇宙論的および宗教的次元をも網羅するきわめて広汎

なものであることにもよる。

（10）グランドセオリーがグランド（壮大＝枢要）である理由は、
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その視座において所与の現実についての経験的かつ批判的なヴ

ィジョン（理論）であろうとすると同時に、将来の世界のあり

うべき姿を求めていくという意味で想像的かつ建築学（棟梁）

的なヴィジョンであることを目指すところにある。

研究課題2．

院生国際ワークショップ「北東アジアにおける
平和・安全保障・和解問題」

本学のウィリアム・スティール教授、WSUのトマス・プレスト

ン教授の助力の下、両大学と韓国の国民防衛大学の15名程の院生

が参加して、北東アジアにおける安全保障をテーマとするワークシ

ョップが、2003年10月に本学で開催された。韓国の国民防衛大学

ヨン・ホ・キム教授、本学のガヴァン・マコーマック客員教授、ロ

ジャー・バックレー教授、ヴィルヘルム・フォッセ准教授も参加し、

大変活発かつ有意義な院生国際ワークショップとなった。この院生

国際ワークショップは、本学とWSUとの間で2005年から2006年

にかけてヴィデオ・コンフェレンスの形で継続された。WSUの川

村のり子教授の指導の下、両大学の9名の院生やCOEリサーチ・

アシスタントなどが常時参加し、本学からはフィリップ・ウェスト

客員（フルブライト・プログラム）教授、千葉眞も加わった。その

成果の一部としては2006年6月にWSUで開催されたASPAC（ア

ジア太平洋学会）国際会議において両大学の院生7名がペーパーを

報告した。本学からはダニエル・スタージョン、小松崎利明、福田

保の3名の院生諸氏が報告し、田中かず子教授、ヴィルヘルム・フ

ォッセ准教授と千葉眞が参加し報告した。

研究課題3.

日米両国民の安全意識に関する社会調査

この社会調査プロジェクトは、4年半にわたり大規模な共同研究

プロジェクトとして、両大学の研究者たちによって展開されてきた。

両国における人々の安全意識に関する社会調査データを基礎とし

て、社会学的分析と考察が施され、その成果は英文の著作といくつ

かの論文において公表されている。なおこの基礎データは、今後と

もこの分野の両国の研究者たちによって重要な第一次的資料として

活用されることになろう。以下は、この共同研究を推進している本

学のフォッセ准教授の英文によるレポートである。

At the center of this part of the collaboration between ICU and

WSU stood a survey project t i t led “Attitudes and Global

Engagement” or SAGE.  The core objective of this project was

measure individual attitudes towards concepts such as peace,

security, risk, and community.

The survey differs from existing public opinion research in that

it will enable the research team to go beyond the measurement of

transitory or contextual phenomena in the sphere of international

relations, and to allow the research team to incorporate existing

and accepted measures of political indentity（value sets, social

capital, and partisanship）into multivariate analyses.  The theoreti-

cal background and methodology have been explained in more

detail in the Annual Report in 2005.

The project team consisted of project Co-leaders Andrew

Appleton（WSU）and Wilhelm Vosse（ICU）, and the core mem-

bers Ashley Grosse（WSU, SESRC）, Yoshito Ishio（ICU）, Mark

Langager（ICU）, Travis Ridout（WSU）, and Eugene Rosa

（WSU）.

Research team from both sides had a series of talks about the

survey via video conference and in personal meetings at WSU and

ICU.  The two principal investigators also met and discussed the

project at international conferences and meetings.  Because of the

wide range of questions dealing with justifications of war or humani-

tarian intervention, attitudes towards the military, threat perception,

the international role of the respective countries, the data is useful

and has been used by scientists in a wide variety of fields, from

political science, sociology, education, to social psychology.  The

data filled an important gap particularly in the evaluation of public

attitudes towards military and non-military means of international

intervention among the Japanese public.  The latter issue has

recently been discussed in relation to questions concerning the

revision of Article 9 and Japan’s participation in anti-terrorism activi-

ties by Japan’s Safes.

In June 2006, the principal investigators invited 16 researchers

interested in the relationship between  public attitudes and govern-

ment policies（esp. foreign and defense policy, but also other poli-

cy areas）to the East-West Center in Hawaii to discuss the signifi-

cance of the SAGE data and possibilities to continue this research

project and possibly extend it to other countries.  The discussions

have been very productive and some of the papers will be pub-

lished in an edited volume by Palgrave Publishers（New York）in

the summer of 2008.（Vosse and Appleton, eds., Foreign Publics,

Foreign Policies: Shaping Attitudes Towards Global Events in the

United States and Japan, Palgrave, New York, 2008.）

Both principal investigators have made many efforts to raise

funds for a follow-up survey.  At this point, it is very likely that Prof.

Vosse will collaborate with Prof. Midford（NTNU, Norway）to con-

duct a five-nation survey modeled on the SAGE project in Japan,

South Korea, Germany, Poland, and Norway in the spring of 2008.

Without the WSU-ICU collaboration, this would have been impossi-

ble.  In June 2007, the survey data have been deposited at the

Inter-University Consortium for Political and Social Research

（ICPSR）at the University of Michigan.
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本学COEでは、「平和・安全・共生」のグランドセオリーを構築

するという作業を進めるための一つの方法として、「グランドセオ

リー・セミナー」と題した研究会合を繰り返し開催してきた。会合

の目的は、それぞれ専門や問題関心が異なるCOE関係者が、グル

ープやプロジェクトの垣根を越えて、グランドセオリーの構築へと

共働できるような共通基盤を整えていくことである。会合は、主と

して事業推進担当者とCOE共同研究室メンバーを中心とした発表

と討議によって構成されている。

第1回　2005年12月23日・24日

村上陽一郎「『平和・安全・共生』のグランド・セオリー構築の基

礎概念」

千葉眞「現代にグランド・セオリーは可能か」

小松崎利明（COEリサーチ・アシスタント） アンケート報告

コメント（１）功刀達朗「国連システムのリーダーシップと地球市

民社会―グローバル公共政策の新領域―」

コメント（２）藤田英典「グランドセオリーの構築に向けて―シス

テム論的アプローチと共生の視座―」

谷村光浩（COEリサーチ・フェロー）「『パラレル居住』対応の

『量子都市ガバナンス』を新機軸に」

萩原優騎（COEリサーチ・アシスタント）「参照枠としてのグラン

ドセオリー・序説」

齊藤淳（同前）「『安全』と『平和』、『共生』との関係についての試

論　オーストリアの『包括的』安全保障政策との関連で」

司会　森分大輔（COEリサーチ・フェロー）

第1回セミナーでは、互いの議論を共有する出発点として、「平

和」、「安全」、「共生」の諸概念の意味とその関係性、グランドセオ

リーとは何かといったことを中心に、発表と討議が行われた。議論

の中心となったのは、「グランドセオリー」という概念が通常用い

られる場合に想定されていることと、本学COEが位置づけるもの

とはどのように異なるのかということである。また、事業推進担当

者や研究協力者に対して行った、グランドセオリーに関するアンケ

ートの集計結果の発表とそれに対する検討もなされた。

第2回　2006年6月26日

北原和夫「Peace, Security and Coexistence」

村上陽一郎「共約不可能性と寛容」

功刀達朗「Constructing a Grand Theory on Peace, Security, and

Conviviality to the Current Identity Crisis of the UN」

千葉眞「一つの方法論的試論――平和・安全・共生の三概念の関連

について」

毛利勝彦「平和と開発のガバナンス：共進化、共生、地球市民社

会」

西尾隆「分権・共生社会の森林と林業――共生の類型論に向けて――」

Jacqueline Wasilewski「How People Harness Their Collective

Wisdom and Power to Construct the Future in Co-Laboratories of

Democracy by Alexander N. Christakis with Kenneth C. Bausch」

山本和「Globalization and Higher Education――The United Board

Task Force――」

司会　萩原優騎（COEリサーチ・フェロー）

第2回セミナーでは、第1回セミナーでの理論的考察に続いて、

事例研究を主とする研究者を中心とした発表が行われた。本学

COEでは、グランドセオリーが「平和・安全・共生」という主題

を論じるためのマクロな理論として機能することと同時に、その理

論が活用される個々の具体的な場面に関する記述と、そのような場

面での実践が常に重視されてきた。すなわち、グランドセオリーが

ミクロな現実とどのような接点を持つことになるのかという問いで

あり、その点を中心とした討議が事例に即して行われた。

第3回　2007年3月15日

川口和子（上智大学外国語学部教授）

「人間・国家・国際関係の総合的理解を目指して：公理系としての

複雑システム（行動システム）の視点」

司会　萩原優騎（COEリサーチ・フェロー）

第3回セミナーの目的は、過去2回にわたって討議されてきた、

理論研究からのアプローチと事例研究からのアプローチとの関係を

整理することである。そこで、学外から講師を招き、過去2回のセ

ミナーで提示されたものとは異なる観点から、理論研究と事例研究

の関係性を捉え直すことを試みた。講師を務めた川口和子教授の視

点は、システム論に立脚した一つの理論により、対人関係から国際

関係に至るまで、様々な規模の問題を説明できるというものであっ

た。この点について、活発な討議が展開された。

第4回　2007年4月28日

村上陽一郎「人間の構造と機能――寛容の起源」

萩原優騎（COEリサーチ・フェロー）「『平和･安全･共生』の統合概

念としての『寛容』――その意義と射程を精神分析的に考える―

―」

司会　森分大輔（COEチーフ・リサーチ・フェロー）

第4回セミナーでは、各グループ及びプロジェクトがグランドセ

オリーの構築を進める上で、共有すべき概念を設定することを主眼

とした。そこで、村上陽一郎教授が提唱する「寛容」という概念に

ついての発表と討議がなされた。開催に当たって、村上教授の著作

『文明の死/文化の再生』をテキストとして指定し、参加者は事前に
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同書を読むこととした。討議では、ここで提唱されている「寛容」

という概念が、これまで通常用いられてきた意味とどのように異な

るのかということに力点が置かれた。

第5回　2007年6月16日

千葉眞「平和・安全・共生のグランドセオリーにむけて」

森分大輔（COEチーフ・リサーチ・フェロー）「平和・安全・共生

の思想分析――ホッブズとアレント――」

司会　萩原優騎（COEリサーチ・フェロー）

第5回セミナーでは、第4回セミナーでの討議内容を基礎として、

どのようにグランドセオリーを展開できるかということについて検

討がなされた。千葉眞教授はこの点について、「平和」をめぐる理

論を中心としたアプローチに立脚しつつ、それをグランドセオリー

として位置づけることの意義と可能性、「寛容」との関連等につい

て言及した。また、「平和」、「安全」、「共生」という三つの概念と

「寛容」がどのように関係するのかということについて、特に時間

を割いて討議が行われた。

第6回　2007年10月13日

森本あんり「『道徳的寛容』と呼ばれる概念の歴史的再検証」

村上陽一郎「社会の不安定性」

司会　萩原優騎（COEリサーチ・フェロー）

第6回セミナーでは、これまでのセミナーで出された論点を整理

するために、「寛容」という概念の再検討が行われた。森本あんり

教授は、これまで一般的に用いられてきた意味での「寛容」という

概念にはどのような問題点があるのか、それをどのように捉え直す

必要があるかということについて、発表を行った。また、そのよう

な再検討を経て位置づけられた概念が、村上教授が提唱する意味で

の「寛容」とどのような関係にあるのかということについても、具

体的な討議がなされた。

このように振り返ってみることで明らかになるように、グランド

セオリー・セミナーの実施過程は、まさにグランドセオリーが徐々

に具体的な形をとりながら構築されていく過程に重なる。その意味

で、グランドセオリーは、セミナーでの学際的、共働的な発表と討

議を通じて形成されていったと言うことができるだろう。その過程

で重要であったと思われるのは、各セミナーで、その回の主題を明

確に設定し、企画・運営を行ったことである。すなわち、単にセミ

ナーを繰り返すのではなく、それぞれのセミナーの中で実現される

べき課題を立て、その目標設定に従って会合の準備や各々の発表が

なされた。

このことは、専門や主要な問題関心が異なる研究者が一堂に会し

て学際的な成果を出すために不可欠であったと考えられる。その意

味で、グランドセオリー・セミナーの開催を通じた継続的討議の実

践過程は、本学がCOEに採択されたことをきっかけに、それまで

本学では萌芽的に行われてきた共同研究を開花させたと言えよう。

本学COEの研究活動は「広域平和研究」と名づけられているが、

「広域」であるゆえに、各々の専門領域だけでは全体像を描くこと

は困難である。そのような問題点を克服する手法として活用された

ことに、このセミナーの一つの意義がある。

また、最初は各々の問題関心に従いつつ「平和・安全・共生」や

グランドセオリーを定義することから出発し、最終的には「寛容」

という概念を共有し相互批判的な討議が可能な段階へと至ったこと

は、本学COEの研究の進展を具体的に示していると言えよう。も

ちろん、それぞれのグループやプロジェクトによって視点やアプロ

ーチは異なるが、「寛容」を主軸とすることで、それらが互いに異

質なままに相乗効果を持つような研究活動を展開できたということ

の意義を、ここで強調しておきたい。それは、「学際性とは何か」

という、本学COEにとって根本的な問いに関わるものである。

異なる学問領域が、互いに接点を持たないまま単に並列的に位置

づけられていたり、逆に一つの点に収斂するに伴って、各々の研究

領域が元々持っていた可能性が失われていったりするとすれば、そ

れは望ましい学際性とは言えないだろう。日本に限ったことではな

いが、「学際性」という名の下に新たな専門領域が形成され、再び

閉鎖性に陥りがちな学際研究の問題が、これまでも度々指摘されて

いる。そのような現状を打破し、異質性に開かれたまま共通性を模

索できるような、学際的共同研究の実践がここにある。
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総括

ICU COE共同研究室は、博士課程修了前後の若手研究者が、リ

サーチ・フェローおよびリサーチ・アシスタントとして積極的に本

学COEプログラムに関わることを目的として設置された。本研究

室はCOEプログラムにおいて開催された各種国際会議、シンポジ

ウム、講演会などにおいて中心的な役割を担うのみならず、学内に

おけるグランドセオリー・セミナー（前頁）の継続的な開催や各グ

ループ間の連携など、学際研究に必要な業務をCOEオフィスとと

もに補助しながら、その成果を弾力的に吸収、発信する場としての

役割を果たしてきた。

このような多岐にわたるCOE研究室の役割は、これまでの所属

研究員の専門領域を一瞥しただけでも了解可能であろう。例えばそ

れは、科学技術社会学、教育心理学、国際教育協力、国際法、EU

研究、移民政策、軍縮、グローバル・ガバナンス、国際関係思想、

応用倫理学、政治思想などである。研究室の成員は、このように重

なり合うがそれぞれに異なる専門領域の特質を生かしつつ、対話を

積み重ねることによって、広域平和研究の進展と「平和・安全・共

生」のグランドセオリー構築とに必要な環境整備に努めてきた。そ

して、これらの対話と研究とから生じた知見をCOE主催の国際会

議や各自の所属学会などを通じて発信してきたのである。とりわけ

本研究所を中心にして編集された『社会科学ジャーナルCOE特別

号』と、文末リストにあるグランドセオリー・セミナーはその成果

を十分に反映したものとなっている。

国際連携

本研究室は、2007年1月より7月までワシントン州立大学からの

若手研究者二名をゲスト・リサーチ・フェローとして迎え入れた。

両名は在籍中に、原爆投下やGHQの占領統治に関する日米関係を

主題にした平和研究に精力的に取り組んだ。その成果は『社会科学

ジャーナルCOE特別号』に公表されているのみならず、グランド

セオリー・セミナーにおいても反映された。

もちろん、リサーチ・フェロー、リサーチ・アシスタントの国際

的な研究活動もプログラムの全般において非常に活発に展開され

た。EUでの移民問題調査、オーストリア安全保障政策に関する調

査、ミャンマーでの教育改革に関するヒアリング、ワシントン州立

大でのASPAC（Asian Studies on the Pacific Coast）における研究

報告、IPSA（International Political Science Association）福岡大会

におけるコメントなど、本研究室の調査活動とその成果の公表は広

く国際的なネットワークの中で行われてきた。そして、このような

活動によって得られた海外のカウンターパートとの連携は現在でも

継続されており、深化し続けている。

若手育成および政策提言

このように、本研究室は学際的かつ国際的な本COEプログラム

の特徴を体現したものであった。同時に、政策提言を指向した者と

理論的貢献を目指す者とが同輩として切磋琢磨する本プログラムな

らではの特質が実現された場でもあった。例えば、政策提言への指

向を持つ研究の例として、福田保による国家の発展段階と安全保障

システムにおける国際的協力の関連を問う研究があげられる。それ

はアジア地域における安全保障システムの構築に関する理論的貢献

を目指すのみならず、成果を安全保障システム構築に役立てること

を目指した研究である。また、小島文英の研究は、知識と社会組織

との関係を自身がかつて携わったミャンマー教育改革との関連の中

で位置づけることで、国際教育協力における積極的な知見を提示し、

実際の教育改革の一助となるよう努めている。さらに佐柳信男の研

究は、心的安全空間の重要性を確認するのみならず、初等教育にお

ける自律的動機づけに関わる研究に着手し、教育における自律性支

援的環境の影響を重視する傾向に対して一石を投じている。すなわ

ち当該研究は環境の重要性を承認しつつもその影響の受容において

個々人のコンピテンスによる調整に注目しており、それは教育現場

に新しい提言をもたらすことにつながっているのである。

また、理論的研究に重心をおくものとしては、例えば萩原優騎の

研究をあげられるだろう。その議論は科学哲学、社会人類学、ラカ

ン派精神分析という広い領域を横断しながら、科学論、応用倫理学、

機能的寛容などを扱うものであり、本COEプログラムが目指すグ

ランドセオリー構築に積極的に貢献しようと試みるものでもある。

また、高田明宜は、国際関係思想の立場からD・ヘルドに代表され

るコスモポリタン・デモクラシーを取り扱うのみならず、後期スト

ア派からカント、および現代に至るコスモポリタニズムの系譜を探

ることによって、広域平和の実現を理論的にサポートすることに努

めている。そして森分大輔の研究は、国民国家や連邦制に関する政

治思想史的理解を元にして、広域平和研究を可能にする理論的枠組

みの構築と、その様な議論から導き出される「平和・安全・共生」

の概念の連携可能性を追求している。
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広域平和研究の継続に向けて
チーフ・リサーチ・フェロー：森分大輔

COE共同研究室



グランドセオリー研究会

これらの個別研究は若手研究者の集まりであったグランドセオリ

ー研究会において共有された。さらにそれぞれの研究者は共有され

た知見をもとに各自の研究を発展させている。このグランドセオリ

ー研究会は2005年11月より計14回開かれており、その後、学内

におけるグランドセオリー・セミナーに引きつがれている。概略は

以下の通りである。

〔グランドセオリー研究会〕

第 1回　谷村光浩「持続可能な都市の未来を考えるに当たり」

（2005年11月9日）

第2回　齊藤淳「オーストリアの包括的安全保障」（2005年11月

16日）

第3回　森分大輔「国民国家とナショナリズム」（2005年11月22

日）

第4回　萩原優騎「主体の自己批判的な認識と意思決定（１）――

意思決定の参照枠について――」（2005年11月29日）

第5回　小松崎利明「検証制度の発展と国際法観念の展開」（2005

年12月7日）

第 6回　福田保「東アジア地域安全保障協力と国家発展段階」

（2005年12月14日）

第7回　萩原優騎「主体の自己批判的な認識と意思決定（２）―参

照枠を用いた事例研究―」（2006年2月23日）

第8回　小松崎利明「国際司法過程における『法』と『政治』（序）」

（2006年3月2日）

第9回　森分大輔「アレントにおける歴史の像」（2006年3月9日）

第10回　福田保「東アジアにおける大量破壊兵器不拡散地域協力

と国家発展段階の関連」（2006年3月15日）

第11回　齊藤淳「オーストリア安全保障政策における『平和・安

全・共生』」（2006年3月30日）

第12回　小島文英「ミャンマーの開放路線への転換と1998年初等

教育カリキュラム改定：インターナショナルでの児童中心

主義の採択」（2006年5月18日）

第13回　高田明宜「コスモポリタン・デモクラシーの可能性―D.

Heldのコスモポリタン・デモクラシーを中心に―」（2006

年5月25日）

第14回　佐柳信男　「小学生の勉強行動における行動統制、動機

づけ、コンピテンスおよび自律性の影響」（2006年5月30

日）

〔在籍者一覧〕（2007年12月現在）

谷村光浩（リサーチ・フェロー、2004年1月～2006年3月）

岡部みどり（リサーチ・フェロー、2004年1月～2004年3月）

森分大輔（リサーチ・フェロー、2004年1月～2006年3月、チー

フ・リサーチ・フェロー、2006年4月～現在）

萩原優騎（リサーチ・アシスタント、2004年1月～2005年3月、

リサーチ・フェロー、2005年4月～現在）

一政祐行（リサーチ・アシスタント、2004年4月～2005年3月）

James Gregory（リサーチ・アシスタント、2004年7月～2005年

8月）

齊藤淳（リサーチ・アシスタント、2005年4月～2006年7月）

小松崎利明（リサーチ・アシスタント、2005年5月～2006年3月）

福田保（リサーチ・アシスタント、2005年11月～現在）

小島文英（リサーチ・アシスタント、2006年4月～現在）

高田明宜（リサーチ・アシスタント、2006年4月～現在）

佐柳信男（リサーチ・アシスタント、2006年4月～2007年3月、

リサーチ・フェロー、2007年4月～現在）

Hilary Elmendorf（ゲスト・リサーチ・フェロー、2007年1月～

2007年6月）

Kristofer Caleb Sparks（ゲスト・リサーチ・フェロー、2007年1

月～2007年7月）
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全体企画1 三鷹ネットワーク大学「ICU COE 講
座シリーズ」

（第一期2005年10月－12月、第二期2006年4月－6月）

本企画は二つの目的をもって行われた。第一の目的は、本COE

プログラム「平和・安全・共生」の中間段階において、その成果の

一部を三鷹の一般市民にお伝えすることである。本COE事業の研

究教育拠点形成の課題には、その成果を地元の一般市民に還元する

ということが含まれていると考えたのである。それと同時に第二の

目的として、自由な意見交換や討論を通じて一般市民の皆様から批

判や問題点の提示を頂戴して、本プログラムを改善していくことが

目指されたのである。

現代文明社会の存在が、生活環境の向上に寄与したことは認めつ

つも、地球全体にとっても、また文明社会そのものにとっても、さ

まざまな危機と不安の要因となってきたことも事実である。しかも、

現代文明社会の現実が、過去の人類の歴史が経験したことのなかっ

た新しい問題や危機を生み出していることに気づかされる。これら

の問題群は、環境危機、人口爆発、食糧の不足、紛争や戦争の浸透

および深刻化など、数限りなく存在している。これらの問題群の予

防的な回避や防止の施策を講じると同時に、多くの不安と危機とを

抱え込んで苦闘する人々の側に立ちながら、解決および改善のため

の具体的な方策を見つけ、それを実行していかなければならない。

そうした施策は、社会制度づくり、コミュニティづくりから、医療

制度、教育による意識改革にいたるまで、広範に及ぶものとなる。

こうした状況の下で本COEプログラムは、「平和・安全・共生」に

関してグランドセオリーを探究していくと同時に、具体的な政策提

言やマニュアル作りをも目指してきた。

本「ICU COE 講座シリーズ」は、下記のように、2005年10月

から12月までの第一期と翌年4月から6月までの第二期を通じて合

計で17回に及んだ。全部で15名の講師が多様なテーマについて講

義を行い、毎回、15名から60名の受講者との意見交換と討議に参

加した。充実した「ICU COE 講座シリーズ」となり、冒頭に記し

た当初の二つの目的は十分に実現された。

●第一期（2005年秋期・毎週木曜日午後7時～8時半）

場所　三鷹ネットワーク大学

主催　国際基督教大学21世紀COEプログラム

共催　NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

第1回　10月6日　講師　村上陽一郎
〔人間の「生」、そして安全・安心を考える〕

第2回　10月13日　講師　植田隆子
〔平和と共生の欧州モデル――その可能性と限界〕

第3回　10月20日　講師　西尾　隆

〔分権・共生社会における森林と林業――地産地消型林業

の提唱〕

第4回　10月27日　講師　千葉杲弘
〔アジアにおける共生のための教育〕

第5回　11月10日　講師　トマス・ショーエンバウム
〔領土問題解決のために〕（英語/同時通訳　山中佳子）

第6回　11月17日　講師　千葉　眞
〔平和憲法と平和主義〕

第7回　11月24日　講師　宮崎修行
〔共生原理に依拠する企業活動の推進のために〕

第8回　12月1日　講師　功刀達朗
〔地球市民社会の黎明と国連の将来〕

第9回　12月8日　講師　藤田英典
〔共生と市民性教育の課題〕

第10回　12月15日　司会　千葉　眞
討論者：村上陽一郎、藤田英典、宮崎修行ほか

〔総合討論〕

●第二期（2006年春期・毎週木曜日午後7時～8時半）

場所　三鷹ネットワーク大学

主催　国際基督教大学21世紀COEプログラム

共催　NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

第1回　4月20日　講師　高橋一生
〔不安定化する地球社会――紛争と平和構築〕

第2回　4月27日　講師　加藤恵津子
〔海外移民志望の日本の若者は「安全」か〕

第3回　5月11日　講師　ジャクリーヌ・ワシレウスキー
〔東北アジア対話プロジェクト―― ICU COE プログラム〕

第4回　5月18日　講師　マーク・グリーンフィールド
〔放射性雨の問題〕（同時通訳　佐柳信男）

第5回　5月25日　講師　フィリップ・ウェスト
〔アジア太平洋戦争をどう物語るか〕（同時通訳　小松崎

利明）

第6回　6月1日　講師　ジェイムズ・W・トレフソン
〔言語と政治的紛争〕（同時通訳　佐柳信男）

第7回　6月8日　司会　千葉　眞
討論者：高橋一生、加藤恵津子、ジャクリーヌ・Ｈ・ワ

シレウスキー、村上陽一郎ほか（同時通訳　佐

柳信男）

〔総合討論〕および〔交流会〕
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市民むけの公開講座および展示
文責：千葉　眞

学外の一般市民への還元
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全体企画2 本学での「白バラ展示」（2006年5月
16日～27日）

本企画は、早稲田大学人間総合研究センターの村上公子教授のご

支援の下、ナチス・ドイツに抵抗を試みた「白バラ」と呼ばれたド

イツの若者たちの記録を展示したものである。本学の湯浅八郎記念

館において2006年5月にほぼ10日間にわたり「白バラ展示」を行

い、本学学生や三鷹市民を始め800人以上の見学者を得た。展示資

料としては、写真パネル25枚、解説パネル22枚、主催者挨拶パネ

ル1枚が使用された。

「白バラ」の舞台は1943年の戦争中のドイツ。ミュンヒェン大学

構内でナチ政権批判のビラを大量にばら撒いていたとして、二人の

学生が大学用務員に捕まえられた。国防軍兵士でもあるハンス・シ

ョルとソフィー・ショルの兄妹である。秘密警察も当初は半信半疑

で尋問と調査をはじめたが、二人が1942年の夏「白バラ」と名乗

って反体制ビラを作り、また1943年になってから、改めて明確な

抵抗を主張するビラを発行していた組織に関わっていたことには疑

いの余地がなくなった。二人の逮捕から5日後、ショル兄妹とその

友人クリストフ・プロープストは、ナチの政治的裁判所として恐れ

られた人民法廷で「大逆罪」を宣告され、即日斬首となった。三人

の友人たち、関係者、家族は次々に逮捕され、裁判はその後幾度も

繰り返された。

グループの生き残ったメンバーや遺族たちは、自分たちも共に生

きた「白バラ」の姿を社会に伝えたいと、様々な努力を続けてきた。

今回の「白バラ」展示もその活動の一つの成果である。展示の日本

語版は日本各地で、主に大学を中心に巡回展示された。また、

2006年2月には、東京でソフィー・ショルを主人公とするドイツ

映画「白バラの祈り」が公開されたのに合わせて、一般向きの展示

が行われた。今回の日本における「ドイツ年」における「白バラ展

示」の最後を飾る催しの一つを、本学湯浅記念館で開催できたこと

は感謝であった。

●三鷹市との共催プロジェクト「白バラ　パネル展」
期間　2006年5月9日～12日

場所　三鷹市役所本庁舎2階市民サロン

共催　国際基督教大学21世紀COEプログラム

三鷹市、NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

協力　早稲田大学人間総合研究センター「危機と人間」プロジ

ェクト、財団法人倶進会

この関連で以下の地球市民講座・公開講演が催された。

講師　村上公子氏（早稲田大学人間総合研究センター教授、同

センター「危機と人間」プロジェクト研究代表者）

講演「兵士でなく市民の勇気を――白バラの学生たち」

日時　2006年5月10日（水）午後7時～8時半

場所　三鷹ネットワーク大学

●国際基督教大学における「白バラ展示」
期間　2006年5月16日～5月27日

場所　本学湯浅八郎記念館

主催　国際基督教大学21世紀COEプログラム

国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館

共催　三鷹市、NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構

協力　早稲田大学人間総合研究センター「危機と人間」プロジ

ェクト、財団法人倶進会

●巡回展「白バラ――ヒトラーに抗した学生たち（1942/
43）」

主催：早稲田大学人間総合研究センター「危機と人間」プロジ

ェクト

共催：国際基督教大学21世紀COEプログラム

協力：財団法人倶進会

開催機関：早稲田大学、共立女子大学、慶応義塾大学、鹿児島

大学、山口日独協会、九州大学、長崎大学、関西大

学、同志社大学、立命館大学、京都ドイツ文化セン

ター、奈良女子大学、東京ドイツ文化センター、三

鷹市、国際基督教大学

※この「巡回展」のための展示資料の輸送費などの経費の一部を、

本学COEプログラムが負担した。



COEの成果として出版された書籍 （2008年３月末現在）

58

第９巻
平和運動と平和主義の現在

千葉眞（編著）

ICU21世紀COEシリーズ（風行社刊）

第３巻
ニューサイコセラピィ

──グローバル社会における安全空間の創成

小谷英文（編著）

第２巻
近代化と寛容
村上陽一郎（編著）

第１巻
平和のグランドセオリー序説
植田隆子・町野朔（共編著）

第６巻
分権・共生社会の森林ガバナンス

西尾隆（編著）

第５巻
共生型マネジメントのために
──環境影響評価の導入

宮崎修行（編著）

第４巻
共生の教育と社会
──構成原理と実践課題

藤田英典（編著）

第８巻
東アジアにおける戦争責任と平和構築

笹川紀勝（編著）

第７巻
アジアから視

み

るジェンダー
田中かず子（編著）
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文明の死／文化の再生
村上陽一郎

岩波書店，2006年

その他の主な書籍

平和・安全・共生
―─新たなグランドセオリーを求めて

国際基督教大学社会科学研究所・
上智大学社会正義研究所（共編）

有信堂，2005年

Toward a Peaceable Future:Redefining
Peace, Security, and Kyosei from a

Multidisciplinary Perspective
Murakami, Y., Kawamura, N., and Chiba, S. (eds.)

Washington State University Press/
The Foley Institute, 2005

平和憲法と公共哲学
千葉眞・小林正弥（共編著）

晃洋書房，2007年

Building New Pathways to Peace
Murakami, Y., Kawamura, N. & Chiba, S. (eds.)
University of Washington Press, 2008 (in press)

国境なき平和に
最上敏樹

みすず書房，2006年

国際立憲主義の時代
最上敏樹

岩波書店，2007年

International Relations: The Path Not Taken
Thomas J. Schoenbaum

Cambridge, 2006

Japan and Enlarged Europe: Partners in
Global Governance
Ueta, T., & Remacle, E.
P.I.E.-Peter Lang, 2005

現代のエスプリ別冊　心の安全空間
――家庭・地域・学校・社会

小谷英文（編著）
至文堂，2005年

Language Policy, Culture and Identity in
Asian Contexts

Tsui, A. B. M. and Tollefson J. W. (eds.)
Lawrence Erlbaum Associates, 2007

国際NGOが世界を変える
――地球市民社会の黎明

功刀達朗・毛利勝彦（編著）
東信堂，2006年

国連と地球市民社会の新しい地平
功刀達朗・内田孟男（編著）

東信堂，2006年

歴史のなかの政教分離
――英米におけるその起源と展開

大西直樹・千葉眞（編著）
彩流社，2006年
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